
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次古賀市総合計画 アクションプラン 

（令和 7～10 年度）素案 

政策・施策ごとの現状と課題の整理 

令和６年度 第 2 回 古賀市総合政策検証会議 

資料 4 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○みんなで見守る安全・安心な環境のなかで誰もが子育てを楽しみ、すべての子どもがいきいき育つまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○みんなで見守る安全・安心な環境のなかで誰もが子育てを楽しみ、すべての子どもがいきいき育つまち 

■現状と課題 

・家族のあり方の多様化、地域とのつながりの希薄化、共働き家庭の増加など、社会環境は変化しています。相談

できる相手がおらず、不安や悩みを抱えて孤立する妊婦や子育て家庭が増加し、児童虐待の相談件数も増加傾

向にあり、かつて家族が担っていた子育て家庭を支える環境を時代にふさわしいかたちでつくる必要がありま

す。 

・20 代や 30 代の若い世代が理想の子ども数を持たない理由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最

も多くなっており、経済的な不安が子育てに影響を及ぼしていると考えられます。特にひとり親家庭や低所得

世帯の親など、経済的に厳しいなかで子育てをしなければならない場合には、社会的孤立を招きやすく、生活基

盤を整えるための支援が重要です。 

・就学前児童数は減少傾向にありますが、一定した保育ニーズは継続しています。待機児童数は、年度初めにはゼ

ロを堅持しているものの、年度末に向けて徐々に増加していることから、今後の保育ニーズを見極めながら、対

策を講じる必要があります。 

・乳幼児期は、人格形成の基礎を培う大切な時期であることから、幼児教育の質の向上も求められており、安心し

て子育てができる環境を整備するとともに、子育て家庭の多様な教育ニーズ・保育ニーズへの対応が必要とな

っています。 

■現状と課題 

・家族のあり方の多様化、地域とのつながりの希薄化、共働き家庭の増加など、社会環境は変化しています。相談で

きる相手がおらず、不安や悩みを抱えて孤立する妊婦や子育て家庭が増加し、児童虐待の相談件数も増加傾向に

あり、かつて家族が担っていた子育て家庭を支える環境を時代にふさわしいかたちでつくる必要があります。 

・20 代や 30 代の若い世代が理想の子ども数を持たない理由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最も

多くなっており、経済的な不安が子育てに影響を及ぼしていると考えられます。特にひとり親家庭や低所得世帯

の親など、経済的に厳しいなかで子育てをしなければならない場合には、社会的孤立を招きやすく、生活基盤を整

えるための支援が重要です。 

・就学前児童数は減少傾向にありますが、一定した保育ニーズは継続しています。待機児童数は、年度初めにはゼロ

を堅持しているものの、年度末に向けて徐々に増加していることから、今後の保育ニーズを見極めながら、対策を

講じる必要があります。 

・乳幼児期は、人格形成の基礎を培う大切な時期であることから、幼児教育の質の向上も求められており、安心して

子育てができる環境を整備するとともに、子育て家庭の多様な教育ニーズ・保育ニーズへの対応が必要となって

います。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

親と子どもから成る核家族世帯数 世帯   4,926   － 

子育てに関する悩みの相談先が

「近所の人、地域の知人」と回

答した保護者の割合 

就学前児童 
％ 

20.2     － 

小学生 26.0     － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

親と子どもから成る核家族世帯数 世帯  4,926    － 

子育てに関する悩みの相談先が

「近所の人、地域の知人」と回

答した保護者の割合 

就学前児童 
％ 

     － 

小学生      － 
 

 

 

  

政策１－１ 子育て支援の充実                                    政策１－１ 子育て支援の充実 
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■施策の目標 

・すべての保護者が安心して子どもを産み育て、すべての子どもが健全に育っている状態 

■施策の目標 

・すべての保護者が安心して子どもを産み育て、すべての子どもが健全に育っている状態 

■現状と課題 

・家族のあり方の多様化、地域とのつながりの希薄化、共働き家庭の増加など、子育て家庭を取り巻く環境は変化

しており、今後も不安や悩みを抱えて孤立する子育て家庭の増加が見込まれることから、専門職による訪問や相

談支援、乳幼児親子の居場所の提供や交流促進、子どもの発達に関する相談支援、児童虐待の早期発見・早期対

応など、出産前から子どもの自立まで切れ目のない支援の充実を図る必要があります。 

・古賀市子ども・子育て支援に関するアンケート（平成 30（2018）年度実施）において、「子育てに関する悩みの

相談先」の質問では、「近所の人、地域の知人」と回答した保護者の割合は、就学前児童の保護者 20.2%、小学

生の保護者 26.0％と、前回調査における就学前児童の保護者 28.5%、小学生の保護者 34.3％（平成 25（2013）

年度実施）より減少しており、地域でのつながりの希薄化がうかがえます。子育て家庭が身近な地域で顔の見え

る関係を築くため、親子が集い、交流する場の提供や地域と行政が一体となって子育て家庭を支援する体制を構

築する必要があります。 

・「子育てをするうえで特に不安に思っていることや悩んでいること」の質問では、「不安に思うことは特にない」

と回答したのは、就学前児童の保護者 14.6％、小学生の保護者 22.2％であり、多くの保護者が何らかの不安を

抱えていることがうかがえます。子育て家庭への保健指導や相談支援を通して、育児の不安や悩みの相談を受け、

子育てに関する適切な情報提供を行う必要があります。また、状況に応じて関係機関と連携し支援につなげる必

要があります。 

・子育て家庭、とりわけひとり親家庭の親は、ひとりで生計の維持と子育てを担わなければならないことから、経

済的に厳しく、社会的に孤立し、ひとりで困難を抱えてしまう傾向にあります。また、低所得世帯の親において

も、同様の傾向が見られます。ひとり親家庭等の悩みに寄り添うことができるよう相談体制や支援の充実を図る

必要があります。 

・全国及び福岡県の児童相談所虐待対応件数は、年々増加の一途をたどり、過去最多を更新し続けています。 

・令和４（2022）年度の本市の児童虐待通告件数は 69 件（実人数 60 人）で、通告件数の内訳は身体的虐待 35

件、心理的虐待 20 件、ネグレクト 13 件、性的虐待 1 件となっています。所属別にみると、小学生の身体的虐

待における通告が最も多くなっています。 

・児童虐待の発生や深刻化を予防するとともに、要保護児童対策地域協議会において関係機関の連携を強化し、児

童虐待防止に取り組み、早期発見・早期対応を行う必要があります。 

・虐待を受ける要保護児童等の早期発見・早期対応、再発防止のため、福祉、教育、警察、救急、人権擁護、地域

などの各関係機関との連携体制の強化を図る必要があります。 

・児童虐待防止に関する広報・啓発活動に取り組む必要があります。 

■現状と課題 

・家族のあり方の多様化、地域とのつながりの希薄化、共働き家庭の増加など、子育て家庭を取り巻く環境は変化

しており、今後も不安や悩みを抱えて孤立する子育て家庭の増加が見込まれることから、専門職による訪問や相

談支援、乳幼児親子の居場所の提供や交流促進、子どもの発達に関する相談支援、児童虐待の早期発見・早期対

応など、出産前から子どもの自立まで切れ目のない支援の充実を図る必要があります。 

・古賀市子ども・子育て支援に関するアンケート（平成 30（2018）年度実施）において、「子育てに関する悩みの

相談先」の質問では、「近所の人、地域の知人」と回答した保護者の割合は、就学前児童の保護者 20.2%、小学

生の保護者 26.0％と、前回調査における就学前児童の保護者 28.5%、小学生の保護者 34.3％（平成 25（2013）

年度実施）より減少しており、地域でのつながりの希薄化がうかがえます。子育て家庭が身近な地域で顔の見え

る関係を築くため、親子が集い、交流する場の提供や地域と行政が一体となって子育て家庭を支援する体制を構

築する必要があります。 

・「子育てをするうえで特に不安に思っていることや悩んでいること」の質問では、「不安に思うことは特にない」

と回答したのは、就学前児童の保護者 14.6％、小学生の保護者 22.2％であり、多くの保護者が何らかの不安を

抱えていることがうかがえます。子育て家庭への保健指導や相談支援を通して、育児の不安や悩みの相談を受け、

子育てに関する適切な情報提供を行う必要があります。また、状況に応じて関係機関と連携し支援につなげる必

要があります。 

・子育て家庭、とりわけひとり親家庭の親は、ひとりで生計の維持と子育てを担わなければならないことから、経

済的に厳しく、社会的に孤立し、ひとりで困難を抱えてしまう傾向にあります。また、低所得世帯の親において

も、同様の傾向が見られます。ひとり親家庭等の悩みに寄り添うことができるよう相談体制や支援の充実を図る

必要があります。 

・全国及び福岡県の児童相談所虐待対応件数は、年々増加の一途をたどり、過去最多を更新し続けています。 

・令和 5（2023）年度の本市の児童虐待通告件数は 133 件（実人数 93 人）で、通告件数の内訳は身体的虐待 80

件、心理的虐待 8 件、ネグレクト 44 件、性的虐待 1 件となっています。所属別にみると、乳幼児の身体的虐待

における通告が最も多くなっています。 

・児童虐待の発生や深刻化を予防するとともに、要保護児童対策地域協議会において関係機関の連携を強化し、児

童虐待防止に取り組み、早期発見・早期対応を行う必要があります。 

・虐待を受ける要保護児童等の早期発見・早期対応、再発防止のため、福祉、教育、警察、救急、人権擁護、地域

などの各関係機関との連携体制の強化を図る必要があります。 

・児童虐待防止に関する広報・啓発活動に取り組む必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

18 歳未満の子どもの数 人 10,182 10,155 10,160 10,153 9,988 － 

児童相談所における児童養護相談件数 件 129 141 162 209 集計中 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

18 歳未満の子どもの数 人 10,155 10,160 10,153 9,988 9,910 － 

児童相談所における児童養護相談件数 件 141 162 209 308 集計中 － 
 

 

  

施策１－１－１ みんなで見守る子育て支援の推進 施策１－１－１ みんなで見守る子育て支援の推進 
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■施策の目標 

・子育て家庭が経済的な負担を感じることが少なく、安心して妊娠・出産・子育てができる状態 

■施策の目標 

・子育て家庭が経済的な負担を感じることが少なく、安心して妊娠・出産・子育てができる状態 

■現状と課題 

・20 代や 30 代の若い世代が理想の子ども数をもたない理由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最

も多く、子育て世帯に対する経済的支援として、児童手当や児童扶養手当などを適切に支給する必要があります。 

・子育て家庭、とりわけひとり親家庭の親は、ひとりで生計の維持と子育てを担わなければならないことから、経

済的に厳しく、社会的に孤立し、ひとりで困難を抱えてしまう傾向にあります。また、低所得世帯の親において

も、同様の傾向が見られ、ひとり親家庭や低所得世帯の子育て中の負担軽減を図るため、経済的支援は大変重要

な支援となります。 

・ひとり親家庭のうち母子家庭については、経済的な問題が多くを占め、就業のための資格取得や貸付など経済的

な支援が必要です。父子家庭については、子育てと仕事の両立や日常生活面での不安が大きいため、生活支援等

が必要です。また、母子家庭、父子家庭ともに相談できる相手が少なく、孤立している家庭が多いため、今後も

相談体制の充実を図り、周知を徹底し、必要な人に適切な支援ができるよう努めていく必要があります。 

・経済的な理由で初回の妊娠判定のための産科受診を躊躇する妊婦に対し、経済的支援を行う必要があります。 

・家庭の経済状況により、小中学校への就学や高等学校、専修学校等への進学が困難な児童・生徒やその保護者に

対し、児童・生徒の義務教育を受ける権利を保障し、また高等学校等への進学や職業に必要な技能・知識の習得

を支援するため、経済的支援を行う必要があります。 

・所得の多寡にかかわらず、発育・発達段階に応じて適切な受診機会の確保により子育てを支援するため、所得制

限を設けずに子どもの医療費の助成などの独自助成を行っており、令和 6 年度から、子ども医療費の 18 歳まで

の無償化を実施します。安定的に実施していくためにも、今後も国による実施や県による補助の拡大がなされる

よう引き続き働きかけていく必要があります。 

■現状と課題 

・20 代や 30 代の若い世代が理想の子ども数をもたない理由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最

も多く、子育て世帯に対する経済的支援として、児童手当や児童扶養手当などを適切に支給する必要があります。 

・子育て家庭、とりわけひとり親家庭の親は、ひとりで生計の維持と子育てを担わなければならないことから、経

済的に厳しく、社会的に孤立し、ひとりで困難を抱えてしまう傾向にあります。また、低所得世帯の親において

も、同様の傾向が見られ、ひとり親家庭や低所得世帯の子育て中の負担軽減を図るため、経済的支援は大変重要

な支援となります。 

・ひとり親家庭のうち母子家庭については、経済的な問題が多くを占め、就業のための資格取得や貸付など経済的

な支援が必要です。父子家庭については、子育てと仕事の両立や日常生活面での不安が大きいため、生活支援等

が必要です。また、母子家庭、父子家庭ともに相談できる相手が少なく、孤立している家庭が多いため、今後も

相談体制の充実を図り、周知を徹底し、必要な人に適切な支援ができるよう努めていく必要があります。 

・経済的な理由で初回の妊娠判定のための産科受診を躊躇する妊婦に対し、経済的支援を行う必要があります。 

・家庭の経済状況により、小中学校への就学や高等学校、専修学校等への進学が困難な児童・生徒やその保護者に

対し、児童・生徒の義務教育を受ける権利を保障し、また高等学校等への進学や職業に必要な技能・知識の習得

を支援するため、経済的支援を行う必要があります。また、外国人学校やフリースクールに在籍する子ども達の

多様な学びの機会を保障するため、その保護者に対し、経済的支援を行う必要があります。 

・所得の多寡にかかわらず、発育・発達段階に応じて適切な受診機会の確保により子育てを支援するため、所得制

限を設けずに子どもの医療費の助成などの独自助成を行っており、令和 6 年度から、子ども医療費の 18 歳まで

の無償化を開始しました。安定的に実施していくためにも、今後も国による実施や県による補助の拡大がなされ

るよう引き続き働きかけていく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

子育ての経済的負担軽減の対象となる世帯数 世帯 4,413 4,428 4,385 4,376 4,299 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

子育ての経済的負担軽減の対象となる世帯数 世帯 4,428 4,385 4,376 4,299 4,201 － 
 

 

  

施策１－１－２ 子育ての経済的負担の軽減 施策１－１－２ 子育ての経済的負担の軽減 
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■施策の目標 

・幼児教育や保育を必要とするすべての子育て世帯が安心して質の高い幼児教育・保育サービスを利用している状

態 

■施策の目標 

・幼児教育や保育を必要とするすべての子育て世帯が安心して質の高い幼児教育・保育サービスを利用している状

態 

■現状と課題 

・子どもや子育て世帯を取り巻く環境が大きく変化しているなか、本市においては待機児童ゼロを堅持し、多様な

保育ニーズに対応することにより、幼児教育・保育サービスの充実に取り組み、子育て支援を充実させていく必

要があります。 

・保育施設の定員数は、施設改修等の機会に徐々に増加していますが、待機児童は、一定した保育ニーズの状況や

保育士不足により、4 月時点ではゼロを堅持しているものの、年度末に向けて徐々に増加している状況です。 

・待機児童をゼロとするため、また、一人でも少なくするために、各園に定員以上の児童の受入を要請している状

況にあります。今後の保育ニーズを見極めながら、各園での定員の弾力的な運用の継続、新たな保育施設の設置

や既存園の定員増を検討する必要があります。また、慢性的な保育士不足解消に向け、保育士の確保対策を講じ

る必要があります。 

・乳幼児期は人格形成の基礎を培う大切な時期であることから、子どもの五感を使った体験を推進するとともに、

保育士等の研修の充実により、教育・保育の質の確保及び向上も必要です。 

・保育ニーズと合わせて、幼稚園の教育に対する希望もあり、保育ニーズと未就学児の教育ニーズに対応するため、

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持った認定こども園への移行等により、質の高い教育・保育の一体的な提

供の推進を図る必要があります。平成 29（2017）年度以降、認可保育所から認定こども園への移行が進み、令

和４（2022）年度までに 10 施設の認可保育所のうち、7 施設が認定こども園へ移行しています。 

・令和４（2022）年度から保育施設において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、受入れを行

っています。関係機関や保育施設と連携し、安定・継続した医療的ケア児への支援体制を構築するとともに、今

後とも保育ニーズを把握し、充実を図る必要があります。 

 

■現状と課題 

・子どもや子育て世帯を取り巻く環境が大きく変化しているなか、本市においては待機児童ゼロを堅持し、多様な

保育ニーズに対応することにより、幼児教育・保育サービスの充実に取り組み、子育て支援を充実させていく必

要があります。 

・保育施設の定員数は、施設改修等の機会に徐々に増加していますが、待機児童は、一定した保育ニーズの状況や

保育士不足により、4 月時点ではゼロを堅持しているものの、年度末に向けて徐々に増加している状況です。 

・待機児童をゼロとするため、また、一人でも少なくするために、各園に定員以上の児童の受入を要請している状

況にあります。今後の保育ニーズを見極めながら、各園での定員の弾力的な運用の継続、新たな保育施設の設置

や既存園の定員増、幼稚園での預かり保育の活用拡大を検討する必要があります。また、慢性的な保育士不足解

消に向け、保育士の確保対策を講じる必要があります。 

・乳幼児期は人格形成の基礎を培う大切な時期であることから、子どもの五感を使った体験を推進するとともに、

保育士等の研修の充実により、教育・保育の質の確保及び向上も必要です。 

・保育ニーズと合わせて、幼稚園の教育に対する希望もあり、保育ニーズと未就学児の教育ニーズに対応するため、

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持った認定こども園への移行等により、質の高い教育・保育の一体的な提

供の推進を図る必要があります。平成 29（2017）年度以降、認可保育所から認定こども園への移行が進み、令

和 5（2023）年度までに 10 施設の認可保育所のうち、7 施設が認定こども園へ移行しています。 

・令和４（2022）年度から保育施設において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、受入れを行

っています。関係機関や保育施設と連携し、安定・継続した医療的ケア児への支援体制を構築するとともに、今

後とも保育ニーズを把握し、充実を図る必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

就学前児童数 人 3,796 3,753 3,703 3,655 3,471 － 

0～5 歳の子どもがいる共働き世帯数 世帯   1,175   － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

就学前児童数 人 3,753 3,703 3,655 3,471 3,372 － 

0～5 歳の子どもがいる共働き世帯数 世帯  1,175    － 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○すべての子どもが自分の未来について具体的な将来像を描き、主体的な学びによって、自らの可能性を最大限に

高め、人生を切り拓いていける「生き抜く力」を育めるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○すべての子どもが自分の未来について具体的な将来像を描き、主体的な学びによって、自らの可能性を最大限に

高め、人生を切り拓いていける「生き抜く力」を育めるまち 

■現状と課題 

・予測困難な時代を生きる子どもたちには、自らの可能性を最大限に発揮し、人生を自ら切り拓いて生き抜くため

の資質・能力が必要となります。 

・小中学校の全ての学年における少人数学級の実現による学習環境の充実や学習支援、指導方法の改善などによっ

て、本市の児童・生徒の学力は、中学校の数学以外は全国平均を上回る結果となっていますが、将来の夢や目標

を持っていない子どもは少なくありません。子どもたちが将来に向けて志を持って主体的に学び続けるために

は、自己決定に基づく具体的な目標設定と、目標に向かって努力することができる環境が必要です。 

・特別な教育的支援を必要とする児童・生徒も増加傾向にあり、一人ひとりの状況に応じた学習環境や適切な指導、

支援が求められています。 

・地域とのつながりの希薄化による孤立、児童虐待の増加、不登校の児童・生徒の増加など、子どもを取り巻く問

題が複雑化・多様化しています。本市では、学習支援アシスタントの活用や地域学校協働活動などによる学校と

地域との連携により子どもたちを支える気運が高まりつつあり、今後も学校と地域が一体となって、子どもたち

が抱えるさまざまな課題を解決していくことが必要です。 

・学校施設の約 8 割が築後 30 年を経過しており、長寿命化に向けて、老朽化対策だけでなく、バリアフリー化、

トイレの洋式化、施設の複合化、環境への配慮など、時代のニーズに対応した施設整備を進めていく必要があり

ます。また、児童・生徒数の変動に対応し、安心して快適に学ぶことができる学校環境の整備が必要です。 

■現状と課題 

①予測困難な時代を生きる子どもたちには、自らの可能性を最大限に発揮し、人生を自ら切り拓いて生き抜くため

の資質・能力が必要となります。 

②小・中学校の全ての学年における少人数学級の実現による学習環境の充実や学習支援、指導方法の改善など本市

の児童・生徒の学力は、全国平均を上回る結果となっていますが、将来の夢や目標を持っていない子どもは少な

くありません。子どもたちが将来に向けて志を持って主体的に学び続けるためには、自己決定に基づく具体的な

目標設定と、目標に向かって努力することができる環境が必要です。 

③特別な教育的支援を必要とする児童・生徒も増加傾向にあり、一人ひとりの状況に応じた学習環境や適切な指導、

支援が求められています。 

④地域とのつながりの希薄化による孤立、児童虐待の増加、不登校の児童・生徒の増加など、子どもを取り巻く問

題が複雑化・多様化しています。本市では、学習支援アシスタントの活用や地域学校協働活動などによる学校と

地域との連携により子どもたちを支える気運が高まりつつあり、今後も学校と地域が一体となって、子どもたち

が抱えるさまざまな課題を解決していくことが必要です。 

⑤本市の学校教育施設の整備については、これまで、施設の耐震化を最優先に取り組んできましたが、今後は施設

の長寿命化に向けて、老朽化対策や時代のニーズに対応した施設整備を進めていく必要があります。 

⑥一部の学校では少子化の進展による児童・生徒数の減少が予測されており、児童・生徒数の変動に対応し、安心

して快適に学ぶことができる学校環境の整備が必要です。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

古賀市標準学力調査結果の

全国平均比 

小 6 
国語 ％ 97.7 102.0 102.7 105.7 99.5 ↑ 

算数 ％ 99.9 104.3 108.5 108.4 100.2 ↑ 

中 2 
国語 ％    104.7 101.1 ↑ 

数学 ％    102.9 102.7 ↑ 

地域をよくするために何をすべきか考える

児童・生徒の割合 
％ 41.4 50.9  46.6 46.3 ↑ 

特別な教育的支援を必要としている児童・生

徒数 
人 336 389 437 530 570 － 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

古賀市標準学力調査結果の

全国平均比 

小 6 
国語 ％ 102.0 102.7 105.7 99.5 102.1 ↑ 

算数 ％ 104.3 108.5 108.4 100.2 103.0 ↑ 

中 2 
国語 ％   104.7 101.1 101.8 ↑ 

数学 ％   102.9 102.7 99.7 ↑ 

地域をよくするために何をすべきか考える

児童・生徒の割合 
％ 50.9  46.6 46.3 70.8 ↑ 

特別な教育的支援を必要としている児童・生

徒数 
人 389 437 530 570 582 － 
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■施策の目標 

・多くの子どもたちが、自ら未来を切り拓き、社会を生き抜く力を持っている状態 

・子どもたち一人ひとりが個別の能力や適性に合わせて安心して学んでいる状態 

・子どもたちが地域社会のなかで主体的に学び、活躍している状態 

■施策の目標 

・多くの子どもたちが、自ら未来を切り拓き、社会を生き抜く力を持っている状態 

・子どもたち一人ひとりが個別の能力や適性に合わせて安心して学んでいる状態 

・子どもたちが地域社会のなかで主体的に学び、活躍している状態 

■現状と課題 

・大人になった自分についてイメージ（将来像）を描くことが難しく、未来に対して希望が持てない子どもたちが

28%程度おり、年齢が上がるにつれて割合が高くなっています。 

・コロナ禍の約３年間で制限されていた授業や学校行事が、新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられたこ

とにより、徐々に再開されているが、本来ならば既に経験しているであろう体験活動が不足していることにより、

授業や学校行事での体験の充実が求められています。 

・子どもたちが自己の将来について、主体的に考えられるようになるために必要な目標設定と、目標に向かって努

力することができる環境が必要です。そのためには、個別の能力や適性に合った「指導の個別化」と「学習の個

性化」を図るための環境整備や接遇マナー研修、さらに様々な職業人との交流など将来について考える機会とな

るような学習が必要です。 

・多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない個別最適化された学びを実現し、主体的な学びの育成に必要な非

認知能力を育むために、教員の指導力向上が必要です。 

・子どもたち一人ひとりに応じたきめ細かな支援をするために、学習支援などを行う多様な人的配置、教育相談等

ができる専門スタッフの配置やさまざまな学習活動ができる学びの場の提供が必要です。 

・家庭内に Wi-Fi 環境が整っていない子どもたちが 2％程度おり、すべての子どもが、学校や家庭の両方でインタ

ーネットが利用できる環境を整えることが必要です。 

・学校と地域住民等が「地域でどのような子どもたちを育てるか」「何を実現していくのか」という目標やビジョン

を共有するために、学校と地域が協議を行うコミュニティスクールの機能を有効に活用し、さまざまな地域住民

が参画し、学習支援やボランティア活動を行う地域学校協働活動と一体となって取組を推進する必要がありま

す。 

・子どもがふるさと古賀を愛し、社会の平和と発展や環境の保全に貢献し、自ら未来を切り拓いて持続可能な社会

の創り手となるような「気づき」につながる身近な地域の清掃活動や自然体験活動等が必要です。 

・特別支援学級や通級指導教室の児童・生徒数は、平成 27（2015）年度は全体の 4.4％であったのに対し、令和

4(2022)年度は 10.7%と増加しており、また、令和 4（2022）年度の文部科学省の調査では、小中学校の通常

の学級に特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が 8.8％程度在籍していると推定されました。 

・特別な教育的支援を必要としているすべての児童・生徒が、一人ひとりの教育的ニーズの把握により、個に応じ

た就学先を選択し、その就学先で生活や学習上の困難を改善又は克服するための、適切な指導及び必要な支援を

受けることができるように、校内の支援体制づくり、さまざまな人的配置やすべての教職員の特別支援教育に関

する専門性の向上、他の関係機関との連携が必要です。また、小学校の通級指導教室の巡回指導等を実施し、自

校で支援を受けられるよう取り組み、支援を必要と考えている児童・生徒が支援につながるよう推進する必要が

あります。 

・自閉症・情緒障がいの児童・生徒は、平成 27（2015）年度から 令和 4（2022）年度までで 5.3 倍に増えてお

り、個に応じた合理的配慮がさらに重要となり、教職員の研修、校内の組織強化、専門家による助言などが必要

です。 

・文部科学省が実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると全国の状況

は、過去５年間の傾向として、小学校・中学校ともに不登校児童・生徒数及びその割合は増加しており、児童・

生徒の休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律」の趣旨の浸透の側面も考えられるが、生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況や、学校生活にお

いて様々な制限がある中で交友関係を築くことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景とし

て考えられています。同様に、市内小中学生の不登校児童・生徒数も、人数及びその割合は増加しています。 

・不登校児童・生徒の支援を行う教育支援センター「あすなろ教室」の移転により、教室面積が拡大し、また古賀

グリーンパーク等周辺環境を活かした体験活動等が行いやすいことから不登校児童・生徒が学びたいと思ったと

きに学べる学校以外の安心できる「居場所」「行き場所」となるよう機能充実にさらに取り組む必要があります。 

・不登校児童・生徒の増加に伴い、小中学校で実施される健康診断の未受診者が増加しています。 

■現状と課題 

・大人になった自分についてイメージ（将来像）を描くことが難しく、未来に対して希望が持てない子どもたちが

28%程度おり、年齢が上がるにつれて割合が高くなっています。 

・コロナ禍の約３年間で制限されていた授業や学校行事が、新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられたこ

とにより、徐々に再開されているが、本来ならば既に経験しているであろう体験活動が不足していることにより、

授業や学校行事での体験の充実が求められています。 

・子どもたちが自己の将来について、主体的に考えられるようになるために必要な目標設定と、目標に向かって努

力することができる環境が必要です。そのためには、個別の能力や適性に合った「指導の個別化」と「学習の個

性化」を図るための環境整備や接遇マナー研修、さらに様々な職業人との交流など将来について考える機会とな

るような学習が必要です。 

・多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない個別最適化された学びを実現し、主体的な学びの育成に必要な非

認知能力を育むために、教員の指導力向上が必要です。 

・子どもたち一人ひとりに応じたきめ細かな支援をするために、学習支援などを行う多様な人的配置、教育相談等

ができる専門スタッフの配置やさまざまな学習活動ができる学びの場の提供が必要です。 

・家庭内に Wi-Fi 環境が整っていない子どもたちが 2％程度おり、すべての子どもが、学校や家庭の両方でインタ

ーネットが利用できる環境を整えることが必要です。 

・学校と地域住民等が「地域でどのような子どもたちを育てるか」「何を実現していくのか」という目標やビジョン

を共有するために、学校と地域が協議を行うコミュニティスクールの機能を有効に活用し、さまざまな地域住民

が参画し、学習支援やボランティア活動を行う地域学校協働活動と一体となって取組を推進する必要がありま

す。 

・子どもがふるさと古賀を愛し、社会の平和と発展や環境の保全に貢献し、自ら未来を切り拓いて持続可能な社会

の創り手となるような「気づき」につながる身近な地域の清掃活動や自然体験活動等が必要です。 

・特別支援学級や通級指導教室の児童・生徒数は、平成 27（2015）年度は全体の 4.4％であったのに対し、令和

4(2022)年度は 10.7%と増加しており、また、令和 4（2022）年度の文部科学省の調査では、小中学校の通常

の学級に特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が 8.8％程度在籍していると推定されました。 

・特別な教育的支援を必要としているすべての児童・生徒が、一人ひとりの教育的ニーズの把握により、個に応じ

た就学先を選択し、その就学先で生活や学習上の困難を改善又は克服するための、適切な指導及び必要な支援を

受けることができるように、校内の支援体制づくり、さまざまな人的配置やすべての教職員の特別支援教育に関

する専門性の向上、他の関係機関との連携が必要です。また、小学校の通級指導教室の巡回指導等を実施し、自

校で支援を受けられるよう取り組み、支援を必要と考えている児童・生徒が支援につながるよう推進する必要が

あります。 

・自閉症・情緒障がいの児童・生徒は、平成 27（2015）年度から 令和 4（2022）年度までで 5.3 倍に増えてお

り、個に応じた合理的配慮がさらに重要となり、教職員の研修、校内の組織強化、専門家による助言などが必要

です。 

・文部科学省が実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると全国の状況

は、過去５年間の傾向として、小学校・中学校ともに不登校児童・生徒数及びその割合は増加しており、児童・

生徒の休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律」の趣旨の浸透の側面等による保護者の学校に対する意識の変化も考えられるが、長期化するコロナ禍による

生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況が続いたことや、学校生活において様々な制限がある中で交

友関係を築くことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として考えられています。同様に、

市内小中学生の不登校児童・生徒数も、人数及びその割合は増加しています。 

・特に教育支援センター「あすなろ教室」に入級する小学生が増えたことから、外部の機関等を活用した体験活動

の充実等により、学校以外の安心できる「居場所」「行き場所」となるよう機能充実にさらに取り組む必要があり

ます。 

施策１－２－１ 未来を切り拓く教育の充実 施策１－２－１ 未来を切り拓く教育の充実 
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・各学校での内科検診等の実施日は予め決められており、不登校児童・生徒の登校した日に合わせて随時、実施す

ることは困難であるため、保護者へ受診を促すなど、児童・生徒の健康状態把握のための取組が必要です。 

・教職員の長時間勤務の実態は深刻で、持続可能な学校教育のなかで効果的な活動を行うためには、学校における

働き方改革が急務とされています。 

・長時間勤務の要因のひとつには、非常勤職員の不足により補充の職員の確保が難しいという現状があります。団

塊の世代の大量退職に伴う新規採用職員の増加により、年齢層の若年化が進み、出産や育児休業などが増加しま

した。また、病気休業や退職に伴う欠員が出た場合の補充が大変厳しい状況となっています。 

・教職員の欠員や学校における業務の多様化により、教職員にかかる業務負担が大きくなり、長時間勤務が発生し

ています。適正な教育活動を実施するために、勤務時間の適正な把握などにより教職員の意識改革を行い、業務

改善を推進することが必要です。併せて、教職員の役割の見直しと専門スタッフの活用等を行うことが必要とな

ります。 

・不登校児童・生徒の増加に伴い、小中学校で実施される健康診断の未受診者が増加しています。 

・各学校での内科検診等の実施日は予め決められており、不登校児童・生徒の登校した日に合わせて随時、実施す

ることは困難であるため、保護者へ受診を促すなど、児童・生徒の健康状態把握のための取組が必要です。 

・教職員の長時間勤務の実態は深刻で、持続可能な学校教育のなかで効果的な活動を行うためには、学校における

働き方改革が急務とされています。 

・長時間勤務の要因のひとつには、非常勤職員の不足により補充の職員の確保が難しいという現状があります。団

塊の世代の大量退職に伴う新規採用職員の増加により、年齢層の若年化が進み、出産や育児休業などが増加しま

した。また、病気休業や退職に伴う欠員が出た場合の補充が大変厳しい状況となっています。 

・教職員の欠員や学校における業務の多様化により、教職員にかかる業務負担が大きくなり、長時間勤務が発生し

ています。適正な教育活動を実施するために、勤務時間の適正な把握などにより教職員の意識改革を行い、業務

改善を推進することが必要です。併せて、教職員の役割の見直しと専門スタッフの活用等を行うことが必要とな

ります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

難しいことでも、失敗を恐れず挑戦してい

る児童・生徒の割合 
％  79.2  70.5 72.0 ↑ 

日本語指導を必要としている児童・生徒数 人 16 18 23 18 26 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

難しいことでも、失敗を恐れず挑戦してい

る児童・生徒の割合 
％ 79.2  70.5 72.0  ↑ 

日本語指導を必要としている児童・生徒数 人 18 23 18 26 35 － 
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■施策の目標 

・児童・生徒が安全・快適な学校施設で学ぶことができている状態 

■施策の目標 

・児童・生徒が安全・快適な学校施設で学ぶことができている状態 

■現状と課題 

・老朽化が進む学校施設において、限られた予算のなかで安全・安心・快適な教育環境を確保していくため、学校

施設長寿命化計画に基づき、大規模改造や全小中学校のトイレ洋式化などを計画的に実施しながら、トータルコ

ストの縮減とあわせ財政負担の平準化を図る必要があります。 

・学校ごとに異なる学級数の動向に応じた教室配置の適正化や、地域に開かれた学校とするための施設の複合化、

ゼロカーボンシティ宣言や LED 化など新しいニーズへの対応が求められています。 

・給食センターについて、建設から 25 年が経過し、施設・設備ともに老朽化による不具合が発生しているため、

施設・設備の改修・入替作業が求められます。 

・令和５（202３）年度アレルギー調査によると、アレルギーを持つ児童・生徒は小学生が約 1７0 人、中学生が約

1１0 人となっています。そのうち、給食を全く食べていない児童・生徒は７人となっています。本市では献立表

にあわせ、希望者へ食材成分表を配布し、保護者・学校と連携しながらアレルギー対応を行っていますが、今後、

アレルギーを持った児童・生徒への給食提供（除去食又は代替食など）が求められることが予想されます。現在

の施設・設備において改修等を必要としない、乳アレルギーの児童・生徒に対する牛乳除去の検討を行います。 

■現状と課題 

・老朽化が進む学校施設において、限られた予算のなかで安全・安心・快適な教育環境を確保していくため、学校

施設長寿命化計画に基づき、大規模改造や全小中学校のトイレ洋式化などを計画的に実施しながら、トータルコ

ストの縮減とあわせ財政負担の平準化を図る必要があります。 

・学校ごとに異なる学級数の動向に応じた教室配置の適正化や、地域に開かれた学校とするための施設の複合化、

ゼロカーボンシティ宣言や LED 化など新しいニーズへの対応が求められています。 

・給食センターについて、建設から 26 年が経過し、施設・設備ともに老朽化による不具合が発生しているため、

施設・設備の改修・入替作業が求められます。令和 6 年度から 8 年度にかけ、食器等洗浄機の大規模更新工事を

行うこととしており、洗浄機の更新にあわせた食器の更新を検討しています。また、調理室・洗浄室等の衛生面

や労働環境改善のために、空調設備の更新を早急に検討する必要があります。 

本市では、アレルギーを持つ児童生徒に対して、献立表にあわせ希望者へ食材成分表を配布し、保護者・学校

と連携しながらアレルギー対応を行っています。令和 6 年度より、牛乳アレルギーを持つ児童生徒に対しては、

飲用牛乳の除去及び給食費減額を行っています。他のアレルギーについては従来通りとなっているため、今後、

アレルギーを持った児童・生徒への給食提供（除去食又は代替食など）が求められることが予想されるため、ア

レルギー対応について検討を進めていく必要があります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

学校施設の不具合が原因で怪我をした学校

利用者数 
人 0 0 0 0 0 → 

小・中学校施設の建設・大規模改造・長寿命

化改良からの平均経過年数 
年 23.9 24.9 25.9 25.9 24.6 ↓ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

学校施設の不具合が原因で怪我をした学校

利用者数 
人 0 0 0 0 ０ → 

小・中学校施設の建設・大規模改造・長寿命

化改良からの平均経過年数 
年 24.9 25.9 25.9 24.6 24.7 ↓ 

 

 

  

施策１－２－２ 学校教育施設の充実 施策１－２－２ 学校教育施設の充実 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○青少年一人ひとりが「生き抜く力」を身につけ、自主性と協調性を持って心と体が健全に成長しているまち 

○子どもから高齢者まであらゆる世代の市民が、社会教育、スポーツ活動や文化活動などを通じて、地域を中心に

相互に学び合い、新たな社会課題に自ら進んで対応し、豊かに暮らせるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○青少年一人ひとりが「生き抜く力」を身につけ、自主性と協調性を持って心と体が健全に成長しているまち 

○子どもから高齢者まであらゆる世代の市民が、社会教育、スポーツ活動や文化活動などを通じて、地域を中心に

相互に学び合い、新たな社会課題に自ら進んで対応し、豊かに暮らせるまち 

■現状と課題 

・情報化やグローバル化など社会情勢の急速な変化、家族のあり方の多様化、地域社会での関係の希薄化など、社

会のあり方は大きく変化し、複雑化しています。 

・青少年を取り巻く環境も大きく変化し続けており、特にスマートフォン等の急速な普及は、利便性が向上してい

る反面、SNS をきっかけとした犯罪やインターネット上のいじめに巻き込まれる危険性が高まり、生活リズムも

乱れるなど、新たな問題発生要因となっています。 

・本市の非行による補導件数は減少傾向にありますが、社会全体が連携して青少年を取り巻く環境の変化に対応し、

健全な心と体の育成を図る必要があります。 

・本市では、放課後子供教室や通学合宿など、地域の特性を生かしながら、自主性と協調性を養い、心豊かに生き

ることを目的とした体験活動などを通して地域で子どもたちを育てる取組を進めてきており、地域住民の活動の

場、活躍の場が増えることで、地域の子どもたちを地域で育てる気運が高まっていますが、活動する市民の高齢

化などにより、地域活動の担い手が不足することが懸念されます。 

・スポーツは、多くの人々に感動や楽しみ、活力を与え、体力向上や健康の保持増進を基本に、青少年の健全育成、

地域コミュニティの醸成など、多様な意義を有しています。成人のスポーツ実施率は増加傾向にあり、スポーツ

活動が活発に行われています。 

・生涯にわたる健康維持や体力づくり、仲間づくりや地域との交流、生きがいづくりを期待してスポーツ活動をす

る市民が多い一方、市のスポーツ振興を担う古賀市スポーツ協会の会員数は減少しています。これまで、子ども

の体力向上のため、関係団体と連携しながら子どもの運動機会を提供してきましたが、仲間同士や地域単位の活

動など、より身近な活動によって子どもたちの運動機会をさらに拡充する必要があります。 

・文化芸術は、人の心を揺り動かす大きな力を持ち、生きる力を与え、豊かなまちづくりの原動力にもなり得るも

のです。しかし、関心がないという理由で、文化芸術イベントを直接鑑賞していない人の割合が全国的に増加傾

向にあります。 

・本市の文化団体の中枢である古賀市文化協会の会員数は、減少傾向にあります。市民の文化芸術活動を促進する

ためには、インターネットによる文化芸術イベントの鑑賞機会の拡大など、新たな動向を踏まえた文化芸術に触

れる機会や施設の充実が求められています。特に、子どもが文化芸術に興味を持ち、将来的に文化芸術活動を担

う人材となるよう、子どもの頃から文化芸術に触れることのできる機会の提供は重要です。 

・文化財は、本市の歴史を示す貴重な財産であり、郷土を語るうえでなくてはならないものです。また、地域のシ

ンボル、人と人とのつながりを形成する機能もあり、まちづくりやコミュニティ形成という面でも重要な役割を

担う要素の一つです。 

・文化財を継承するためには、その調査・研究を行って価値を明確にし、適切に保存・活用することで、市民一人

ひとりの地域への誇りを醸成していくことが必要です。国史跡である船原古墳を知らない人もおり、市民の文化

財への関心は決して高くない状況です。また、歴史資料館で行う講演会や企画展への 20 代から 40 代の若い世

代の参加は少なく、特にその世代の文化財への関心が低いことがうかがえます。 

・読書には、想像力を豊かにし、物事に興味を持ち、未知との出会いを創出し、感動を呼び起こす力があります。

特に子どもは、読書によって言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにすることから、本市の小

中学校では、朝に読書の時間を設けるなど、子どもの読書活動が盛んに行われており、子どもたちが読む本の冊

数は全国平均より多くなっています。 

・インターネットの普及などにより全国的には高校生頃から読書離れが進み、情報収集源としての本への依存度は

減少傾向にありますが、子どもの頃からの読書活動を継続することにより、これからの生涯学習社会を生き抜く

ための学びの技術を身につけることが重要となってきています。 

・本市では核家族世帯や単身世帯が増加し、家庭教育の支援や地域のつながりを深める取組の重要性が増していま

すが、地域公民館での社会教育活動は停滞し、地域の課題解決やつながりを生む機能は弱まってきており、市民

の孤立化や地域コミュニティの希薄化が懸念されます。 

・これまで以上に市民参画によるまちづくりが求められるなか、社会教育を基盤とした人づくり・つながりづくり・

地域づくりの重要性はますます大きくなるものと考えられます。さまざまな機会や場所において生涯にわたって

自ら進んで学ぶ姿勢のある市民が増え、互いに支え合いながら社会課題に粘り強く対処できる地域をつくってい

■現状と課題 

・情報化やグローバル化など社会情勢の急速な変化、家族のあり方の多様化、地域社会での関係の希薄化など、社

会のあり方は大きく変化し、複雑化しています。 

・青少年を取り巻く環境も大きく変化し続けており、特にスマートフォン等の急速な普及は、利便性が向上してい

る反面、SNS をきっかけとした犯罪やインターネット上のいじめに巻き込まれる危険性が高まり、生活リズムも

乱れるなど、新たな問題発生要因となっています。 

・本市の非行による補導件数は減少傾向にありますが、社会全体が連携して青少年を取り巻く環境の変化に対応し、

健全な心と体の育成を図る必要があります。 

・本市では、放課後子供教室や通学合宿など、地域の特性を生かしながら、自主性と協調性を養い、心豊かに生き

ることを目的とした体験活動などを通して地域で子どもたちを育てる取組を進めてきており、地域住民の活動の

場、活躍の場が増えることで、地域の子どもたちを地域で育てる気運が高まっていますが、活動する市民の高齢

化などにより、地域活動の担い手が不足することが懸念されます。 

・スポーツは、多くの人々に感動や楽しみ、活力を与え、体力向上や健康の保持増進を基本に、青少年の健全育成、

地域コミュニティの醸成など、多様な意義を有しています。成人のスポーツ実施率は増加傾向にあり、スポーツ

活動が活発に行われています。 

・生涯にわたる健康維持や体力づくり、仲間づくりや地域との交流、生きがいづくりを期待してスポーツ活動をす

る市民が多い一方、市のスポーツ振興を担う古賀市スポーツ協会の会員数は減少しています。これまで、子ども

の体力向上のため、関係団体と連携しながら子どもの運動機会を提供してきましたが、仲間同士や地域単位の活

動など、より身近な活動によって子どもたちの運動機会をさらに拡充する必要があります。 

・文化芸術は、人の心を揺り動かす大きな力を持ち、生きる力を与え、豊かなまちづくりの原動力にもなり得るも

のです。しかし、関心がないという理由で、文化芸術イベントを直接鑑賞していない人の割合が全国的に増加傾

向にあります。 

・本市の文化団体の中枢である古賀市文化協会の会員数は、減少傾向にあります。市民の文化芸術活動を促進する

ためには、インターネットによる文化芸術イベントの鑑賞機会の拡大など、新たな動向を踏まえた文化芸術に触

れる機会や施設の充実が求められています。特に、子どもが文化芸術に興味を持ち、将来的に文化芸術活動を担

う人材となるよう、子どもの頃から文化芸術に触れることのできる機会の提供は重要です。 

・文化財は、本市の歴史を示す貴重な財産であり、郷土を語るうえでなくてはならないものです。また、地域のシ

ンボル、人と人とのつながりを形成する機能もあり、まちづくりやコミュニティ形成という面でも重要な役割を

担う要素の一つです。 

・文化財を継承するためには、その調査・研究を行って価値を明確にし、適切に保存・活用することで、市民一人

ひとりの地域への誇りを醸成していくことが必要です。国史跡である船原古墳を知らない人もおり、市民の文化

財への関心は決して高くない状況です。また、歴史資料館で行う講演会や企画展への 20 代から 40 代の若い世

代の参加は少なく、特にその世代の文化財への関心が低いことがうかがえます。 

・読書には、想像力を豊かにし、物事に興味を持ち、未知との出会いを創出し、感動を呼び起こす力があります。

特に子どもは、読書によって言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにすることから、本市の小

中学校では、朝に読書の時間を設けるなど、子どもの読書活動が盛んに行われております。 

・インターネットの普及などにより全国的には高校生頃から読書離れが進み、情報収集源としての本への依存度は

減少傾向にありますが、子どもの頃からの読書活動を継続することにより、これからの生涯学習社会を生き抜く

ための学びの技術を身につけることが重要となってきています。 

・本市では核家族世帯や単身世帯が増加し、家庭教育の支援や地域のつながりを深める取組の重要性が増していま

すが、地域公民館での社会教育活動は停滞し、地域の課題解決やつながりを生む機能は弱まってきており、市民

の孤立化や地域コミュニティの希薄化が懸念されます。 

・これまで以上に市民参画によるまちづくりが求められるなか、社会教育を基盤とした人づくり・つながりづくり・

地域づくりの重要性はますます大きくなるものと考えられます。さまざまな機会や場所において生涯にわたって

自ら進んで学ぶ姿勢のある市民が増え、互いに支え合いながら社会課題に粘り強く対処できる地域をつくってい

くことが、市民の豊かな暮らしにつながります。 

政策１－３ つながりを深める学ぶ機会の充実                                    政策１－３ つながりを深める学ぶ機会の充実 



10 

 

くことが、市民の豊かな暮らしにつながります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 
児童館・社会教育施設・市内公共スポーツ施設
※の利用者数 

千人 1,547 1,429 855 762 1,079 ↑ 

「生涯にわたり学習・活動ができる環境が整っ
ている」と考える市民の割合 

％  19.8   21.2 ↑ 

※市内公共スポーツ施設には、クロスパルこが、有料公園スポーツ施設を含む。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 
児童館・社会教育施設・市内公共スポーツ施設
※の利用者数 

千人 1,429 855 762 1,079 1,080 ↑ 

「生涯にわたり学習・活動ができる環境が整っ
ている」と考える市民の割合 

％ 19.8   21.2  ↑ 

※市内公共スポーツ施設には、クロスパルこが、有料公園スポーツ施設を含む。 

 

  



11 

 

 

■施策の目標 

・子どもたちが多様な体験活動に参加でき、自主性や協調性、生き抜く力を身につけることができている状態 

・地域の人が地域で子どもを育て、将来の地域活動の担い手を育んでいる状態 

■施策の目標 

・子どもたちが多様な体験活動に参加でき、自主性や協調性、生き抜く力を身につけることができている状態 

・地域の人が地域で子どもを育て、将来の地域活動の担い手を育んでいる状態 

■現状と課題 

・非行による補導件数は減少傾向にあるものの、非行の入口となり得る学校時間帯や深夜時間帯の徘徊、20 歳未

満の飲酒や喫煙などに対する声掛け活動が必要です。 

・社会情勢の急速な変化や新型コロナウイルス感染症の影響など、青少年を取り巻く環境の変化へ対応するため、

青少年や保護者が相談しやすい相談体制が必要です。 

・青少年に関する課題が非行から不登校やいじめ、家庭問題へと移り変わっているなかで、本市では非行の未然防

止を中心に事業を行っていた少年センターを廃止し、青少年に関する相談業務や関係機関との連携等を行う青少

年支援センターを平成 30（2018）年度に設置しています。不登校や行き渋りは増加の傾向にあり、コロナ禍で

の生活が子どもたちの意識や行動に大きな影響を与えていることも考えられますが、その要因や背景は個々の状

況で多様なため、それぞれに応じた支援や関係機関の連携が必要であり、青少年の相談支援機能の有効性や必要

性が高くなっていると考えられます。 

・青少年の健やかな育ちのためには、関係機関の連携や情報の共有が必要です。青少年に関する課題や適切な支援

のあり方等について共有し、それぞれができることに取り組むことや、関係機関が協力して取り組むことによっ

て、より効果的な取組へつなげることができます。そのために研修会等を地域や青少年育成団体を中心に開催し、

青少年を取り巻く環境を理解し活動につなげていく必要があります。 

・地域や青少年育成団体の協力のもと、放課後子供教室、寺子屋、通学合宿など子どもたちの居場所づくりや、さ

まざまな体験活動の機会が増えたものの、子どもたちの自主性をさらに育む活動への展開や、すべての子どもた

ちが参加できるように未実施校区での展開が必要です。なお、長年活動に関わる人の高齢化や活動の担い手不足

も課題となっています。 

・令和４（2022）年度、通学合宿は 1 校区（青柳校区）、寺子屋は 2 校区（古賀西校区、花鶴校区）、放課後子供

教室は 8 校区（青柳校区、小野校区、古賀東校区、古賀西校区、花鶴校区、千鳥校区、花見校区、舞の里校区）

で実施しています。 

・子どもたちや乳幼児の保護者が、安心・安全に過ごすことができる居場所として、市内 3 中学校区に各 1 箇所の

児童センターを設置しています。適切な施設の維持管理や老朽化する建物への対応を行うとともに、子どもたち

が情操豊かになるよう、児童センター事業の充実を図る必要があります。令和 5（2023）年度には、米多比児童

館の機能を青柳児童センターに移転し、機能の充実や開館時間の拡大を行っています。 

・保護者の就労等により家庭が留守になっている児童が、放課後等の時間帯に安心・安全に過ごすことができるよ

う、市内 8 小学校の敷地内に学童保育所を設置しています。適切な保育サービスを提供できるよう、施設や指導

員の確保、指導員研修会の充実が必要です。 

・経済面や生活環境に不安がある児童・生徒に対し、支援が漏れなく行き届いているか確認が困難な状態にあるた

め、より関係機関との連携を深めるなど、対象者の細やかな把握を行うことが必要です。 

■現状と課題 

・非行による補導件数は減少傾向にあるものの、非行の入口となり得る学校時間帯や深夜時間帯の徘徊、20 歳未

満の飲酒や喫煙などに対する声掛け活動が必要です。 

・社会情勢の急速な変化や新型コロナウイルス感染症の影響など、青少年を取り巻く環境の変化へ対応するため、

青少年や保護者が相談しやすい相談体制が必要です。 

・青少年に関する課題が非行から不登校やいじめ、家庭問題へと移り変わっているなかで、本市では非行の未然防

止を中心に事業を行っていた少年センターを廃止し、青少年に関する相談業務や関係機関との連携等を行う青少

年支援センターを平成 30（2018）年度に設置しています。その後、児童福祉法等の改正に伴い、出産時から青

年期まで切れ目ない支援を行うため、令和 6 年度に子ども家庭センター内に子ども・若者相談室を設置し、青少

年に関する相談業務はこちらへ一元化しました。不登校や行き渋りは増加の傾向にあり、その要因や背景は個々

の状況で多様なため、それぞれに応じた支援や関係機関の連携が必要であり、青少年の相談支援機能の有効性や

必要性が高くなっていると考えられます。 

・青少年の健やかな育ちのためには、関係機関の連携や情報の共有が必要です。青少年に関する課題や適切な支援

のあり方等について共有し、それぞれができることに取り組むことや、関係機関が協力して取り組むことによっ

て、より効果的な取組へつなげることができます。そのために研修会等を地域や青少年育成団体を中心に開催し、

青少年を取り巻く環境を理解し活動につなげていく必要があります。 

・地域や青少年育成団体の協力のもと、放課後子供教室、寺子屋、通学合宿など子どもたちの居場所づくりや、さ

まざまな体験活動の機会が増えたものの、子どもたちの自主性をさらに育む活動への展開や、すべての子どもた

ちが参加できるように未実施校区での展開が必要です。なお、長年活動に関わる人の高齢化や活動の担い手不足

も課題となっています。 

・令和５（202３）年度、通学合宿は３校区（青柳校区、古賀西校区、花鶴校区）、寺子屋は３校区（古賀西校区、

花鶴校区、舞の里校区）、放課後子供教室は 8 校区（青柳校区、小野校区、古賀東校区、古賀西校区、花鶴校区、

千鳥校区、花見校区、舞の里校区）で実施しています。 

・子どもたちや乳幼児の保護者が、安心・安全に過ごすことができる居場所として、市内 3 中学校区に各 1 箇所の

児童センターを設置しています。適切な施設の維持管理や老朽化する建物への対応を行うとともに、子どもたち

が情操豊かになるよう、児童センター事業の充実を図る必要があります。令和 5（2023）年度には、米多比児童

館の機能を青柳児童センターに移転し、機能の充実や開館時間の拡大を行っています。 

・保護者の就労等により家庭が留守になっている児童が、放課後等の時間帯に安心・安全に過ごすことができるよ

う、市内 8 小学校の敷地内に学童保育所を設置しています。適切な保育サービスを提供できるよう、施設や指導

員の確保、指導員研修会の充実が必要です。 

・スタンドアローン（一人で立つ）支援事業については、経済面や生活環境に不安がある生徒に対し、支援が行き

届いているか確認が困難な状態にあるため、さらなる関係機関との連携や情報共有を行うことが必要です。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

青少年の補導件数 件 18 13 20 12 12 ↓ 

青少年に関する相談件数 件 1,153 799 956 1,800 2,570 － 

非行相談件数 件 3 8 5 5 集計中 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

青少年の補導件数 件 13 20 12 12 13 ↓ 

15 歳以上の相談件数（延べ数） 件 336 169 361 308 550 － 

非行相談件数 件 8 5 5 6 集計中 － 
 

 

  

施策１－３－１ 青少年が健やかに育つ環境の充実 施策１－３－１ 青少年が健やかに育つ環境の充実 
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■施策の目標 

・市民がスポーツに触れ、継続し、自身の健康づくりや仲間づくり、地域との交流、生きがいづくりにつながって

いる状態 

■施策の目標 

・市民がスポーツに触れ、継続し、自身の健康づくりや仲間づくり、地域との交流、生きがいづくりにつながって

いる状態 

■現状と課題 

・本市では、これまでスポーツ推進委員やスポーツ協会をはじめ関係団体と連携しながら、子どもの運動機会の提

供や成人のスポーツ実施率向上などをめざしたスポーツの推進に取り組んできました（平成 21（2009）年度～

現在：市民ウォーキング、平成 23（2011）年度～現在：市民健康スポーツの日、平成 24（2012）年度～令和

元（2019）年度：こがっ子元気アップチャレンジ事業など）。 

・成人のスポーツ実施率については、平成 24（2012）年度 36.9%から平成 29（2017）年度 58.4%、令和４

（2022）年度 62.3%と向上しており、市民一人ひとりのスポーツへの関わりに向けた取組が成果として表れて

いるといえます。 

・時代の流れに合わせてさまざまなツールによるスポーツ情報の発信を行うなど、スポーツの環境づくりも進んで

きました。 

・あらゆる世代の市民が気軽にスポーツを楽しむ環境が整うことにより、市民一人ひとりがスポーツ活動を活発に

行い健康づくりや生きがいづくりに活かせるようになります。 

・これまではスポーツ環境を充実させるなかで市民個人に目を向けたスポーツ実施の取組を行ってきましたが、一

方で集団や地域への広がりが課題となっていました。そのため、今後スポーツ環境をさらに充実させるためには、

これまでの個人に目を向けた取組から、仲間や集団・団体、さらには地域単位で活動することのできる取組へと

展開していく必要があります。 

・近年では本市においても少子高齢化や核家族・単身世帯の増加が進んでおり、平成 26（2014）年から令和 4

（2022）年にかけての 65 歳以上人口は 5.8 ポイント上昇、14 歳以下人口は 0.2 ポイント減少、世帯構成人数

は 0.21 人減少しています。そのため、今後は市民同士のつながりや地域とのつながりに配慮した施策が必要で

すが、スポーツの分野においても同様に、市が適切な情報発信や支援等を行いながら、市民が地域とつながり、

運動・スポーツ活動が地域のなかに広がるような取組を行うことが課題となっています。 

・本市のスポーツ振興を担うスポーツ協会の会員は、平成 29（2017）年度 2,714 人、平成 30（2018）年度 2,462

人、令和元（2019）年度 2,397 人、令和 2（2020）年度 2,262 人、令和 3（2021）年度 2,310 人、令和 4

（2022）年度 2,063 人と減少傾向にあり、スポーツ協会をはじめとした支援者等の将来に向けた活動のあり方

も課題となっています。 

・スポーツ振興の取組は、行政主導ではなく市民とともに進めていくことで、仲間や集団・団体、地域が主体とな

り、継続的に取り組むことにつながります。そのためには行政と支援者等又は地域・市民と支援者等との連携の

維持や連携を深めることが不可欠であるため、支援者等の活動が途切れないようにしながら、地域でのスポーツ

活動の展開に活かしていく必要があります。 

・公共スポーツ施設の整備や維持管理を行いながら市民に開放し、市民が利用できるスポーツ施設の情報やスポー

ツ活動などの情報発信を行っていますが、市民に効果的に伝わっていません。現在は、市ホームページや施設予

約システム、スポーツ団体登録 LINE アカウント等による情報発信が主ですが、若い世代が対象であり、その他

の多くの市民に伝える必要があります。 

・従来の施設予約システムでは利用料の支払いができず、窓口に行く必要がありましたが、令和４（2022）年 10

月よりクレジット決済が可能となり、利用者の利便性が向上しました。また、令和４（2022）年 10 月より中学

校体育施設について日曜日の地域開放を開始し、令和５（2023）年 4 月より古賀北中学校の地域開放室を開放

しています。今後も、部活動等の学校行事を優先しつつ、順次、開放できる施設を増やし、地域に開かれた学校

施設となるよう取組を進めていく必要があります。 

■現状と課題 

・本市では、これまでスポーツ推進委員やスポーツ協会をはじめ関係団体と連携しながら、子どもの運動機会の提

供や成人のスポーツ実施率向上などをめざしたスポーツの推進に取り組んできました（平成 21（2009）年度～

現在：市民ウォーキング、平成 23（2011）年度～現在：市民健康スポーツの日、平成 24（2012）年度～令和

元（2019）年度：こがっ子元気アップチャレンジ事業など）。 

・成人のスポーツ実施率については、平成 24（2012）年度 36.9%から平成 29（2017）年度 58.4%、令和４

（2022）年度 62.3%と向上しており、市民一人ひとりのスポーツへの関わりに向けた取組が成果として表れて

いるといえます。 

・時代の流れに合わせてさまざまなツールによるスポーツ情報の発信を行うなど、スポーツの環境づくりも進んで

きました。 

・あらゆる世代の市民が気軽にスポーツを楽しむ環境が整うことにより、市民一人ひとりがスポーツ活動を活発に

行い健康づくりや生きがいづくりに活かせるようになります。 

・これまではスポーツ環境を充実させるなかで市民個人に目を向けたスポーツ実施の取組を行ってきましたが、一

方で集団や地域への広がりが課題となっていました。そのため、今後スポーツ環境をさらに充実させるためには、

これまでの個人に目を向けた取組から、仲間や集団・団体、さらには地域単位で活動することのできる取組へと

展開していく必要があります。 

・近年では本市においても少子高齢化や核家族・単身世帯の増加が進んでおり、平成 30（2018）年から令和 5

（2022）年にかけての 65 歳以上人口は 2.3 ポイント上昇、14 歳以下人口は 0.5 ポイント減少、世帯構成人数

は 0.13 人減少しています。そのため、今後は市民同士のつながりや地域とのつながりに配慮した施策が必要で

すが、スポーツの分野においても同様に、市が適切な情報発信や支援等を行いながら、市民が地域とつながり、

運動・スポーツ活動が地域のなかに広がるような取組を行うことが課題となっています。 

・本市のスポーツ振興を担うスポーツ協会の会員は、平成 29（2017）年度 2,714 人、平成 30（2018）年度 2,462

人、令和元（2019）年度 2,397 人、令和 2（2020）年度 2,262 人、令和 3（2021）年度 2,310 人、令和 4

（2022）年度 2,063 人、R5（2023）年度 2,037 人と減少傾向にあります。一方で、中学校運動部活動の地域

移行を進めるにあたって、部活動と地域スポーツクラブとの架け橋として、スポーツ協会はその中心的な担い手

としての役割が求められ、今後、スポーツ協会をはじめとした支援者等の将来に向けた活動のあり方も課題とな

っています。 

・スポーツ振興の取組は、行政主導ではなく市民とともに進めていくことで、仲間や集団・団体、地域が主体とな

り、継続的に取り組むことにつながります。そのためには行政と支援者等又は地域・市民と支援者等との連携の

維持や連携を深めることが不可欠であるため、支援者等の活動が途切れないようにしながら、地域でのスポーツ

活動の展開に活かしていく必要があります。 

・公共スポーツ施設の整備や維持管理を行いながら市民に開放し、市民が利用できるスポーツ施設の情報やスポー

ツイベントなどの情報発信を行っています。スポーツ情報の取得方法は、若年層では SNS 等の比率が高く、年代

が上がるにつれて広報誌等紙媒体での取得の比率が高くなっており、各世代に応じ様々な媒体を活用した情報提

供を行う必要があります。 

・従来の施設予約システムでは利用料の支払いができず、窓口に行く必要がありましたが、令和４（2022）年 10

月よりクレジット決済が可能となり、利用者の利便性が向上しました。また、令和４（2022）年 10 月より中学

校体育施設について日曜日の地域開放を開始し、令和５（2023）年 4 月より古賀北中学校の地域開放室を開放

しています。今後も、部活動等の学校行事を優先しつつ、順次、開放できる施設を増やし、地域に開かれた学校

施設となるよう取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

  

施策１－３－２ 明るく元気に交流し合うスポーツ活動の促進 施策１－３－２ 明るく元気に交流し合うスポーツ活動の促進 
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■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市内公共スポーツ施設※の利用者数 人 998,260 915,542 569,718 525,236 650,001 ↑ 

※市内公共スポーツ施設には、クロスパルこが、有料公園スポーツ施設を含む。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市内公共スポーツ施設※の利用者数 人 915,542 569,718 525,236 650,001 693,752 ↑ 

※市内公共スポーツ施設には、クロスパルこが、有料公園スポーツ施設を含む。 
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■施策の目標 

・文化団体が市と協働して子ども（中学生以下）が文化芸術に触れる機会を提供できている状態 

・子どもが文化芸術への関心を高め、実践し、将来的に文化活動を担う人材となり、また次の世代につなぐという

循環ができている状態 

■施策の目標 

・文化団体が市と協働して子ども（中学生以下）が文化芸術に触れる機会を提供できている状態 

・子どもが文化芸術への関心を高め、実践し、将来的に文化活動を担う人材となり、また次の世代につなぐという

循環ができている状態 

■現状と課題 

・平成 30（2018）年度に実施した団体アンケート調査によると、市の設備や予算への要望のほか、「人数不足」が

挙げられています。 

・本市における文化団体の中枢である文化協会の加入団体数については、平成 30（2018）年度は 87 団体、令和

元（2019）年度は 85 団体、令和 2（2020）年度は 89 団体、令和 3（2021）年度は 85 団体、令和 4（2022）

年度は 89 団体と伸び悩みの傾向にあります。 

・令和４（2022）年度に文化庁が発行した「文化に関する世論調査報告書」によると、1 年間に文化芸術イベント

を直接鑑賞した割合は 52.2％（令和３（2021）年度 39.7％）、自ら文化芸術活動を実践したり、ボランティア

として活動を支援した割合は 13.0％（令和 3（2021）年度 10.0％）と増加し回復傾向となっています。鑑賞し

なかった理由で一番多かったものは「新型コロナウイルス感染症の影響により、講演や展覧会が中止になった、

又は外出を控えたから」が 29.0％で、新型コロナウイルス感染拡大が始まった令和２（2020）年度（56.8%）

からほぼ半減しています。次いで「関心がないから」が 22.6％、「近所で公演や博覧会などが行われていない」

が 12.8％となっています。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を除けば、全ての年代において、文化芸術に対しての国民の関心の低さがうか

がえます。 

・「お住まいの地域の文化的な環境を充実させるために何が必要か」という設問に対して、「ホール等の文化施設の

充実」が 21.9％、「公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実」が 20.5％、「子どもが文化芸術に親しむ機会

の充実」が 17.5％となっています。 

・令和 3（2021）年度の同調査報告書では、ウェルビーイング（身体的・精神的・社会的な幸福度）、健康状態、

人生の満足度、人生の意義、協調的幸福感について、直接鑑賞した人、鑑賞以外の文化芸術活動をした人の平均

が直接鑑賞していない人・活動経験のない人の平均と比べて高い結果となっています。このことから、文化芸術

に触れる機会が拡大すると、豊かな心が育まれ、市民にとって身体的・精神的・社会的な幸福度が増すと考えら

れます。「（特に子どもの頃からの）公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実」と、それを担う中心的な役割

の文化団体等の課題解決の支援が必要であると考えられます。 

・生涯学習の拠点としてリーパスプラザこがを整備し、その充実を図ってきていますが、子どもが文化芸術に親し

む機会については、小中学校における授業カリキュラムの見直し等により図工や美術などの文化芸術に触れる授

業数が減少している背景などから、その機会が減少している実情はあり、それが将来的に文化芸術への関心を低

下させている一因となっていると考えられます。 

・団体の課題として「人数不足」が挙げられており、市に望まれることは、「文化芸術に関心を持ち、ともに活動し

てもらえる仲間の育成」です。しかし、文化芸術への関心は急に湧いてでるものではなく、子どもの頃から文化

芸術に触れる機会を得ることで醸造されていくものであると考えられ、これが不足しているものと考えられま

す。 

■現状と課題 

・平成 30（2018）年度に実施した団体アンケート調査によると、市の設備や予算への要望のほか、「人数不足」が

挙げられています。 

・本市における文化団体の中枢である文化協会の加入団体数については、令和元（2019）年度は 85 団体、令和 2

（2020）年度は 89 団体、令和 3（2021）年度は 85 団体、令和 4（2022）年度は 89 団体、令和５（2023）

年度は 85 団体と伸び悩みの傾向にあります。 

・令和 5（2023）年度に文化庁が発行した「文化に関する世論調査報告書」によると、1 年間に文化芸術イベント

を外出を伴う形で直接鑑賞した割合は 45.3％（令和 4（2022）年度 52.2％）、鑑賞以外の文化芸術活動を実践

したり、ボランティアとして活動を支援した割合は 13.3％（令和 4（2022）年度 13.0％）と増加し回復傾向と

なっています。鑑賞しなかった理由で一番多かったものは「関心がないから」が 23.6％となっており、年齢別の

分析においても全ての年代において、文化に対しての国民の関心の低さが窺えます。 

・「お住まいの地域の文化的な環境を充実させるために何が重要か」という設問に対して、「ホール等の文化施設の

充実」が 20.7％、「公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実」が 18.6％という回答が上位を占めている。「子

どもの文化芸術体験について何が重要か」たずねたところ、「学校における公演や展示などの鑑賞体験を充実させ

る」が 23.6％で最も高く、次いで「歴史的な建物や遺跡などについて学習する機会を充実させる」20.8％、「ホ

ール・劇場や美術館・博物館など地域の文化施設における、子ども向けの鑑賞の機会や学習機会を充実させる」

19.4％となっている。 

・令和 3（2021）年度の同調査報告書では、ウェルビーイング（身体的・精神的・社会的な幸福度）、健康状態、

人生の満足度、人生の意義、協調的幸福感について、直接鑑賞した人、鑑賞以外の文化芸術活動をした人の平均

が直接鑑賞していない人・活動経験のない人の平均と比べて高い結果となっています。このことから、文化芸術

に触れる機会が拡大すると、豊かな心が育まれ、市民にとって身体的・精神的・社会的な幸福度が増すと考えら

れます。「（特に子どもの頃からの）公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実」と、それを担う中心的な役割

の文化団体等の課題解決の支援が必要であると考えられます。 

・生涯学習の拠点としてリーパスプラザこがを整備し、その充実を図ってきていますが、子どもが文化芸術に親し

む機会については、小中学校における授業カリキュラムの見直し等により図工や美術などの文化芸術に触れる授

業数が減少している背景などから、その機会が減少している実情はあり、それが将来的に文化芸術への関心を低

下させている一因となっていると考えられます。 

・団体の課題として「人数不足」が挙げられており、市に望まれることは、「文化芸術に関心を持ち、ともに活動し

てもらえる仲間の育成」です。しかし、文化芸術への関心は急に湧いてでるものではなく、子どもの頃から文化

芸術に触れる機会を得ることで醸成されていくものであると考えられ、これが不足しているものと考えられま

す。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

文化協会の会員数 人 793 729 609 635 732 → 

文化協会の会員の平均年齢 歳      → 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

文化協会の会員数 人 729 609 635 732 697 → 

文化協会の会員の平均年齢 歳      → 
 

 

  

施策１－３－３ 豊かな心を育む文化芸術活動の促進 施策１－３－３ 豊かな心を育む文化芸術活動の促進 
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■施策の目標 

・本市の貴重な文化財に関心を持ち、市を訪問する人や交流する人が増加し、市の知名度と魅力が向上している状

態 

・市民が身近に存在する文化財の重要性を理解し、地域が文化財を誇りに感じ、後世へ継承する機運等が高まって

いる状態 

・文化財を守り・伝え・活かす人材が将来にわたり持続的に育成されている状態 

■施策の目標 

・本市の貴重な文化財に関心を持ち、市を訪問する人や交流する人が増加し、市の知名度と魅力が向上している状

態 

・市民が身近に存在する文化財の重要性を理解し、地域が文化財を誇りに感じ、後世へ継承する機運等が高まって

いる状態 

・文化財を守り・伝え・活かす人材が将来にわたり持続的に育成されている状態 

■現状と課題 

・文化財は、今私たちが暮らしている土地で、長い歴史のなかで生まれ、守り伝えられてきたものであり、古い建

造物や彫刻、古文書などの歴史資料や、遺物（土器・石器）・遺跡（古墳等）などの考古資料、生活や習わしなど、

人と人とのつながりを形成し、やがて古賀というまちをかたち作ってきた重要な成果です。 

・本市の歴史を語るうえで欠かせない数々の文化財を、子どもたちへ継承するために、調査・研究を行い、価値を

明確にし、適切に保存し、活用することが必要です。 

・文化財を市の財産として適切に保存し、未来へ継承するためには、市民の関心や理解が不可欠です。しかし、令

和 2（2020）年度のアンケート調査では、国史跡である船原古墳でさえ、31.5%がそれまで知らなかったと回答

しているように、周知不足のために市民の文化財への関心は決して高くありません。また、歴史資料館で行う講

演会や企画展への参加者のうち若年層(特に 30 歳代以下)の割合は少なく、その世代の文化財への関心が特に低

いことがうかがわれます。このため、若年層をも取り込むような活用事業の展開が必要です。 

・文化財の調査・研究分野は、開発等による亡失を防ぐという緊急性の高さから埋蔵文化財（特に記録保存目的の

発掘調査）に集中しています。今後も増加し続ける文化財の収蔵・保管場所は計画的に対応する必要があり、将

来を見据えた収蔵・保管施設の在り方について検討が必要です。 

・埋蔵文化財に限らず、市内の多種多様な文化財の価値を明らかにするためは、総体的に文化財の調査・研究を実

施していく必要がありますが、市内に分布する貴重な文化財を行政のみで維持・管理し続けていくことは困難で

あるため、地域との共働を視野に入れた文化財の維持・管理体制等への検討が必要です。今後は多種多様な文化

財を総合的・一体的に保存・活用していくための文化財保存活用地域計画の策定が必要です。 

■現状と課題 

・文化財は、今私たちが暮らしている土地で、長い歴史のなかで生まれ、守り伝えられてきたものであり、古い建

造物や彫刻、古文書などの歴史資料や、遺物（土器・石器）・遺跡（古墳等）などの考古資料、生活や習わしなど、

人と人とのつながりを形成し、やがて古賀というまちをかたち作ってきた重要な成果です。 

・本市の歴史を語るうえで欠かせない数々の文化財を、子どもたちへ継承するために、調査・研究を行い、価値を

明確にし、適切に保存し、活用することが必要です。 

・文化財を市の財産として適切に保存し、未来へ継承するためには、市民の関心や理解が不可欠です。しかし、令

和 2（2020）年度のアンケート調査では、国史跡である船原古墳でさえ、31.5%がそれまで知らなかったと回答

しているように、周知不足のために市民の文化財への関心は決して高くありません。また、歴史資料館で行う講

演会や企画展への参加者のうち若年層(特に 30 歳代以下)の割合は少なく、その世代の文化財への関心が特に低

いことがうかがわれます。このため、若年層をも取り込むような活用事業の展開が必要です。 

・文化財の調査・研究分野は、開発等による亡失を防ぐという緊急性の高さから埋蔵文化財（特に記録保存目的の

発掘調査）に集中しています。今後も増加し続ける文化財の収蔵・保管場所は計画的に対応する必要があり、将

来を見据えた収蔵・保管施設の在り方について検討が必要です。 

・埋蔵文化財に限らず、市内の多種多様な文化財の価値を明らかにするためは、総体的に文化財の調査・研究を実

施していく必要がありますが、市内に分布する貴重な文化財を行政のみで維持・管理し続けていくことは困難で

あるため、地域との共働を視野に入れた文化財の維持・管理体制等への検討が必要です。今後は多種多様な文化

財を総合的・一体的に保存・活用していくための文化財保存活用地域計画の策定が必要です。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

国史跡船原古墳の認知度（知らない人の割

合） 
％ 26.5 33.7 31.5   ↓ 

文化財関連イベントへの若年層（30 歳代

以下）の参加割合 
％ 24.0 20.4 21.4 4.7 5.7 ↑ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

国史跡船原古墳の認知度（知らない人の割

合） 
％ 33.7 31.5   16.7 ↓ 

文化財関連イベントへの若年層（30 歳代

以下）の参加割合 
％ 20.4 21.4 4.7 5.7 7.5 ↑ 

 

 

  

施策１－３－４ 郷土愛を育む文化財の保存・活用 施策１－３－４ 郷土愛を育む文化財の保存・活用 
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■施策の目標 

・図書館を利用したい市民が対象年齢や興味関心に応じた事業に参加し、図書館の価値を再認識し、図書館の利用

が増加している状態 

■施策の目標 

・図書館を利用したい市民が対象年齢や興味関心に応じた事業に参加し、図書館の価値を再認識し、図書館の利用

が増加している状態 

■現状と課題 

・市立図書館は、「市民の知る自由」を保障し暮らしに役立つ図書館サービスを行うため、資料の充実、レファレン

スや各種講座をはじめとする図書館事業を継続し充実させていますが、市民への周知が十分に行き届いていない

部分がある状況です。 

・幅広い層の市民が、読書を通して人生をより深く生きる力を身に付けていく「学びを支える図書館」、また、日常

生活や仕事、社会問題や地域情報などについての情報を入手することのできる「情報センターとしての図書館」

の機能を市民へ周知する必要があります。 

・現在インターネットを主な情報源とする市民や、本を読むことが困難である、読書習慣がない等の理由で図書館

に来館しない市民を取り込むため、図書館の魅力や資料情報の提供、アウトリーチ活動の展開、電子図書館サー

ビスの充実を図る必要があります。 

・古賀市立図書館の「入館者数」は、令和元（2019）年度 154,055 人、令和 3（2021）年度 96,455 人と、新型

コロナウイルス感染症の影響もあり減少傾向にありましたが、令和 4（2022）年度は多少の波はあったものの

122,717 人と、コロナ前の平成 30（2018）年度値の約 7 割まで盛り返しが見られました。また「貸出数」も、

令和元（2019）年度 346,642 冊、令和 3（2021）年度 288,426 冊から､令和 4（2022）年度は 336,124 冊と

増加し、平成 30（2018）年度値の約 9 割まで伸びた状況です。更に、これまで福岡県や全国平均を上回ってい

た「登録者一人当たりの貸出数」は、更に増加し令和 4（2022）年度は 18.2 冊と平成 30（2018）年度を上回

った状況です。 

・令和 5（2023）年 2 月に実施した「利用者アンケート」では、「総合的な満足度」の設問では、満足・概ね満足

と回答した方が 7 割を超え、「各サービスの満足度（「館内の過ごしやすさ」「資料の種類・数、探しやすさ」「お

はなし会、講演会・講座などの行事」「図書館からのお知らせ」「スタッフの応対」）」の設問においても、満足・

概ね満足・普通と回答した方が 8 割を超えたことから、現状の図書館運営は概ね受け入れられていると考えらま

す。一方で、「大人向け資料の種類や数」や「資料の探しやすさ」の設問では、他と比較するとやや不満・不満が

目立ち、これらの改善を求める要望があったことから、限られた資料購入費を有効に活用し、魅力ある新鮮な資

料構成を図りながら、図書館をもっと活用してもらえるように資料情報等を提供する必要があります。 

・これからの図書館は、市民自らによる課題解決を支援するため、図書館の強みを活かし地域の中で頼れる「知と

情報の拠点」として、多様な図書・資料等を収集し、誰もが使いやすく居心地の良い場となるよう環境整備を努

めるとともに、ICT なども活用しながら、市民の生活の向上、地域の課題の解決に役立つ情報提供や新たな学び

のきっかけづくりを進めていく必要があります。 

■現状と課題 

・市立図書館は、「市民の知る自由」を保障し暮らしに役立つ図書館サービスを行うため、資料の充実、レファレン

スや各種講座をはじめとする図書館事業を継続し充実させていますが、市民への周知が十分に行き届いていない

部分がある状況です。 

・幅広い層の市民が、読書を通して人生をより深く生きる力を身に付けていく「学びを支える図書館」、また、日常

生活や仕事、社会問題や地域情報などについての情報を入手することのできる「情報センターとしての図書館」

の機能を市民へ周知する必要があります。 

・現在インターネットを主な情報源とする市民や、本を読むことが困難である、読書習慣がない等の理由で図書館

に来館しない市民を取り込むため、図書館の魅力や資料情報の提供、アウトリーチ活動の展開、電子図書館サー

ビスの充実を図る必要があります。 

・古賀市立図書館の「入館者数」は、平成 30 年度 172,837 人、令和 3 年度 96,455 人と、新型コロナウイルス感

染症の影響もあり減少傾向にありましたが、令和 5 年度は 133,993 人と、コロナ前の平成 30 年度値の 8 割弱

まで盛り返しが見られました。また「貸出冊数」も、平成 30 年度 379,548 冊、令和 3 年度 288,426 冊から､

令和 5 年度は 331,244 冊と増加し、平成 30 年度値の 9 割弱まで盛り返した状況です。 

・令和 5（2023）年 2 月に実施した「利用者アンケート」では、「総合的な満足度」の設問では、満足・概ね満足

と回答した方が 7 割を超え、「各サービスの満足度（「館内の過ごしやすさ」「資料の種類・数、探しやすさ」「お

はなし会、講演会・講座などの行事」「図書館からのお知らせ」「スタッフの応対」）」の設問においても、満足・

概ね満足・普通と回答した方が 8 割を超えたことから、現状の図書館運営は概ね受け入れられていると考えらま

す。一方で、「大人向け資料の種類や数」や「資料の探しやすさ」の設問では、他と比較するとやや不満・不満が

目立ち、これらの改善を求める要望があったことから、限られた資料購入費を有効に活用し、魅力ある新鮮な資

料構成を図りながら、図書館をもっと活用してもらえるように資料情報等を提供する必要があります。 

・これからの図書館は、市民自らによる課題解決を支援するため、図書館の強みを活かし地域の中で頼れる「知と

情報の拠点」として、多様な図書・資料等を収集し、誰もが使いやすく居心地の良い場となるよう環境整備を努

めるとともに、ICT なども活用しながら、市民の生活の向上、地域の課題の解決に役立つ情報提供や新たな学び

のきっかけづくりを進めていく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市民一人当たりの蔵書数 冊 3.9 3.9 3.8 3.8 4.0 → 

図書館利用登録者数 人 21,027 20,523 19,745 19,060 18,425 → 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市民一人当たりの蔵書数 冊 3.9 3.8 3.8 4.0 3.8 → 

図書館利用登録者数 人 20,523 19,745 19,060 18,425 19,660 → 
 

 

  

施策１－３－５ 読む・学ぶ・調べる図書館活動の推進 施策１－３－５ 読む・学ぶ・調べる図書館活動の推進 
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■施策の目標 

・相互に学び合った市民がその成果を地域課題の解決につなげることで、孤立を防ぎ、お互いに支え合う自立した

地域へ成長している状態 

・家庭課題の解決や仲間づくりに関する学びの機会が容易に得られ、学びの成果を地域課題の解決につなげる社会

教育活動が活発に行われている状態 

■施策の目標 

・相互に学び合った市民がその成果を地域課題の解決につなげることで、孤立を防ぎ、お互いに支え合う自立した

地域へ成長している状態 

・家庭課題の解決や仲間づくりに関する学びの機会が容易に得られ、学びの成果を地域課題の解決につなげる社会

教育活動が活発に行われている状態 

■現状と課題 

・本市では、地域社会でより豊かに暮らせるための「社会教育」と、市民一人ひとりの生きがいづくりを応援する

ための「生涯学習」を進めてきました。 

・生涯学習の拠点として、リーパスプラザこがや地域公民館、図書館などの整備を行い、ハード面での整備につい

ては概ね完了したところです。 

・超少子高齢化や人口減少社会の到来、インターネットの普及などの社会情勢や新しい生活様式の浸透などの社会

態様の変化が急速に起こっており、社会教育や生涯学習のソフト面で機敏に対応する必要性が高まっています。 

・本市では平成 26（2014）年から令和 2（2020）年にかけての世帯構成人数が 2.46 人から 2.29 人に減少して

おり、特に花鶴小学校区では 1.95 人となるなど、核家族世帯や単身世帯の増加が急速に拡大しており、家庭教

育を支援する取組や地域のつながりを深める取組の必要性が増しています。 

・従来のリーパスカレッジ（市民講座）の内容を市民や地域からの要請に応じた講座企画へブラッシュアップする

取組や、地域公民館を活用した出前講座実施、市内企業利用の促進などの新規利用者の開拓とネットワーク化に

取り組む必要があり、能動的に学ぶ姿勢のある市民の増加や、ともに支え合い取り残された人がいない地域を作

っていくことが求められています。 

・これらの取組によって市民や地域の意識や行動のステージが上がり、地域福祉や地域コミュニティの維持や活性

化につながることで、今後予測される市民の孤立化と地域コミュニティの希薄化などの社会課題に粘り強く対処

できるようになると考えられます。 

・リーパスプラザこが中央公民館は従来の役割をいったん総括し、「市民ホール（仮称）」として、より高品質な文

化・芸術活動の発信拠点となり、あらゆる世代の市民がより豊かな生活を送ることを共通の目的として市民生活

のすぐそばに豊かな芸術文化が息づくことが求められています。また、収益化を図ることで近隣市町からの来場

者が増え、文化芸術を必要とする母数を増やすことで経営の安定化と持続可能な館運営が可能となります。 

・リーパスカレッジ（市民講座）などを通じて、個の学びだけでなく、社会構造の変化やデジタル化への対応など、

リーパスプラザこがで拠点型の講座展開だけでなく、各地域それぞれの地域課題や少人数単位で気軽に参加でき

る講座事業を開発することで、市民が相互に学び合う状態や、より広範に受益を行き渡らせることが可能となり

ます。 

・地域公民館は、地域の主体性によって独立性を持って運営できる仕組みを構築するとともに、地域住民のいちば

ん身近な拠り所として機能できるよう、その方向性の示唆やツールの提供、活動支援を充実させることが課題と

なっています。 

・今後も核家族世帯や単身世帯の増加が継続すると考えられ、それに伴い、市民の孤立化と地域コミュニティの希

薄化が進行すると考えられます。 

・市民の孤立化を防ぐため、リーパスカレッジ（拠点型講座プログラム）を家庭課題の解決や仲間づくりに資する

ことができる事業内容に工夫・改善する必要があります。 

・お互いに支え合う自立した地域に成長することをめざし、地域型（アウトリーチ）講座の拡充などの地域公民館

活動の支援を行う必要があります。 

・社会教育の拠点であるリーパスプラザこがの活性化を図るため、市内企業を巻き込んだ活用促進や、中央公民館

の市民ホール化など施設面・ソフト面の改良を推進していく必要があります。 

・若い世代の社会活動参加意識が希薄であることから、祝賀事業を契機とし、自覚を促し参加を促進していく必要

があります。 

・図書館・歴史資料館は、令和 6（2024）年度に建設から 30 年となり、施設全体の老朽化が進んでいるため、施

設の維持管理や必要な改良を計画的に行い、快適・安全な施設運営につながるよう、日常点検を行っていく必要

があります。また今後は、市民ニーズはもとより、時代の要請や社会課題に対応していく市民の学び合いを支え

るため、知の集積と発信機能の強化をさらに図る必要があります。 

■現状と課題 

・本市では、地域社会でより豊かに暮らせるための「社会教育」と、市民一人ひとりの生きがいづくりを応援する

ための「生涯学習」を進めてきました。 

・超少子高齢化や人口減少社会の到来、インターネットの普及などの社会情勢や新しい生活様式の浸透などの社会

態様の変化が急速に起こっており、社会教育や生涯学習のソフト面で機敏に対応する必要性が高まっています。 

・本市では平成 30 年から令和 5 年にかけての世帯構成人数が 2.32 人から 2.19 人に減少しており、核家族世帯

や単身世帯の増加が急速に拡大し、家庭教育を支援する取組や地域のつながりを深める取組の必要性が増してい

ます。 

・市民の孤立化と地域コミュニティの希薄化というスパイラルを防ぐため、より一層社会教育の進展が必要である

と考えられます。従来のリーパスカレッジ（市民講座）の内容を市民や地域からの要請に応じた講座企画へブラ

ッシュアップする取組や、地域公民館を活用した出前講座実施、市内企業利用の促進などの新規利用者の開拓と

ネットワーク化に取り組む必要があり、能動的に学ぶ姿勢のある市民の増加や、ともに支え合い取り残された人

がいない地域を作っていくことが求められています。 

・これらの取組によって市民や地域の意識や行動がさらに進み、地域福祉や地域コミュニティの維持や活性化につ

ながることで、今後予測される市民の孤立化と地域コミュニティの希薄化などの社会課題に粘り強く対処できる

ようになると考えられます。 

・リーパスプラザこが中央公民館は従来の役割をいったん総括し、「市民ホール（仮称）」として、より高品質な文

化・芸術活動の発信拠点となり、あらゆる世代の市民がより豊かな生活を送ることを共通の目的として市民生活

のすぐそばに豊かな芸術文化が息づくことが求められています。また、収益化を図ることで近隣市町からの来場

者が増え、文化芸術を必要とする母数を増やすことで経営の安定化と持続可能な館運営が可能となります。 

・リーパスカレッジ（市民講座）などを通じて、個の学びだけでなく、社会構造の変化やデジタル化への対応など、

リーパスプラザこがで拠点型の講座展開だけでなく、各地域それぞれの地域課題や少人数単位で気軽に参加でき

る講座事業を開発することで、市民が相互に学び合う状態や、より広範に受益を行き渡らせることが可能となり

ます。 

・地域公民館は、地域の主体性によって独立性を持って運営できる仕組みを構築するとともに、地域住民のいちば

ん身近な拠り所として機能できるよう、その方向性の示唆やツールの提供、活動支援を充実させることが課題と

なっています。 

・今後も核家族世帯や単身世帯の増加が継続すると考えられ、それに伴い、市民の孤立化と地域コミュニティの希

薄化が進行すると考えられます。 

・市民の孤立化を防ぐため、リーパスカレッジ（拠点型講座プログラム）を家庭課題の解決や仲間づくりに資する

ことができる事業内容に工夫・改善する必要があります。 

・お互いに支え合う自立した地域に成長することをめざし、地域型（アウトリーチ）講座の拡充などの地域公民館

活動の支援を行う必要があります。 

・社会教育の拠点であるリーパスプラザこがの活性化を図るため、市内企業を巻き込んだ活用促進や、中央公民館

の市民ホール化など施設面・ソフト面の改良を推進していく必要があります。 

・若い世代の社会活動参加意識が希薄であることから、祝賀事業を契機とし、自覚を促し参加を促進していく必要

があります。 

・図書館・歴史資料館は、令和 6（2024）年度に建設から 30 年となり、施設全体の老朽化が進んでいるため、施

設の維持管理や必要な改良を計画的に行い、快適・安全な施設運営につながるよう、日常点検を行っていく必要

があります。また今後は、市民ニーズはもとより、時代の要請や社会課題に対応していく市民の学び合いを支え

るため、知の集積と発信機能の強化をさらに図る必要があります。  

施策１－３－６ 学び合いを支える社会教育活動の活性化 施策１－３－６ 学び合いを支える社会教育活動の活性化 
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■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

リーパスプラザこが利用者総数 人 531,486 494,447 271,488 277,106 406,880 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

リーパスプラザこが利用者総数 人 494,447 271,488 277,106 406,880 425,966 ↑ 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○すべての市民が個性を認め合い、尊重し合いながら、誰もが社会の構成員として主体性をもって活躍するまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○すべての市民が個性を認め合い、尊重し合いながら、誰もが社会の構成員として主体性をもって活躍するまち 

■現状と課題 

・部落差別をはじめ、性別、年齢、障がいのあるなし、国籍、性的指向及び性自認（性同一性）を理由とした偏見

や差別、感染症に起因する差別などさまざまな人権問題が今なお存在しています。また、インターネットでの誹

謗中傷など、情報技術の進展や社会情勢の複雑化・多様化に伴い差別の形も変わってきており、新たな人権問題

や今まで見過ごされていたような人権問題が顕在化することが予測されます。 

・これまでの人権教育・啓発により、人権や人権問題についての関心が高まっている一方、自分には関係がないと

いう理由で関心がない人や、すでに人権問題はすべて解決してしまっているとの認識を持っている人の割合は増

加しています。さまざまな人権問題に対する正しい知識を身につけ、違いを認め合い、尊重し、共生していける

社会を築いていかなければなりません。 

・「男は仕事、女は家庭を守る」といった固定的性別役割分担意識は解消されつつありますが、依然として家事や育

児、介護は女性が担う場合が多く、女性が自分で人生の選択ができない状況の解消には至っておらず、こうした

社会背景もあり、ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー、交際相手等からの暴力）の相談は少な

くありません。ドメスティック・バイオレンスの原因として、性別に関連する社会通念や男女の経済的格差など、

個人の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。 

・性別に関わりなく、誰もが社会の対等な構成員として、その能力を十分に発揮しながら、責任を担って協力し合

うことが求められています。 

・本市の住民基本台帳に登録のある外国人は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 3（2021）年度は横ば

い、令和４（2022）年度は減少に転じましたが、令和５（2023）年度は 1,000 人を超えております。アフター

コロナに伴い、今後急激な増加が予測されております。特にこれまでも年々増加していた技能実習生をはじめと

する就労が認められる在留資格者数の増加は顕著に見られます。 

・国籍に関わらず外国にルーツを持っている人は、言葉が通じないことでコミュニケーションがとりにくい、生活

に必要な情報を得にくい、文化や風習の違いによって生活しづらいといったさまざまな悩みを抱えている場合が

あります。しかし、国際交流・多文化共生に関する市民の意識は高いとは言えず、令和３（2021）年度から古賀

市多文化共生推進協議会を設置し、関係機関や関係団体との連携・協力体制を構築しているところです。 

・令和４（2022）年度からは、国籍に関わらず誰もが自分らしく暮らせるように、生活上の相談や情報提供を行う

古賀市多文化共生相談窓口を設置しました。 

・生産年齢人口の減少や高齢者の増加が続くことにより地域を支える人材の確保が困難になるなか、誰もが国籍や

民族、文化の違いを知り、認め、尊重し合いながら、出身地やルーツに関わらず、安心して暮らし、地域の担い

手としても活躍できるようなまちづくりが必要となっています。 

■現状と課題 

・部落差別をはじめ、性別、年齢、障がいのあるなし、国籍、性的指向及び性自認（性同一性）を理由とした偏見

や差別、感染症に起因する差別などさまざまな人権問題が今なお存在しています。また、インターネットでの誹

謗中傷など、情報技術の進展や社会情勢の複雑化・多様化に伴い差別の形も変わってきており、新たな人権問題

や今まで見過ごされていたような人権問題が顕在化することが予測されます。 

・これまでの人権教育・啓発により、人権や人権問題についての関心が高まっている一方、自分には関係がないと

いう理由で関心がない人や、すでに人権問題はすべて解決してしまっているとの認識を持っている人の割合は増

加しています。さまざまな人権問題に対する正しい知識を身につけ、違いを認め合い、尊重し、共生していける

社会を築いていかなければなりません。 

・「男は仕事、女は家庭を守る」といった固定的性別役割分担意識は解消されつつありますが、依然として家事や育

児、介護は女性が担う場合が多く、女性が自分で人生の選択ができない状況の解消には至っておらず、こうした

社会背景もあり、ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー、交際相手等からの暴力）の相談は少な

くありません。ドメスティック・バイオレンスの原因として、性別に関連する社会通念や男女の経済的格差など、

個人の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。 

・性別に関わりなく、誰もが社会の対等な構成員として、その能力を十分に発揮しながら、責任を担って協力し合

うことが求められています。 

・本市の住民基本台帳に登録のある外国人は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 3（2021）年度は横ば

い、令和４（2022）年度は減少に転じましたが、令和５（2023）年度は 1,000 人を超えております。アフター

コロナに伴い、今後急激な増加が予測されております。特にこれまでも年々増加していた技能実習生をはじめと

する就労が認められる在留資格者数の増加は顕著に見られます。 

・国籍に関わらず外国にルーツを持っている人は、言葉が通じないことでコミュニケーションがとりにくい、生活

に必要な情報を得にくい、文化や風習の違いによって生活しづらいといったさまざまな悩みを抱えている場合が

あります。しかし、国際交流・多文化共生に関する市民の意識は高いとは言えず、令和３（2021）年度から古賀

市多文化共生推進協議会を設置し、関係機関や関係団体との連携・協力体制を構築しているところです。 

・令和４（2022）年度からは、国籍に関わらず誰もが自分らしく暮らせるように、生活上の相談や情報提供を行う

古賀市多文化共生相談窓口を設置しました。 

・生産年齢人口の減少や高齢者の増加が続くことにより地域を支える人材の確保が困難になるなか、誰もが国籍や

民族、文化の違いを知り、認め、尊重し合いながら、出身地やルーツに関わらず、安心して暮らし、地域の担い

手としても活躍できるようなまちづくりが必要となっています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

差別事象の発生件数 件 1 0 1 0 1 ↓ 

外国籍市民の人数 人 634 716 898 896 814 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

差別事象の発生件数 件 0 1 0 1 0 ↓ 

外国籍市民の人数 人 716 898 896 814 1,006 － 
 

 

  

政策１－４ 人権と多様性の尊重                                    政策１－４ 人権と多様性の尊重                                    
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■施策の目標 

・「人権」についてすべての市民が理解し、年齢やジェンダー、障がいのあるなし、国籍などに関わらず、幅広く多

様な人々を包摂するインクルーシブ社会の実現に向けて行動している状態 

■施策の目標 

・「人権」についてすべての市民が理解し、年齢やジェンダー、障がいのあるなし、国籍などに関わらず、幅広く多

様な人々を包摂するインクルーシブ社会の実現に向けて行動している状態 

■現状と課題 

・人権に関する市民意識調査（令和 2（2020）年度実施）における「人権や人権問題についての関心」についての

質問で「関心がある」「少し関心がある」を合わせると 71.3%と、前回調査（平成 20（2008）年度実施）57.9%

より関心は高くなっていますが、残り約 30%は「関心がない」と回答しています。 

・人権に関する個別課題の法律や条例及び内容についての理解度は全体の約 3 割に留まっています。 

・人権は「すべての人間が持っている、生存権と尊厳の問題」と考えると、人権に関心のない人間はいないのが自

然です。したがって市民の 10 人に 3 人は「関心がない」というよりも、「人権とは何か」について理解していな

いと考えられます。 

・「差別や人権侵害を受けたと感じたことがありますか」の質問では、平成 20（2008）年度に実施した前回の調査

の 25%に比べ、約 40%の人が受けたことがあると回答しています。 

・人権侵害を受けたと感じるかは個人の人権意識に大きく左右されますが、「人権や人権問題についての関心」に

ついての質問で「関心がある」人の方が「関心がない」人よりも人権侵害を受けたと感じている結果となってい

ます。 

・「差別や人権侵害を受けたことがある」と回答した市民が増えているのは、人権教育・啓発のなかで市民の人権意

識が高まった結果、男は仕事、女は家庭といった封建社会的考え方など、これまで家庭や職場、学校などで当た

り前だと感じられていた事柄が、人権侵害であると感じる市民が増えたことが推測され、これまでの人権教育・

啓発の成果の結果であると考えられます。 

・「人権や人権問題についての関心」についての質問で「関心がない」と回答した市民には、部落差別解消推進法で

部落差別は現存すると規定していることなど、差別の現状認識不足や人権についての基本的考え方の認識に不十

分さが見られることから、さらに人権について関心を持ってもらえるような教育・啓発が必要です。 

・「古賀市で行われる人権啓発行事の参加経験」の質問では、56.2%が「参加したことがない」と回答しており、

その理由としては「情報が入ってこなかったから」が 34.8%、「内容に興味が持てなかったから」が 32.2%とな

っています。周知方法及び年齢層や生活環境を考慮し、ターゲットを明確に絞った啓発方法を検討する必要があ

ります。 

・「人権問題についての研修又は学習を受けた経験」の質問では、約 30%が「受けた経験がない」と回答していま

す。学校教育のなかで人権教育は受けているはずですが、その人にとって記憶や印象に残るような研修や学習で

はなかったためだと考えられ、大きな課題と認識しています。関係団体と連携を図り、受ける人の記憶や印象に

残る内容を企画し、人権意識の向上につながるよう、主催者の明確な意図のもと啓発を実施していく必要があり

ます。多様な研修（学習）の機会を市民にいかに多く提供するかが、教育機関や行政の今後の課題です。行政施

策の趣旨を理解し、市民の協力を得るためにも、「どのような法律（条例）に基づき」、「どのような施策を実施し

ている」のかを繰り返し啓発（教育）する必要があります。 

・企業においては、パワハラやセクハラ、えせ同和行為、障がい者、外国人などに関わるさまざまな人権問題に高

い人権意識を持って対応していく必要があります。目まぐるしく変化する社会情勢の中、企業の果たすべき社会

的責任（ＣＳＲ）も多様化しており、職場内での人権に関する研修や人権尊重の確保に向けた活動の必要性があ

る一方で、その機会を十分に確保することが困難であるという課題があります。 

・納骨堂については、市内に３箇所ありいずれも建設から 40 年以上経過しているため、災害時の建物の確認をは

じめ、利用者にとって安全・安心な施設となるよう、維持・補修が必要となっています。 

・隣保館及び集会所については、交流の場や避難所としての機能を有しているため、利用者にとって安全・安心な

施設となるよう、適切な管理に努める必要があります。 

■現状と課題 

・人権に関する市民意識調査（令和 2（2020）年度実施）における「人権や人権問題についての関心」についての

質問で「関心がある」「少し関心がある」を合わせると 71.3%と、前回調査（平成 20（2008）年度実施）57.9%

より関心は高くなっていますが、残り約 30%は「関心がない」と回答しています。 

・人権に関する個別課題の法律や条例及び内容についての理解度は全体の約 3 割に留まっています。 

・人権は「すべての人間が持っている、生存権と尊厳の問題」と考えると、人権に関心のない人間はいないのが自

然です。したがって市民の 10 人に 3 人は「関心がない」というよりも、「人権とは何か」について理解していな

いと考えられます。 

・「差別や人権侵害を受けたと感じたことがありますか」の質問では、平成 20（2008）年度に実施した前回の調査

の 25%に比べ、約 40%の人が受けたことがあると回答しています。 

・人権侵害を受けたと感じるかは個人の人権意識に大きく左右されますが、「人権や人権問題についての関心」に

ついての質問で「関心がある」人の方が「関心がない」人よりも人権侵害を受けたと感じている結果となってい

ます。 

・「差別や人権侵害を受けたことがある」と回答した市民が増えているのは、人権教育・啓発のなかで市民の人権意

識が高まった結果、男は仕事、女は家庭といった封建社会的考え方など、これまで家庭や職場、学校などで当た

り前だと感じられていた事柄が、人権侵害であると感じる市民が増えたことが推測され、これまでの人権教育・

啓発の成果の結果であると考えられます。 

・「人権や人権問題についての関心」についての質問で「関心がない」と回答した市民には、部落差別解消推進法で

部落差別は現存すると規定していることなど、差別の現状認識不足や人権についての基本的考え方の認識に不十

分さが見られることから、さらに人権について関心を持ってもらえるような教育・啓発が必要です。 

・「古賀市で行われる人権啓発行事の参加経験」の質問では、56.2%が「参加したことがない」と回答しており、

その理由としては「情報が入ってこなかったから」が 34.8%、「内容に興味が持てなかったから」が 32.2%とな

っています。周知方法及び年齢層や生活環境を考慮し、ターゲットを明確に絞った啓発方法を検討する必要があ

ります。 

・「人権問題についての研修又は学習を受けた経験」の質問では、約 30%が「受けた経験がない」と回答していま

す。学校教育のなかで人権教育は受けているはずですが、その人にとって記憶や印象に残るような研修や学習で

はなかったためだと考えられ、大きな課題と認識しています。関係団体と連携を図り、受ける人の記憶や印象に

残る内容を企画し、人権意識の向上につながるよう、主催者の明確な意図のもと啓発を実施していく必要があり

ます。多様な研修（学習）の機会を市民にいかに多く提供するかが、教育機関や行政の今後の課題です。行政施

策の趣旨を理解し、市民の協力を得るためにも、「どのような法律（条例）に基づき」、「どのような施策を実施し

ている」のかを繰り返し啓発（教育）する必要があります。 

・企業においては、パワハラやセクハラ、えせ同和行為、障がい者、外国人などに関わるさまざまな人権問題に高

い人権意識を持って対応していく必要があります。目まぐるしく変化する社会情勢の中、企業の果たすべき社会

的責任（ＣＳＲ）も多様化しており、職場内での人権に関する研修や人権尊重の確保に向けた活動の必要性があ

る一方で、その機会を十分に確保することが困難であるという課題があります。 

・納骨堂については、市内に３箇所ありいずれも建設から 40 年以上経過しているため、災害時の建物の確認をは

じめ、利用者にとって安全・安心な施設となるよう、維持・補修が必要となっています。 

・隣保館及び集会所については、交流の場や避難所としての機能を有しているため、利用者にとって安全・安心な

施設となるよう、適切な管理に努める必要があります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

人権や人権問題について「関心がある」「少

し関心がある」人の割合 
％   71.3   ↑ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

人権や人権問題について「関心がある」「少

し関心がある」人の割合 
％  71.3    ↑ 

 

施策１－４－１ すべての人権の尊重 施策１－４－１ すべての人権の尊重 
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■施策の目標 

・性の多様性についてすべての市民が正しく理解し、誰もが自認する性を尊重され、自分らしく生きられる社会の

実現に向けて行動している状態 

■施策の目標 

・性の多様性についてすべての市民が正しく理解し、誰もが自認する性を尊重され、自分らしく生きられる社会の

実現に向けて行動している状態 

■現状と課題 

・長年、男女の区分や異性愛以外の性的指向と性自認は、障がいや精神疾患の一つと思われるという、性多様性に

対する医学の認識がありました。その誤った医学的見地から、男女の区分や異性愛を前提とし、それ以外の生き

方を排除するような社会風潮があります。このような誤った認識から、性の多様性に対する教育の欠如がどの年

齢層にもあると思われます。 

・近年、性的指向・性自認に対する認識は変わりつつありますが、長年の誤った知識による偏見は簡単に払拭する

ことは困難であるため、性の多様性を理解するための啓発が必要です。 

・さまざまな調査結果を踏まえると、性的マイノリティの人たちが人口の 3～10％いると推測されます。仮に 5％

とすると 20 人に一人という割合となり、本市に当てはめると、約 3,000 人程度と推測されます。 

・性的マイノリティ当事者等の交流を図るレインボー交流会事業は、パートナーシップ宣誓制度導入年度から開催

しています（令和 2（2020）年度１回、令和 3（2021）年度１回、令和 4（2022）年度 2 回開催）。 

・レインボー交流会事業は、性の多様性について正しく理解することを目的に、全市民を対象として開催を予定し

ていましたが、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入が間もないことや、当事者団体から「当事

者への配慮」を希望する意見もあり、対象者を当事者のみとして開催しています。また、交流会開催案内チラシ

の内容を具体的に記載することで、交流会が安心して参加できる場所であることを伝え、より参加しやすい環境

づくりを行っています。 

・事業への参加募集の周知については当事者団体ホームページ及び本市ホームページで行っています。 

■現状と課題 

・長年、男女の区分や異性愛以外の性的指向と性自認は、障がいや精神疾患の一つと思われるという、性多様性に

対する医学の認識がありました。その誤った医学的見地から、男女の区分や異性愛を前提とし、それ以外の生き

方を排除するような社会風潮があります。このような誤った認識から、性の多様性に対する教育の欠如がどの年

齢層にもあると思われます。 

・近年、性的指向・性自認に対する認識は変わりつつありますが、長年の誤った知識による偏見は簡単に払拭する

ことは困難であるため、性の多様性を理解するための啓発が必要です。 

・さまざまな調査結果を踏まえると、性的マイノリティの人たちが人口の 3～10％いると推測されます。仮に 5％

とすると 20 人に一人という割合となり、本市に当てはめると、約 3,000 人程度と推測されます。 

・性的マイノリティ当事者等の交流を図るレインボー交流会事業は、パートナーシップ宣誓制度導入年度から開催

しています（令和 2（2020）年度１回、令和 3（2021）年度１回、令和 4（2022）年度 2 回開催）、令和５（2023）

年度４回。 

・レインボー交流会事業は、性の多様性について正しく理解することを目的に、全市民を対象として開催を予定し

ていましたが、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入が間もないことや、当事者団体から「当事

者への配慮」を希望する意見もあり、対象者を当事者のみとして開催しています。また、交流会開催案内チラシ

の内容を具体的に記載することで、交流会が安心して参加できる場所であることを伝え、より参加しやすい環境

づくりを行っています。 

・事業への参加募集の周知については当事者団体ホームページ及び本市ホームページで行っています。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

性的指向・性自認に関する相談件数 件 0 0 0 0 0 − 

福岡県内でパートナーシップ宣誓

制度を設けている市町村の数 
件 0 1 2 3 6 － 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

性的指向・性自認に関する相談件数 件 0 0 0 0 1 − 

福岡県内でパートナーシップ宣誓

制度を設けている市町村の数 
件 1 2 3 6 10 － 

 

 

  

施策１－４－２ 性別にとらわれない多様な生き方の尊重 施策１－４－２ 性別にとらわれない多様な生き方の尊重 
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■施策の目標 

・すべての市民が性別の枠にはまらず、自分らしく生きていける社会の実現に向けて行動している状態 

■施策の目標 

・すべての市民が性別の枠にはまらず、自分らしく生きていける社会の実現に向けて行動している状態 

■現状と課題 

・令和 2（2020）年度に実施した市民・事業所意識調査では、「男は仕事、女は家庭を守る」という考え方に「賛

成」が 43.9％、「反対」が 53％となっています。平成 27（2015）年度に行われた調査と比較すると、賛成派が

10.8％減少し、反対派が 11.1％増加した状況から、固定的性別役割分担意識は解消されつつあり、男女共同参

画社会への理解が進んでいる状況がみてとれます。 

・掃除・洗濯、炊事、家計管理といった家事育児等は依然として女性が担うことが多く、令和 2（2020）年度に実

施した市民・事業所意識調査では、「掃除・洗濯」を女性が担う割合は 53.2％、「炊事」は 59.6％、「家計管理」

は 51.2％となっています。日々の家庭生活に男性を引き込むなど、固定的性別役割分担意識の解消に向けたさら

なる取組が必要です。 

・性別に関わりなく、男女が社会において、対等な構成員として、ともにその能力を発揮し、協力し合うことが求

められています。令和 2（2020）年度に実施した市民・事業所意識調査では、「市議会議員への女性登用」では

「男女の比率を同じくらいにする」と回答した人の割合は 48.8％、「自治会長への女性の登用」は 43％となって

います。政策・方針の決定及びまちづくり、農業、教育の多くの分野では、女性の役職登用については「男性と

女性の比率を同じくらいにする」ことが求められていますが、男女共同参画社会を実現するためには、政策・方

針決定の場のみならず、社会のあらゆる分野に女性の参画が必要です。 

・人口減少、少子高齢化が進むことにより、働く場における女性の活躍推進が求められています。しかし、令和 2

（2020）年度に実施した市民・事業所意識調査では、男性の育児休業取得率が低い理由として、「職場の理解が

得られない」が 67.5％、「取得すると仕事上周囲の人に迷惑がかかる」が 54％、「取得した場合、経済的に苦し

くなる」が 49.1％となっています。「職場の理解が得られない」が男性の育児・介護休業の取得を阻む一番の要

因となっており、男性中心の働き方の慣行を見直すことにより、社会における女性の活躍推進を図るとともに、

男女ともに暮らしやすく、働きやすい「仕事と家庭の両立」できる環境づくりに対する支援が必要です。 

・福岡県警における DV 認知件数については、平成 27（2015）年 1,657 件でしたが、平成 28（2016）年 1,873

件、平成 29（2017）年 2,046 件、平成 30（2018）年 2,276 件、令和元（2019）年 2,940 件と増加傾向でし

た。それ以降、令和 2（2020）年 2,747 件、令和 3（2021）年 2,528 件と減少傾向となっています。 

・DV の背景には、男性優位の考え方や男女の経済力格差などの社会状況もあり、男女の固定的な役割分担意識や

女性の経済的・社会的地位の低さなど、女性の人権が十分に尊重されていないという問題があります。 

・DV は、主に家庭内で行われるため、外部からの発見が難しく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあ

ります。このため、周囲が気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい状況にあります。被

害者及び加害者に対する周囲の人々などの理解不足や不十分な対応などの問題も多く、DV に対する正しい理解

と相談窓口の周知を図るための啓発に取り組む必要があります。 

・DV についての相談件数は増加傾向にあり、少しずつ相談窓口として認知されてきていると考えられますが、そ

の一方で実際に施設入所や住所の異動等になると、施設入所せず加害者の近隣に転居する等、相談者の危機感が

薄い傾向にあります。また、相談のなかで法律などの専門的な知識が必要な場合も増えているため、専門の相談

員が必要となっています。 

■現状と課題 

・令和 2（2020）年度に実施した市民・事業所意識調査では、「男は仕事、女は家庭を守る」という考え方に「賛

成」が 43.9％、「反対」が 53％となっています。平成 27（2015）年度に行われた調査と比較すると、賛成派が

10.8％減少し、反対派が 11.1％増加した状況から、固定的性別役割分担意識は解消されつつあり、男女共同参

画社会への理解が進んでいる状況がみてとれます。 

・掃除・洗濯、炊事、家計管理といった家事育児等は依然として女性が担うことが多く、令和 2（2020）年度に実

施した市民・事業所意識調査では、「掃除・洗濯」を女性が担う割合は 53.2％、「炊事」は 59.6％、「家計管理」

は 51.2％となっています。日々の家庭生活に男性を引き込むなど、固定的性別役割分担意識の解消に向けたさら

なる取組が必要です。 

・性別に関わりなく、男女が社会において、対等な構成員として、ともにその能力を発揮し、協力し合うことが求

められています。令和 2（2020）年度に実施した市民・事業所意識調査では、「市議会議員への女性登用」では

「男女の比率を同じくらいにする」と回答した人の割合は 48.8％、「自治会長への女性の登用」は 43％となって

います。政策・方針の決定及びまちづくり、農業、教育の多くの分野では、女性の役職登用については「男性と

女性の比率を同じくらいにする」ことが求められていますが、男女共同参画社会を実現するためには、政策・方

針決定の場のみならず、社会のあらゆる分野に女性の参画が必要です。 

・人口減少、少子高齢化が進むことにより、働く場における女性の活躍推進が求められています。しかし、令和 2

（2020）年度に実施した市民・事業所意識調査では、男性の育児休業取得率が低い理由として、「職場の理解が

得られない」が 67.5％、「取得すると仕事上周囲の人に迷惑がかかる」が 54％、「取得した場合、経済的に苦し

くなる」が 49.1％となっています。「職場の理解が得られない」が男性の育児・介護休業の取得を阻む一番の要

因となっており、男性中心の働き方の慣行を見直すことにより、社会における女性の活躍推進を図るとともに、

男女ともに暮らしやすく、働きやすい「仕事と家庭の両立」できる環境づくりに対する支援が必要です。 

・福岡県警における DV 認知件数については、平成 28（2016）年 1,873 件、平成 29（2017）年 2,046 件、平成

30（2018）年 2,276 件、令和元（2019）年 2,940 件と増加傾向でしたが、令和 2（2020）年 2,747 件、令和

3（2021）年 2,528 件と減少傾向となり、令和４（2022）年は 2,620 件と再び増加に転じています。 

・DV の背景には、男性優位の考え方や男女の経済力格差などの社会状況もあり、男女の固定的な役割分担意識や

女性の経済的・社会的地位の低さなど、女性の人権が十分に尊重されていないという問題があります。 

・DV は、主に家庭内で行われるため、外部からの発見が難しく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあ

ります。このため、周囲が気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい状況にあります。被

害者及び加害者に対する周囲の人々などの理解不足や不十分な対応などの問題も多く、DV に対する正しい理解

と相談窓口の周知を図るための啓発に取り組む必要があります。 

・DV についての相談件数は増加傾向にあり、少しずつ相談窓口として認知されてきていると考えられますが、そ

の一方で今後どのような生活になるか不安を抱いていることが多く、相談者に寄り添ったサポートが必要です。

実際に施設入所や住所の異動等になると、施設入所せず加害者の近隣に転居する等、相談者の危機感が薄い傾向

にあります。また、相談のなかで法律などの専門的な知識が必要な場合も増えているため、専門の相談員が必要

となっています。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

「男は仕事、女は家庭」という考え方（固

定的性別役割分担意識）に賛成しない人の

割合 

％   53.0   ↑ 

DV 等に関する住基閲覧制限件数 件 190 197 217 205 198 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

「男は仕事、女は家庭」という考え方（固

定的性別役割分担意識）に賛成しない人の

割合 

％  53.0    ↑ 

DV 等に関する住基閲覧制限件数 件 197 217 205 198 223 － 
 

 

施策１－４－３ ジェンダー平等の実現と男女共同参画の推進 施策１－４－３ ジェンダー平等の実現と男女共同参画の推進 
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■施策の目標 

・外国籍市民等との共通言語である「やさしい日本語」を使用し、外国籍市民等と日本人市民とが日常生活におい

て自然に関わり、誰もが安心して、自分らしく楽しく暮らしている状態 

・市民（主に若者たち）が、国籍や文化等の違いを受け入れ、尊重しながら、視点を高め、多様な考え方を受け入

れることができるようになっているだけでなく、自分自身を見つめ直し、自分たちの良さや市の新たな魅力に気

づき、その良さを市内外に発信している状態 

■施策の目標 

・外国籍市民等との共通言語である「やさしい日本語」を使用し、外国籍市民等と日本人市民とが日常生活におい

て自然に関わり、誰もが安心して、自分らしく楽しく暮らしている状態 

・市民（主に若者たち）が、国籍や文化等の違いを受け入れ、尊重しながら、視点を高め、多様な考え方を受け入

れることができるようになっているだけでなく、自分自身を見つめ直し、自分たちの良さや市の新たな魅力に気

づき、その良さを市内外に発信している状態 

■現状と課題 

・グローバル化や情報化が急速に進展している社会において、自国のことのみを考えて行動するのではなく、地球

規模で考え世界の国や地域の人たちと仲良く、ともに社会を創っていくことが非常に重要です。 

・少子高齢化や人口減少により労働人口も減少するなかで、技能実習生をはじめ外国人人材に頼らないと経済が立

ち行かない状況となっているため、日本で暮らしている外国籍の人について、「出稼ぎに来ている人」と認識する

のではなく、産業を担っている大切な存在であると認識することが大切です。 

・技能実習生をはじめ外国籍の人は、日本で暮らすにあたり、言葉をはじめ文化・風習、生活、交通ルール等の違

いにより様々な困難に出くわします。どのように日本人市民が接するかによって、外国籍の人たちの暮らしやす

さが変わってきます。同じ市民として、その困り事に寄り添い一緒に解決していく「共に生きていくこと」が必

要です。 

・また、外国籍の人たちが暮らしにくいまちは、外国人に選ばれないまちとなり、結果的には産業が成り立たず、

市民や事業者にとっても非常に厳しい状況となるため、外国籍市民等が増加している今、国際交流・多文化共生

を推進していくこと、その取組としてまずは、相手のことを知る「交流事業」を進めていく必要があります。今

後は、より交流が図れるよう、事業周知も含めて工夫した取組を進めていきます。 

・多文化共生を推進し、外国籍市民等を含む誰もが自分らしく安心して暮らせるように、みんなで交流ができ、各

人が「らしさ」を発揮できれば、今まで気づかなかった「本市のよさ」ひいては「自分のよさ」にも気付くこと

ができます。 

・本市の住民基本台帳に登録のある外国人は、令和 3（2020）年 3 月末で 896 人と新型コロナウイルス感染症の

影響により令和 3（2021）年度は横ばい、令和４（2022）年度は減少に転じましたが、令和５（2023）年度は

1,000 人を超えております。少子高齢化の影響もあり、労働人口の不足が大きな社会問題になっている中、今後、

企業誘致や工場の新設などに伴い、特定技能をはじめとする就労が認められる在留資格者数の増加が予測されて

います。 

・外国人の増加により、住居の確保および入居後のサポートのため、外国籍市民等向けの生活オリエンテーション

等を引き続き継続して実施し、関係機関および不動産関係者等との連携を図ります。 

・外国籍市民等と関わりのある関係機関は、従来より各々で活動していましたが、関係者同士でのつながりが弱か

ったため、継続したサポートや、効果的なサポートができているとは言い難い状況にありました。そこで、外国

籍市民等に関する関係機関（庁内体制を含む）や関係団体との連携及び協力体制を構築するため、令和３(2021)

年度から古賀市多文化共生推進協議会を設置したところです。 

・国籍に関わらず誰もが自分らしく暮らせるように、令和４(2022)年度から古賀市多文化共生相談窓口を設置し、

生活上の相談や情報提供を行っております。今後は、より気軽に相談ができるように、相談体制を充実させてい

く必要があります 

・普段から外国籍市民等と関わりのある人は、言葉によるコミュニケーションの課題を認識し、また言葉以上に、

相手を想う「共感力」が重要であると感じていますが、一方で「多文化共生」について知らない・分からない人

も多く、関心があっても関わり方が分からないという方も一定数います。また、多文化共生について分からない

と感じている人ほど、普段から外国籍市民等との関わりがない人が多い状況にあり、国際交流・多文化共生に係

る市民の意識不足が課題となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査（令和 2（2020）年 2 月実施）では、「日本語のできる程度」について、「考え

たことや思ったことを自由に話せる」が 49.1％、「TV やラジオのニュースで話していることが聞きとれる」が

44.0％、「本や新聞が読める」が 41.2％、「漢字を使って文章が書ける」が 37.2％となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査では、「どのような方法で日本語を学びたいか」の質問で、「日本語教室で」が

36.7％、「インターネット、アプリを使って」が 32.6％、「家族・知人・友人から教えてもらう」が 29.6％、「自

分一人で教科書や TV、ラジオを使って」が 28.4％、「通信教育で」が 6.4％となっています。 

■現状と課題 

・グローバル化や情報化が急速に進展している社会において、自国のことのみを考えて行動するのではなく、地球

規模で考え世界の国や地域の人たちと仲良く、ともに社会を創っていくことが非常に重要です。 

・少子高齢化や人口減少により労働人口も減少するなかで、技能実習生をはじめ外国人人材に頼らないと経済が立

ち行かない状況となっているため、日本で暮らしている外国籍の人について、「出稼ぎに来ている人」と認識する

のではなく、産業を担っている大切な存在であると認識することが大切です。 

・技能実習生をはじめ外国籍の人は、日本で暮らすにあたり、言葉をはじめ文化・風習、生活、交通ルール等の違

いにより様々な困難に出くわします。どのように日本人市民が接するかによって、外国籍の人たちの暮らしやす

さが変わってきます。同じ市民として、その困り事に寄り添い一緒に解決していく「共に生きていくこと」が必

要です。 

・また、外国籍の人たちが暮らしにくいまちは、外国人に選ばれないまちとなり、結果的には産業が成り立たず、

市民や事業者にとっても非常に厳しい状況となるため、外国籍市民等が増加している今、国際交流・多文化共生

を推進していくこと、その取組としてまずは、相手のことを知る「交流事業」を進めていく必要があります。今

後は、より交流が図れるよう、事業周知も含めて工夫した取組を進めていきます。 

・多文化共生を推進し、外国籍市民等を含む誰もが自分らしく安心して暮らせるように、みんなで交流ができ、各

人が「らしさ」を発揮できれば、今まで気づかなかった「本市のよさ」ひいては「自分のよさ」にも気付くこと

ができます。 

・令和 5 年 3 月末で 1,006 人。就労を目的とする技能実習、特定技能などを中心に増加しています。 

・外国人の増加により、住居の確保および入居後のサポートのため、外国籍市民等向けの生活オリエンテーション

等を引き続き継続して実施し、関係機関および不動産関係者等との連携を図ります。 

・外国籍市民等と関わりのある関係機関は、従来より各々で活動していましたが、関係者同士でのつながりが弱か

ったため、継続したサポートや、効果的なサポートができているとは言い難い状況にありました。そこで、外国

籍市民等に関する関係機関（庁内体制を含む）や関係団体との連携及び協力体制を構築するため、令和３(2021)

年度から古賀市多文化共生推進協議会を設置したところです。 

・国籍に関わらず誰もが自分らしく暮らせるように、令和４(2022)年度から古賀市多文化共生相談窓口を設置し、

生活上の相談や情報提供を行っております。今後は、より気軽に相談ができるように、相談体制を充実させてい

く必要があります 

・普段から外国籍市民等と関わりのある人は、言葉によるコミュニケーションの課題を認識し、また言葉以上に、

相手を想う「共感力」が重要であると感じていますが、一方で「多文化共生」について知らない・分からない人

も多く、関心があっても関わり方が分からないという方も一定数います。また、多文化共生について分からない

と感じている人ほど、普段から外国籍市民等との関わりがない人が多い状況にあり、国際交流・多文化共生に係

る市民の意識不足が課題となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査（令和 2（2020）年 2 月実施）では、「日本語のできる程度」について、「考え

たことや思ったことを自由に話せる」が 49.1％、「TV やラジオのニュースで話していることが聞きとれる」が

44.0％、「本や新聞が読める」が 41.2％、「漢字を使って文章が書ける」が 37.2％となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査では、「どのような方法で日本語を学びたいか」の質問で、「日本語教室で」が

36.7％、「インターネット、アプリを使って」が 32.6％、「家族・知人・友人から教えてもらう」が 29.6％、「自

分一人で教科書や TV、ラジオを使って」が 28.4％、「通信教育で」が 6.4％となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査では、「普段の生活で困っていること」の質問で、「文化、習慣の違い」が 22.0％

（技能実習生：28.4％）、「病気やけがのとき」が 20.3％（技能実習生：20.9％）、「コミュニケーション」が 20.1％

（技能実習生：34.3％）となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査では、「地域社会との関わりについて」の質問で、「参加したいが、参加したこ

施策１－４－４ 自分らしく暮らせる多文化共生の推進 施策１－４－４ 自分らしく暮らせる多文化共生の推進 
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・福岡県在住外国人アンケート調査では、「普段の生活で困っていること」の質問で、「文化、習慣の違い」が 22.0％

（技能実習生：28.4％）、「病気やけがのとき」が 20.3％（技能実習生：20.9％）、「コミュニケーション」が 20.1％

（技能実習生：34.3％）となっています。 

・福岡県在住外国人アンケート調査では、「地域社会との関わりについて」の質問で、「参加したいが、参加したこ

とがない」が 44％と一番多く、参加しない（していない）理由は、「どのような活動が行われているか知らない」

が 59.9％（技能実習生：61.9％）、「仕事や授業で参加できない」が 46.4％（技能実習生：49.2％）、「言葉がつ

うじるか不安」が 30.2％（技能実習生：33.3％）となっています。 

・日本語教室の存在を知らない等、市からの情報が外国籍市民等に行き届いていない状況にあり、外国籍市民等へ

の生活支援の不十分さが課題となっています。 

とがない」が 44％と一番多く、参加しない（していない）理由は、「どのような活動が行われているか知らない」

が 59.9％（技能実習生：61.9％）、「仕事や授業で参加できない」が 46.4％（技能実習生：49.2％）、「言葉がつ

うじるか不安」が 30.2％（技能実習生：33.3％）となっています。 

・日本語教室の存在を知らない等、市からの情報が外国籍市民等に行き届いていない状況にあり、外国籍市民等へ

の生活支援の不十分さが課題となっています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

日本人市民の外国籍市民等との日常生活で

の関わり度合 
％      ↑ 

外国籍市民のうち就労が認められる在留資

格者数 
人 305 369 529 501 419 － 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

日本人市民の外国籍市民等との日常生活で

の関わり度合 
％      ↑ 

外国籍市民のうち就労が認められる在留資

格者数 
人 369 529 501 419 557 － 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○すべての世代の市民が自分の健康に関心を持ち、ライフステージに応じた健康づくりに主体的に取り組むこと

で、生涯にわたって健康な生活を続けているまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○すべての世代の市民が自分の健康に関心を持ち、ライフステージに応じた健康づくりに主体的に取り組むこと

で、生涯にわたって健康な生活を続けているまち 

■現状と課題 

・健康でいきいきとした生活を送ることは、すべての世代の誰もが望む願いです。「人生 100 年時代」と言われる

ように本市の 100 歳以上の人口も年々増加し、健康寿命も男女ともに延びてきています。人生 100 年時代を健

康で心豊かに生きていくためには、市民一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、発症予防や早期発見・早期治療、

重症化予防などに努めながら、主体的に健康づくりに取り組むこと、その取組を社会全体へ広めていくことが重

要となります。 

・令和 22（2040）年頃には団塊ジュニア世代が高齢期に入り、さらに高齢化率が上昇することが予想され、社会

保障の経費の増大が懸念されます。本市の国民健康保険被保険者の一人当たり医療費は年々増加し、全国平均や

福岡県平均より高い値で推移しており、高血圧や脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病関連疾患が多くを占めてい

ます。 

・生活習慣病は予防が可能であり、その発症及び重症化予防に取り組むことが必要です。生活習慣病のなかでも今

後は、特に高齢化に伴い糖尿病患者が増加すると考えられ、糖尿病が骨粗鬆症や認知症に関連があること、要介

護（支援）認定者の新規認定に至った原因疾患が、認知症、骨折、筋骨格系疾患、脳血管疾患が多いことからも、

糖尿病の発症及び重症化予防が最優先の課題と考えられます。 

・日本人の死因の第 1 位であるがんの罹患率は、本市でも年々上昇しています。特に若い世代のがん罹患は、肉体

的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質の低下にもつながると考えられます。 

・本市では、地域の公民館等を拠点に健康づくりを進める「ヘルス・ステーション」の設置や「歩いてん道」を活

用した地域ウォーキングの開催、大学と連携した市民の健康づくりの推進、健康づくり等関連サポーターの育成、

「健康チャレンジ 10 か条」の普及啓発など、市民が生涯にわたって生きがいを持ち、健やかな生活を送るため

の支援に取り組んでおり、今後も、地域やさまざまな主体と連携し、市民一人ひとりの健康づくりを支えること

が必要です。 

・かかりつけ医・歯科医を持つことにより、市民が安心して健康について相談でき、病気の早期発見・早期治療な

ど適切な対応につなげることができます。 

・感染予防、症状の軽減及びまん延防止のための予防接種の効果や公衆衛生の向上により、全国的に感染症の罹患

者数は減少していますが、結核や麻しん、風しん等については、海外からの渡航者や予防接種未接種者を中心に

集団感染が起こっています。さらに新型コロナウイルス感染症など新たな感染症への迅速で適切な情報提供や対

応が求められています。 

■現状と課題 

・健康でいきいきとした生活を送ることは、すべての世代の誰もが望む願いです。「人生 100 年時代」と言われる

ように本市の 100 歳以上の人口も年々増加し、健康寿命も男女ともに延びてきています。人生 100 年時代を健

康で心豊かに生きていくためには、市民一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、発症予防や早期発見・早期治療、

重症化予防などに努めながら、主体的に健康づくりに取り組むこと、その取組を社会全体へ広めていくことが重

要となります。 

・令和 22（2040）年頃には団塊ジュニア世代が高齢期に入り、さらに高齢化率が上昇することが予想され、社会

保障の経費の増大が懸念されます。本市の国民健康保険被保険者の一人当たり医療費は年々増加し、全国平均や

福岡県平均より高い値で推移しており、高血圧や脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病関連疾患が多くを占めてい

ます。 

・生活習慣病は予防が可能であり、その発症及び重症化予防に取り組むことが必要です。生活習慣病のなかでも今

後は、糖尿病患者が増加すると考えられ、糖尿病が骨粗鬆症や認知症に関連があること、要介護（支援）認定者

の新規認定に至った原因疾患が、認知症、骨折、筋骨格系疾患、脳血管疾患が多いことからも、糖尿病の発症及

び重症化予防が最優先の課題と考えられます。 

・日本人の死因の第 1 位であるがんの罹患率は、本市でも年々上昇しています。特に若い世代のがん罹患は、肉体

的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質の低下にもつながると考えられます。 

・本市では、地域の公民館等を拠点に健康づくりを進める「ヘルス・ステーション」の設置や「歩いてん道」を活

用した地域ウォーキングの開催、大学と連携した市民の健康づくりの推進、健康づくり等関連サポーターの育成、

「健康チャレンジ 10 か条」の普及啓発など、市民が生涯にわたって生きがいを持ち、健やかな生活を送るため

の支援に取り組んでおり、今後も、地域やさまざまな主体と連携し、市民一人ひとりの健康づくりを支えること

が必要です。 

・かかりつけ医・歯科医を持つことにより、市民が安心して健康について相談でき、病気の早期発見・早期治療な

ど適切な対応につなげることができます。 

・感染予防、症状の軽減及びまん延防止のための予防接種の効果や公衆衛生の向上により、全国的に感染症の罹患

者数は減少していますが、結核や麻しん、風しん等については、海外からの渡航者や予防接種未接種者を中心に

集団感染が起こっています。さらに新型コロナウイルス感染症など新たな感染症への迅速で適切な情報提供や対

応が求められています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市民の健康寿命（男性） 歳 80.84 80.89 81.25 80.76 集計中 ↑ 

市民の健康寿命（女性） 歳 84.89 84.51 84.43 84.01 集計中 ↑ 

健康チャレンジ 10 か条の実践度 ％     95.1 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市民の健康寿命（男性） 歳 80.89 81.25 80.76 80.8 集計中 ↑ 

市民の健康寿命（女性） 歳 84.51 84.43 84.01 84.5 集計中 ↑ 

健康チャレンジ 10 か条の実践度 ％    95.1  ↑ 
 

 

  

政策２－１ 地域保健の推進と医療との連携促進                                    政策２－１ 地域保健の推進と医療との連携促進 
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■施策の目標 

・市民が健康チャレンジ 10 か条を日々意識し実践するなど、若い頃からの生活習慣病の発症及び重症化予防に取

り組むことができている状態 

■施策の目標 

・市民が健康チャレンジ 10 か条を日々意識し実践するなど、若い頃からの生活習慣病の発症及び重症化予防に取

り組むことができている状態 

■現状と課題 

・2040 年頃高齢者人口がピークを迎えるなど、今後の高齢者の増加に伴い、医療・介護・年金等の社会保障関係

費の増大が予測されるため、持続可能な社会保障制度を維持することが重要な課題となっています。 

・2040 年を見据え、現在高齢期にある人は、できる限り自立した生活を維持し、これから高齢期に突入する人は

元気な状態で高齢期を迎えることができるよう、子どもから高齢者までそれぞれの世代に応じた健康づくりの取

組が重要です。 

・市民の健康課題である糖尿病や高血圧等の生活習慣病の発症及び重症化予防を図るため、原因となる肥満予防や

減塩対策に重点を起き、健康増進及び生活習慣病の発症予防に取り組む必要があります。 

・第二次ヘルスアップぷらんにおいて、市民の健康課題を解決するために、市民に日々取り組んで欲しい「健康チ

ャレンジ 10 か条」の普及啓発や、10 か条を取り入れた各種サポーターの活動の推進に取り組んでいますが、認

知度や実践度が十分ではありません。 

・食育の推進に関しても、10 か条を取り入れた活動を推進し、適正体重の維持、減塩の普及啓発、小中学校におい

ては給食センター見学や食に関する食育放送に取り組むことで、生活習慣病の発症及び重症化予防を図ることが

できますが、10 か条の普及啓発や各世代に応じた食育の推進が図れていない状況であり、子どもから大人まで

総合的な食育の推進ができる体制づくりが必要です。 

・市民の健康増進及び食育の推進を図るためには、健康づくりや食育を推進する市民サポーターの存在やヘルス・

ステーションの設置など地域との連携が不可欠ですが、サポーター数（令和 5（2023）年４月１日時点 健康づ

くり推進員 39 名、食生活改善推進員 33 名）やヘルス・ステーションの設置（令和 5（2023）年４月１日時点 

14 行政区設置）に地域差が見られる現状があります。 

・市民力を活かした健康づくりの取組は、それに関わる市民自身の健康を増進し、さらに地域での健康づくりの発

展へと期待されるため、健康格差（疾患や健康、経済状態等による格差によって健康状態に差が生じること）を

縮小し、市民の健康寿命の延伸を図るため、人とまちの健康づくりの推進は重要となっています。 

 

■現状と課題 

・2040 年頃高齢者人口がピークを迎えるなど、今後の高齢者の増加に伴い、医療・介護・年金等の社会保障関係

費の増大が予測されるため、持続可能な社会保障制度を維持することが重要な課題となっています。 

・2040 年を見据え、現在高齢期にある人は、できる限り自立した生活を維持し、これから高齢期に突入する人は

元気な状態で高齢期を迎えることができるよう、子どもから高齢者までそれぞれの世代に応じた健康づくりの取

組が重要です。 

・市民の健康課題である糖尿病や高血圧等の生活習慣病の発症及び重症化予防を図るため、原因となる肥満予防や

減塩対策に重点を起き、健康増進及び生活習慣病の発症予防に取り組む必要があります。 

・令和 6 年度からスタートした第三次ヘルスアップぷらんでは、健康づくりの 4 つの柱「たべる」「うごく」「まも

る」「たのしむ」を基盤とし、実効性を高めるために、「朝（午前中）を意識した生活」と「計る（測る）を取り

入れた生活」を新たな視点として加えました。朝食欠食の増加原因には「夜型生活」があり、これは心身の不調

や生活習慣病の発症にも影響を及ぼすため、規則正しい生活を送れるよう「朝（午前中）を意識した生活」の推

進が重要です。また、血圧や体重の測定、健康診断などで身体を可視化することで健康意識が高まり、調味料の

計量や歩数の計測は減塩や運動習慣を促進します。日常生活に「計る（測る）」を取り入れることで、持続的な健

康づくりが可能となります。 

・市民の健康課題を解決するため、市民に日々取り組んで欲しい「健康チャレンジ 10 か条」の普及啓発や、10 か

条を取り入れた各種サポーター活動を推進します。また、今回新たに「子ども版健康チャレンジ 10 か条」を作

成し、家族単位での取り組みを進めることで、基本的な生活習慣の確立をめざす必要があります。 

・食育の推進では、適正体重の維持や減塩の啓発、10 か条を取り入れた活動の啓発などに加え、小中学校において

は給食センター見学や食に関する食育放送に取り組むことで、生活習慣病の発症及び重症化予防を図ることがで

きます。子どもから高齢者まで総合的な食育推進が図れる体制づくりが必要です。 

・10 か条の普及をはじめとする健康づくりの推進には、市民サポーターやヘルス・ステーションなど地域との連

携が不可欠ですが、サポーター数（令和 6 年 4 月 1 日時点で健康づくり推進員 42 名、食生活改善推進員 31 名）

や、ヘルス・ステーションの設置（同日で 14 行政区に設置）には地域差が見られます。 

・市民力を活かした健康づくりは、市民自身の健康増進に寄与し、地域全体にも広がる。健康格差を縮小し、市民

の健康寿命を延ばすためにも、人とまちの健康づくりを両輪で進めることが重要です。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

要介護（支援）認定率 ％ 12.7 12.8 12.7 13.0 13.3 → 

高血圧Ⅱ度以上の割合 ％ 6.9 6.2 7.5 7.2 6.5 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

要介護（支援）認定率 ％ 12.8 12.7 13.0 13.3 13.8 → 

高血圧Ⅱ度以上の割合 ％ 6.2 7.5 7.2 6.5 集計中 ↓ 
 

 

  

施策２－１－１ 人とまちの健康づくりの推進 施策２－１－１ 人とまちの健康づくりの推進 
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■施策の目標 

・市民が特定健診やがん検診を積極的に受診するなど、健康意識が向上し、生活習慣病やがんなどの発症予防、早

期発見・早期治療、重症化予防に取り組むことができている状態 

■施策の目標 

・市民が特定健診やがん検診を積極的に受診するなど、健康意識が向上し、生活習慣病やがんなどの発症予防、早

期発見・早期治療、重症化予防に取り組むことができている状態 

■現状と課題 

・高齢者の増加に伴い、医療・介護・年金等の社会保障関係費の増大が予測されるため、持続可能な社会保障制度

を維持することが重要な課題となっています。 

・本市では国民健康保険被保険者において、生活習慣病治療中の者のうち、糖尿病で受診している者の受診率が県

内で上位にあり、高齢化に伴い糖尿病患者は今後も増加すると考えられます。 

・本市での国民健康保険被保険者一人当たり医療費は、全国・福岡県と同様増加傾向にあります。医療費の伸びの

抑制を図るためには、生活習慣病などの発症及び重症化予防に取り組む必要があり、その入り口として特定健診

の受診率・特定保健指導の実施率の向上を目的として掲げています。 

・日本人の死因の 1 位であるがんの死亡率は、全国で約４分の１を占めています。早期発見可能ながん検診が有効

であり、がん検診の受診者数の増加を図ることが重要となっています。 

・本市での若い世代の特定健診受診率、がん検診の受診者数は、特に低迷しており、特定健診やがん検診への関心

の低さがうかがえます。そのため、若年者をターゲットとした魅力あるインセンティブの提供や個別の受診勧奨、

若い時期からのがん教育等により、健康意識の向上を図り、特定健診の受診率の向上及びがん検診受診者数の増

加につなげる必要があります。また、市としては受診率が年々向上していますが、70 代女性などの特定健診受診

率が県内比較でも低い状況が見受けられることから、未受診者には引き続き各種方法（電話勧奨、個別通知によ

る受診勧奨、医療機関との連携など）で受診勧奨を実施する必要があります。 

・インフルエンザの感染症については、コロナ禍では流行が認められませんでしたが、令和５年度は夏期も含めイ

ンフルエンザの発生が続いています。 

・新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが５類に変更されたとはいえ、感染力が強いため、

今後も一定の流行は続くものと予想されることから、引き続き、感染予防や重症化予防の周知啓発に努めていく

必要があります。 

■現状と課題 

・高齢者の増加に伴い、医療・介護・年金等の社会保障関係費の増大が予測されるため、持続可能な社会保障制度

を維持することが重要な課題となっています。 

・本市では国民健康保険被保険者において、生活習慣病治療中の者のうち、糖尿病で受診している者の受診率が県

内で上位にあり、高齢化に伴い糖尿病患者は今後も増加すると考えられます。 

・本市での国民健康保険被保険者一人当たり医療費は、全国・福岡県と同様増加傾向にあります。医療費の伸びの

抑制を図るためには、生活習慣病などの発症及び重症化予防に取り組む必要があり、その入り口として特定健診

の受診率・特定保健指導の実施率の向上を目的として掲げています。 

・日本人の死因の 1 位であるがんの死亡率は、全国で約４分の１を占めています。早期発見可能ながん検診が有効

であり、がん検診の受診者数の増加を図ることが重要となっています。 

・本市での若い世代の特定健診受診率、がん検診の受診者数は、特に低迷しており、特定健診やがん検診への関心

の低さがうかがえます。そのため、若年者をターゲットとした魅力あるインセンティブの提供や個別の受診勧奨、

若い時期からのがん教育等により、健康意識の向上を図り、特定健診の受診率の向上及びがん検診受診者数の増

加につなげる必要があります。また、市としては受診率が年々向上していますが、70 代女性などの特定健診受診

率が県内比較でも低い状況が見受けられることから、未受診者には引き続き各種方法（電話勧奨、個別通知によ

る受診勧奨、医療機関との連携など）で受診勧奨を実施する必要があります。 

・インフルエンザの感染症については、コロナ禍では流行が認められませんでしたが、令和５年度は夏期も含めイ

ンフルエンザの発生が続いています。 

・新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが５類に変更されたとはいえ、感染力が強いため、

今後も一定の流行は続くものと予想されることから、引き続き、感染予防や重症化予防に努めていく必要があり

ます。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

一人当たり医療費（国保）の全国平均に対する指数 － 1.09 1.09 1.09 1.09 集計中 → 

感染症の影響で主要な公共施設※を閉鎖した日数  日 0 0 61 95 0 ↓ 

※リーパスプラザこが、クロスパルこがのいずれかの施設 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

一人当たり医療費（国保）の全国平均に対する指数 － 1.09 1.09 1.09 1.07 集計中 → 

市内小中学校のインフルエンザ様疾患によ

る学級閉鎖日数（クラス数×日数） 
－ 11.5   27.5 215.0 ― 

 
 

 

  

施策２－１－２ 保健の充実と医療連携 施策２－１－２ 保健の充実と医療連携 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○心のふれあいや地域の支え合いにより、高齢者が住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしい生活を送ることが

できるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○心のふれあいや地域の支え合いにより、高齢者が住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしい生活を送ることが

できるまち 

■現状と課題 

・福岡県の平均より低い値で推移していた本市の高齢化率は、令和 5（2023）年に県平均と同程度となり、令和 27

（2045）年頃まで上昇し続け、75 歳以上の後期高齢者の増加に伴う一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯、医療・

介護サービスが必要な要介護（支援）認定者の増加も予測されます。 

・多くの高齢者は、介護が必要になっても自宅で暮らすことを望んでいます。住み慣れた地域で人生の最期まで自

分らしい生活を送るためには地域の支え合いや助け合いが必要だと考えている高齢者が多くいる一方で、そのよ

うな支え合いや助け合いがないと感じている人も少なくありません。 

・本市では、自宅でできる介護予防として「家トレ」、運動や音楽を通じた介護予防として「いきいきボールンピッ

ク」や「活き生き音楽交流会」などの活動が行われており、介護を必要としていない高齢者も多くいます。 

・今後は、高齢者自身が身近な地域での健康づくり活動や介護予防活動に参加するだけでなく、豊かな知識や経験

を活かして地域の担い手となるなど、地域住民や各種団体が互いに連携・協力して支え合い活動を充実させ、地

域の課題解決につなげていくことが必要です。 

・高齢者が増加し続けるなか、生活困窮や 80 代の親が 50 代の子どもの生活を支える 8050 問題などの相談も増

えてきており、今後さらに、複雑化・多様化した問題の顕在化、老老介護や介護の担い手不足、介護者の負担の

増加などの課題も深刻化していくものと考えられ、分野を超えて関係機関が連携し、支援していく必要がありま

す。 

・認知症高齢者の大幅な増加も懸念されるなか、本市では市内の全小中学校や企業、地域で認知症サポーター養成

講座の開催などに取り組んでおり、今後も認知症に対するさらなる理解促進や認知症の人とその家族を支える仕

組みづくりが重要となります。 

■現状と課題 

・福岡県の平均より低い値で推移していた本市の高齢化率は、令和 5（2023）年に県平均と同程度となり、令和 27

（2045）年頃まで上昇し続け、75 歳以上の後期高齢者の増加に伴う一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯、医療・

介護サービスが必要な要介護（支援）認定者の増加も予測されます。 

・多くの高齢者は、介護が必要になっても自宅で暮らすことを望んでいます。住み慣れた地域で人生の最期まで自

分らしい生活を送るためには地域の支え合いや助け合いが必要だと考えている高齢者が多くいる一方で、そのよ

うな支え合いや助け合いがないと感じている人も少なくありません。 

・本市では、自宅でできる介護予防として「家トレ」、運動や音楽を通じた介護予防として「いきいきボールンピッ

ク」や「活き生き音楽交流会」などの活動が行われており、介護を必要としていない高齢者も多くいます。 

・今後は、高齢者自身が身近な地域での健康づくり活動や介護予防活動に参加するだけでなく、豊かな知識や経験

を活かして地域の担い手となるなど、地域住民や各種団体が互いに連携・協力して支え合い活動を充実させ、地

域の課題解決につなげていくことが必要です。 

・高齢者が増加し続けるなか、生活困窮や 80 代の親が 50 代の子どもの生活を支える 8050 問題などの相談も増

えてきており、今後さらに、複雑化・多様化した問題の顕在化、老老介護や介護の担い手不足、介護者の負担の

増加などの課題も深刻化していくものと考えられ、分野を超えて関係機関が連携し、支援していく必要がありま

す。 

・認知症高齢者の大幅な増加も懸念されるなか、本市では市内の全小中学校や企業、地域で認知症サポーター養成

講座の開催などに取り組んでおり、今後も認知症に対するさらなる理解促進や認知症の人とその家族を支える仕

組みづくりが重要となります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

要介護（支援）認定率 ％ 12.7 12.8 12.7 13.0 13.3 → 

後期高齢者人口 人 6,879 7,178 7,301 7,686 8,136 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

要介護（支援）認定率 ％ 12.8 12.7 13.0 13.3 13.8 → 

後期高齢者人口 人 7,178 7,301 7,686 8,136 8,676 － 
 

 

  

政策２－２ 介護予防と高齢者福祉の推進                                   政策２－２ 介護予防と高齢者福祉の推進 
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■施策の目標 

・地域で住民主体の健康づくりや介護予防活動が活発に行われ、高齢者の就業やサポーター活動への参加など、多

くの人が社会の支え手となっている状態 

■施策の目標 

・地域で住民主体の健康づくりや介護予防活動が活発に行われ、高齢者の就業やサポーター活動への参加など、多

くの人が社会の支え手となっている状態 

■現状と課題 

・市の高齢化率は平成 21（2009）年度の 17.9％から令和 4（2022）年度には 27.9％に増加し、今後も増加し続

けると推計されています。 

・高齢化率が増加するなかで、社会参加や生きがいづくりの多様化など高齢者を取り巻く環境が変化しています。 

・65 歳以上 74 歳以下の前期高齢者数については、令和 4（2022）年度は 8,374 人であり、令和 4（2022）年度

から減少し始めています。一方で、令和 4（2022）年度の 75 歳以上の後期高齢者数は 8,136 人で今後も増加し

続けることとなり、令和 7（2025）年度には 9,486 人、令和 22（2040）年度には 10,819 人になると予想さ

れています。 

・高齢者は、年齢が上がるにつれ、移動が困難な状況となり行動範囲も狭くなることから、自宅から歩いて行ける

身近な公民館等のつどいの場で介護予防活動に参加できるよう、住民主体の場づくりと活動の充実を図る必要が

あります。 

・在宅生活の継続は高齢者の希望するところです。地域の高齢者の実状に即した支援を推進するため、小学校区ご

とに校区コミュニティ、自治会、ボランティア、民生委員・児童委員、シニアクラブ等で地域支え合いネットワ

ーク（協議体）を構築し、在宅生活の継続を支援する仕組みが必要です。 

・高齢者が元気で安心して自宅等での生活を送ることができるようにするため、地域支援の担い手として、運動、

音楽、生活支援、健康づくり等を行うサポーターを養成する必要があります。 

・健康寿命の延伸をめざすため、高齢者のフレイル状態を把握する質問票や体力・口腔機能測定等により、高齢者

が自分の健康状態を客観的に把握し、課題を解決するように、積極的に介護予防活動への参加を促す必要があり

ます。 

・公共施設等総合管理計画及び介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に基づき、介護予防関連施設や地域のつど

いの場の活用について検討していく必要があります。 

・シルバー人材センターやシニアクラブの新規会員確保については、企業における継続雇用や定年延長、再雇用制

度の普及等に伴い、鈍化しています。 

■現状と課題 

・市の高齢化率は平成 21（2009）年度の 17.9％から令和 5（2023）年度には 28.3％に増加し、今後も増加し続

けると推計されています。 

・高齢化率が増加するなかで、社会参加や生きがいづくりの多様化など高齢者を取り巻く環境が変化しています。 

・65 歳以上 74 歳以下の前期高齢者数については、、令和 5（2023）年度は 8,098 人であり、令和 4（2022）年

度から減少し始めています。一方で、令和 5（2023）年度の 75 歳以上の後期高齢者数は、8,676 人で今後も増

加し続けることとなり、令和 7（2025）年度には 9,486 人、令和 22（2040）年度には 10,819 人になると予

想されています。 

・高齢者は、年齢が上がるにつれ、移動が困難な状況となり行動範囲も狭くなることから、自宅から歩いて行ける

身近な公民館等のつどいの場で介護予防活動に参加できるよう、住民主体の場づくりと活動の充実を図る必要が

あります。 

・在宅生活の継続は高齢者の希望するところです。地域の高齢者の実状に即した支援を推進するため、小学校区ご

とに校区コミュニティ、自治会、ボランティア、民生委員・児童委員、シニアクラブ等で地域支え合いネットワ

ーク（協議体）を構築し、在宅生活の継続を支援する仕組みが必要です。 

・高齢者が元気で安心して自宅等での生活を送ることができるようにするため、地域支援の担い手として、運動、

音楽、生活支援、健康づくり等を行うサポーターを養成する必要があります。 

・健康寿命の延伸をめざすため、高齢者のフレイル状態を把握する質問票や体力・口腔機能測定等により、高齢者

が自分の健康状態を客観的に把握し、課題を解決するように、積極的に介護予防活動への参加を促す必要があり

ます。 

・公共施設等総合管理計画及び介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に基づき、介護予防関連施設や地域のつど

いの場の活用について検討していく必要があります。 

・シルバー人材センターやシニアクラブの新規会員確保については、企業における継続雇用や定年延長、再雇用制

度の普及等に伴い、鈍化しています。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

介護予防サポーター総数（実人数） 人 199 238 210 201 193 ↑ 

介護保険第 1 号被保険者数 人 15,364 15,732 16,085 16,350 16,501 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

介護予防サポーター総数（実人数） 人 238 210 201 193 232 ↑ 

介護保険第 1 号被保険者数 人 15,732 16,085 16,350 16,501 16,571 － 
 

 

  

施策２－２－１ みんなで支え合う介護予防の推進 施策２－２－１ みんなで支え合う介護予防の推進 
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■施策の目標 

・誰もが身近な相談窓口として地域包括支援センターでさまざまな相談をすることができている状態 

・多くの市民が認知症に関して正しく理解し、認知症高齢者を支援することができている状態 

・高齢者が最期まで安心して在宅生活を送ることができている状態 

■施策の目標 

・誰もが身近な相談窓口として地域包括支援センターでさまざまな相談をすることができている状態 

・多くの市民が認知症に関して正しく理解し、認知症高齢者を支援することができている状態 

・高齢者が最期まで安心して在宅生活を送ることができている状態 

■現状と課題 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、相談場所がない人の割合が、令和元（2019）年は 29.5％、令和

４（2022）年は 33.3％と増加しています。家族や地域で支援する人がいない、あるいは支援者が課題を抱える

人を支援することに限界を感じています。 

・また、将来仮に介護が必要になったときの希望は「自宅で暮らしたい」と回答した人の割合が 70％を超えていま

す。在宅医療に関する情報提供や介護サービス事業者との連携が不十分であると考えられます。 

・令和４（2022）年度の要介護（支援）認定者に占める認知症高齢者の出現率は 68.7％と 20 年前と比較して大

幅に増加しています。認知症に関する理解と併せて認知症高齢者の支援策が不十分であると考えられます。 

・75 歳以上の後期高齢者は令和 7（2025）年度には、9,486 人と推計されます。高齢者のみの世帯は増加し、医

療・介護サービスが必要な要介護（要支援）認定者は令和 7（2025）年度には 2,553 人になると推計され、認

知症高齢者の大幅な増加も懸念されています。 

・今後増加する高齢者の相談・支援に対応するため、その中核的役割である地域包括支援センターの運営体制の強

化が必要です。 

・認知症と診断を受けた人が在宅で生活することが増えるなか、認知症に関する普及啓発、認知症の早期診断・早

期対応に結びつくことをめざした取組を行うことで、地域で安心して生活できる地域づくりにつなげることが必

要です。 

・住み慣れた地域で最期まで生活できるよう高齢者や家族を支えるための在宅医療・介護連携体制の構築が必要で

す。 

・認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症に関する講座を通して

認知症の人や家族を支える市民や地域の支援者が増加することが必要です。 

・認知症の症状により行方不明の可能性がある高齢者を支援するため、行方不明の際に捜索の協力を求めるメール

配信を行い早期発見につなげることが必要です。 

■現状と課題 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、相談場所がない人の割合が、令和元（2019）年は 29.5％、令和

４（2022）年は 33.3％と増加しています。家族や地域で支援する人がいない、あるいは支援者が課題を抱える

人を支援することに限界を感じています。 

・また、将来仮に介護が必要になったときの希望は「自宅で暮らしたい」と回答した人の割合が 70％を超えていま

す。在宅医療に関する情報提供や介護サービス事業者との連携が不十分であると考えられます。 

・令和 6（2024）年 3 月末の要介護（支援）認定者に占める認知症高齢者の出現率は 74.9％と 20 年前と比較し

て大幅に増加しています。認知症に関する理解と併せて認知症高齢者の支援策が不十分であると考えられます。 

・75 歳以上の後期高齢者は令和 7（2025）年度には、令和 6（2024）年 3 月末より約 800 人増の 9,486 人と推

計されます。高齢者のみの世帯は増加し、医療・介護サービスが必要な要介護（要支援）認定者は令和 7（2025）

年度には令和 6（2024）年 3 月末より約 200 人増の 2,553 人になると推計され、認知症高齢者の大幅な増加も

懸念されています。 

・今後増加する高齢者の相談・支援に対応するため、その中核的役割である地域包括支援センターの運営体制の強

化が必要です。 

・認知症と診断を受けた人が在宅で生活することが増えるなか、認知症に関する普及啓発、認知症の早期診断・早

期対応に結びつくことをめざした取組を行うことで、地域で安心して生活できる地域づくりにつなげることが必

要です。 

・住み慣れた地域で最期まで生活できるよう高齢者や家族を支えるための在宅医療・介護連携体制の構築が必要で

す。 

・認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症に関する講座を通して

認知症の人や家族を支える市民や地域の支援者が増加することが必要です。 

・認知症の症状により行方不明の可能性がある高齢者を支援するため、行方不明になった際に捜索の協力を求める

メール配信を行い早期発見につなげることが必要です。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

高齢者に関する相談件数 件 1,161 1,317 1,162 1,319 1,886 － 

介護を主な理由にして過去 1 年の間に仕事

を辞めた主な介護者の割合 
％  7.3   9.4 ↓ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

高齢者に関する相談件数 件 1,317 1,162 1,319 1,886 2,327 － 

介護を主な理由にして過去 1 年の間に仕事

を辞めた主な介護者の割合 
％ 7.3   9.4  ↓ 

 

 

  

施策２－２－２ 最期まで尊厳のある暮らしを続けるための支援の充実 施策２－２－２ 最期まで尊厳のある暮らしを続けるための支援の充実 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○障がいのある人やその家族が住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らし、地域の一員として自分らしい

生き方を選択できるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○障がいのある人やその家族が住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らし、地域の一員として自分らしい

生き方を選択できるまち 

■現状と課題 

・本市の身体障がい、精神障がい、知的障がいにより障がい者手帳を所持する人は増加傾向にあり、特に精神障が

い者保健福祉手帳の所持者数は大幅に増加しています。 

・障がいを理由に差別を受けたと感じている人が依然としており、特に知的障がいのある人や精神障がいのある人

はその割合が高く、障がいや障がいのある人についての理解促進は課題となっています。 

・障がい福祉サービスの利用や相談件数は増加しています。特に、発達障がいの認知や早期発見が進んだことなど

から、障がい児の通所サービスの利用は大きく伸びています。また、たん吸引や経管栄養などの医療的ケアが必

要な子どもの増加が見込まれ、その看護や介護を担う家族の負担軽減も必要となっています。 

・障がいのある人が日々の暮らしのなかで直面する課題は移り変わり、本人やその家族のニーズも変化していきま

すが、適切な医療や障がい福祉サービス等の支援につながっていない人や、世帯のなかで、障がいだけでなく、

家族の高齢化、経済的な困窮など、複雑化・多様化した課題を抱えている状況もみられ、それぞれの障がいの特

性や生活のしづらさに応じた支援、分野を超えた連携が必要とされています。 

・障がいのあるなしに関わらず、誰もが社会を構成する一員として、社会活動に参加し、自己実現が可能な社会が

求められるなか、「働く」ということは、社会参加の機会となることに加え、自立や生活の安定にもつながりま

す。 

・本市では近隣自治体やさまざまな関係機関と連携し、模擬合同面接会や職場体験、事業所向けセミナーなど、障

がいのある人の雇用・就労の促進に取り組んできました。現在就労をしていない障がいのある人のなかにも、就

労を希望している人がおり、今後も障がいのある人の就労促進に向けた取組を一層進めていく必要があります。 

・趣味や生きがいを持ちたいと望む障がいのある人も多くいますが、余暇活動をするうえでは、一緒に活動する仲

間がいないことや、活動についての情報が不足しているという課題もあります。障がいのある人が地域で生活し

ていくうえで、障がいのある人同士やその家族同士の出会いや交流は重要であり、さまざまな場面で活動に参加

できる機会づくりを進める必要があります。 

■現状と課題 

・本市の身体障がい、精神障がい、知的障がいにより障がい者手帳を所持する人は増加傾向にあり、特に精神障が

い者保健福祉手帳の所持者数は大幅に増加しています。 

・障がいを理由に差別を受けたと感じている人が依然としており、特に知的障がいのある人や精神障がいのある人

はその割合が高く、障がいや障がいのある人についての理解促進は課題となっています。 

・障がい福祉サービスの利用や相談件数は増加しています。特に、発達障がいの認知や早期発見が進んだことなど

から、障がい児の通所サービスの利用は大きく伸びています。また、たん吸引や経管栄養などの医療的ケアが必

要な子どもの増加が見込まれ、その看護や介護を担う家族の負担軽減も必要となっています。 

・障がいのある人が日々の暮らしのなかで直面する課題は移り変わり、本人やその家族のニーズも変化していきま

すが、適切な医療や障がい福祉サービス等の支援につながっていない人や、世帯のなかで、障がいだけでなく、

家族の高齢化、経済的な困窮など、複雑化・多様化した課題を抱えている状況もみられ、それぞれの障がいの特

性や生活のしづらさに応じた支援、分野を超えた連携が必要とされています。 

・障がいのあるなしに関わらず、誰もが社会を構成する一員として、社会活動に参加し、自己実現が可能な社会が

求められるなか、「働く」ということは、社会参加の機会となることに加え、自立や生活の安定にもつながりま

す。 

・本市では近隣自治体やさまざまな関係機関と連携し、模擬合同面接会や職場体験、事業所向けセミナーなど、障

がいのある人の雇用・就労の促進に取り組んできました。現在就労をしていない障がいのある人のなかにも、就

労を希望している人がおり、今後も障がいのある人の就労促進に向けた取組を一層進めていく必要があります。 

・趣味や生きがいを持ちたいと望む障がいのある人も多くいますが、余暇活動をするうえでは、一緒に活動する仲

間がいないことや、活動についての情報が不足しているという課題もあります。障がいのある人が地域で生活し

ていくうえで、障がいのある人同士やその家族同士の出会いや交流は重要であり、さまざまな場面で活動に参加

できる機会づくりを進める必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

身体障がい者手帳所持者数 人 2,037 2,087 1,975 1,964 1,943 － 

療育手帳所持者数 人 485 516 476 515 533 － 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数 人 538 615 578 630 631 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

身体障がい者手帳所持者数 人 2,087 1,975 1,964 1,943 1,899 － 

療育手帳所持者数 人 516 476 515 533 550 － 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数 人 615 578 630 631 733 － 
 

 

  

政策２－３ 障がい者福祉の推進                                    政策２－３ 障がい者福祉の推進 
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■施策の目標 

・必要な公的サービスを利用し、障がいのある人やその家族が地域で自分らしく生活している状態 

・障がいや障がいの特性に応じた配慮についての理解が進み、障がいを理由とした差別を受けたり、いやな思いを

することがない状態 

■施策の目標 

・必要な公的サービスを利用し、障がいのある人やその家族が地域で自分らしく生活している状態 

・障がいや障がいの特性に応じた配慮についての理解が進み、障がいを理由とした差別を受けたり、いやな思いを

することがない状態 

■現状と課題 

・市内の障がい者手帳所持者数は、平成 30（2018）年度から令和 4（2022）年度までの間で、身体障がい者手帳

所持者が 94 人（4.6％）減少、療育手帳所持者が 48 人（9.9％）増加、精神障がい者保健福祉手帳所持者が 93

人（17.3％）増加となっており、特に精神障がい者保健福祉手帳所持者は、今後も増加することが見込まれます。 

・障がいにより、地域で日常生活を送ることに支援が必要な人もいることから、障がいのある人やその家族が、地

域で安心して生活できるよう、ニーズに合った障がい福祉サービス等で支援していく必要があります。 

・令和元（2019）年度調査において、「障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なもの」として

「何でも相談できる窓口をつくる」との回答が 53.1％であったことから、相談事業を実施している障がい者地

域生活支援センター「咲」や地域活動支援センター「みどり」の認知度を向上させる必要があります。 

・障がい者支援の質を向上させるため、支援に関わっている機関の連携や分野をまたいだ連携を強化する必要があ

ります。 

・適切な医療や障がい福祉サービス等の支援につながっていない人がいます。 

・令和元（2019）年度調査において、障がいを理由とした差別や嫌な思いをしたことがある人が 31.2％いること

から、障がいに対する正しい知識や障がいのある人への理解、合理的配慮の提供等について、周知啓発を進める

必要があります。 

 

■現状と課題 

①市内の障がい者手帳所持者数は、令和元年（2019）年度から令和 5（2023）年度までの間で、身体障がい者手

帳所持者が 188 人（9％）減少、療育手帳所持者が 34 人（6.6.％）増加、精神障がい者保健福祉手帳所持者が

118 人（19.2％）増加となっており、特に精神障がい者保健福祉手帳所持者は、今後も増加することが見込まれ

ます。 

②障がいにより、地域で日常生活を送ることに支援が必要な人もいることから、障がいのある人やその家族が、地

域で安心して生活できるよう、ニーズに合った障がい福祉サービス等で支援していく必要があります。 

③令和元（2019）年度調査において、「障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なもの」として

「何でも相談できる窓口をつくる」との回答が 53.1％であったことから、相談事業を実施している障がい者地

域生活支援センター「咲」や地域活動支援センター「みどり」の認知度を向上させる必要があります。 

④障がい者支援の質を向上させるため、支援に関わっている機関の連携や分野をまたいだ連携を強化する必要があ

ります。 

⑤適切な医療や障がい福祉サービス等の支 援につながっていない人がいます。 

⑥令和元（2019）年度調査において、障がいを理由とした差別や嫌な思いをしたことがある人が 31.2％いること

から、障がいに対する正しい知識や障がいのある人への理解、合理的配慮の提供等について、周知啓発を進める

必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

障がい者手帳所持者数 

18 歳未満 人  233 224 247 273 － 

18~64 歳 人  1,379 1,271 1,317 1,303 － 

65 歳以上 人  1,606 1,534 1,545 1,531 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

障がい者手帳所持者数 

18 歳未満 人 233 224 247 273 285 － 

18~64 歳 人 1,379 1,271 1,317 1,303 1,395 － 

65 歳以上 人 1,606 1,534 1,545 1,531 1,502 － 
 

 

  

施策２－３－１ 地域で安心して生活するための支援の充実 施策２－３－１ 地域で安心して生活するための支援の充実 
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■施策の目標 

・障がいのある人の就労に関する理解が進み、就労しやすい環境が整っている状態 

・障がいのある人が生きがいを感じながら暮らし、希望に応じた社会参加や交流ができている状態 

■施策の目標 

・障がいのある人の就労に関する理解が進み、就労しやすい環境が整っている状態 

・障がいのある人が生きがいを感じながら暮らし、希望に応じた社会参加や交流ができている状態 

■現状と課題 

・障がい者雇用促進法による障がい者雇用率の引き上げ等により、福岡県における障がい者雇用率は上昇傾向にあ

りますが、令和元（2019）年度調査では、18 歳から 64 歳の障がいのある人のうち、企業等で働いている人が

31.4％である一方、就労を望んでいるものの就労できていない人が 21.5％でした。また、障がいのある人の悩

みや困りごとにおいて、「経済的なこと」が 29.6％、「働くこと」が 14.8％であったことから、今後も就労を促

進する取組が必要です。 

・令和元（2019）年度調査では、障がいのある人の悩みや困りごとにおいて、21.1％が「趣味や生きがいを持つこ

と」と回答しており、余暇活動を促進する必要があります。 

・「企業の障がい者雇用担当者との交流会」（令和元（2019）年度）の参加企業にヒアリングしたところ、他社の取

組事例や成功事例の紹介、情報交換へのニーズが高く、障がい者雇用において、企業にとってはノウハウ不足が

課題であり、情報提供等を行っていく必要があります。 

・「働く」ということに消極的な障がいのある人やその家族に対し、働きかけが必要です。 

・障がいのある人同士やその家族同士の出会いの場、障がいのあるなしに関わらず交流できる場を充実させる必要

があります。 

■現状と課題 

・障がい者雇用促進法による障がい者雇用率の引き上げ等により、福岡県における障がい者雇用率は上昇傾向にあ

りますが、令和元（2019）年度調査では、18 歳から 64 歳の障がいのある人のうち、企業等で働いている人が

31.4％である一方、就労を望んでいるものの就労できていない人が 21.5％でした。また、障がいのある人の悩

みや困りごとにおいて、「経済的なこと」が 29.6％、「働くこと」が 14.8％であったことから、今後も就労を促

進する取組が必要です。 

・令和元（2019）年度調査では、障がいのある人の悩みや困りごとにおいて、21.1％が「趣味や生きがいを持つこ

と」と回答しており、余暇活動を促進する必要があります。 

・「企業の障がい者雇用担当者との交流会」（令和元（2019）年度）の参加企業にヒアリングしたところ、他社の取

組事例や成功事例の紹介、情報交換へのニーズが高く、障がい者雇用において、企業にとってはノウハウ不足が

課題であり、情報提供等を行っていく必要があります。 

・「働く」ということに消極的な障がいのある人やその家族に対し、働きかけが必要です。 

・障がいのある人同士やその家族同士の出会いの場、障がいのあるなしに関わらず交流できる場を充実させる必要

があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

障がい者の法定雇用率（民間企業） ％ 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 － 

古賀市内事業所の障がい者雇用率（法定雇

用対象事業所のみ） 
% 1.96 2.30 2.14 2.30 2.20 － 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

障がい者の法定雇用率（民間企業） ％ 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 － 

古賀市内事業所の障がい者雇用率 

（法定雇用対象事業所のみ） 
% 2.30 2.14 2.30 2.20 2.58 － 

 

 

  

施策２－３－２ 自分らしさを発揮できる社会参加の促進 施策２－３－２ 自分らしさを発揮できる社会参加の促進 



34 

 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○地域住民が支え手・受け手という関係を超えて支え合い、困りごとを抱え込まずに支援を受けることで、誰もが

住み慣れた地域で安心して心豊かに暮らし続けることができるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○地域住民が支え手・受け手という関係を超えて支え合い、困りごとを抱え込まずに支援を受けることで、誰もが

住み慣れた地域で安心して心豊かに暮らし続けることができるまち 

■現状と課題 

・少子高齢化の進展、核家族世帯や単身世帯の増加などを背景に、地域とのつながりが希薄化していると感じてい

る人や、生活するうえでの困りごとを抱えている人が増えており、ひきこもりや 8050 問題など、社会的に孤立

し、支援につながらないまま、高齢の親の介護サービス利用をきっかけに問題が顕在化することもあります。 

・育児や介護の悩み、失業、借金、生活困窮など、市民が抱える課題は複雑化・多様化しており、従来の子育て、

障がい、介護といった分野別の支援体制では対応が困難になっています。 

・課題を抱える市民が、誰にも相談できないまま社会的に孤立し、必要な公的支援・福祉サービスを受けることが

できずに、精神疾患を抱え、自殺に追い込まれることもあります。 

・高齢者のみの世帯の増加に伴い、ごみ出しや買い物など普段の生活のなかで困りごとを抱える世帯が増加してい

ます。 

・民生委員・児童委員をはじめ地域を支える担い手の確保も課題となっています。 

・複雑化・多様化するニーズに対応するためには、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民がそれぞれの役

割を持ち、自助・互助・共助・公助により連動しながら、ともに支え合うことのできる地域社会の実現が求めら

れています。 

・景気動向や社会情勢の変化による失業、高齢、病気、障がいなどによる就労困難、無年金・低年金などが原因で

経済的に困窮する世帯のなかには、利用できる制度を知らないまま問題が深刻化してしまうケースもあるため、

早い段階で必要な支援につなぎ、解決に導くコミュニティソーシャルワーカー（CSW）の活動の充実が必要です。 

・就労による自立を望む市民が、就職のための情報提供を受け、就労に必要な知識を習得し能力を向上させること

ができるよう、支援が必要です。 

・子どものいる家庭については、子どもの将来が、生まれ育った環境で左右されることがないよう世代を超えた貧

困の連鎖を断つことが求められています。 

■現状と課題 

・少子高齢化の進展、核家族世帯や単身世帯の増加などを背景に、地域とのつながりが希薄化していると感じてい

る人や、生活するうえでの困りごとを抱えている人が増えており、ひきこもりや 8050 問題など、社会的に孤立

し、支援につながらないまま、高齢の親の介護サービス利用をきっかけに問題が顕在化することもあります。 

・育児や介護の悩み、失業、借金、生活困窮など、市民が抱える課題は複雑化・多様化しており、従来の子育て、

障がい、介護といった分野別の支援体制では対応が困難になっています。 

・課題を抱える市民が、誰にも相談できないまま社会的に孤立し、必要な公的支援・福祉サービスを受けることが

できずに、精神疾患を抱え、自殺に追い込まれることもあります。 

・高齢者のみの世帯の増加に伴い、ごみ出しや買い物など普段の生活のなかで困りごとを抱える世帯が増加してい

ます。 

・民生委員・児童委員をはじめ地域を支える担い手の確保も課題となっています。 

・複雑化・多様化するニーズに対応するためには、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民がそれぞれの役

割を持ち、自助・互助・共助・公助により連動しながら、ともに支え合うことのできる地域社会の実現が求めら

れています。 

・景気動向や社会情勢の変化による失業、高齢、病気、障がいなどによる就労困難、無年金・低年金などが原因で

経済的に困窮する世帯のなかには、利用できる制度を知らないまま問題が深刻化してしまうケースもあるため、

早い段階で必要な支援につなぎ、解決に導くコミュニティソーシャルワーカー（CSW）の活動の充実が必要です。 

・就労による自立を望む市民が、就職のための情報提供を受け、就労に必要な知識を習得し能力を向上させること

ができるよう、支援が必要です。 

・子どものいる家庭については、子どもの将来が、生まれ育った環境で左右されることがないよう世代を超えた貧

困の連鎖を断つことが求められています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

高齢者のみの世帯数 世帯 7,310 7,610 7,882 8,092 8,280 － 

非課税世帯数（推計） 世帯 5,476 5,507 5,654 5,876 6,171 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

高齢者のみの世帯数 世帯 7,610 7,882 8,092 8,280 8,496 － 

非課税世帯数（推計） 世帯 5,507 5,654 5,876 6,171 6,420 － 
 

 

  

政策２－４ 地域福祉の推進と包括的支援の充実                                   政策２－４ 地域福祉の推進と包括的支援の充実 
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■施策の目標 

・地域住民同士が支え合える関係づくりができる状態 

・地域住民同士での支え合いにより、困りごとを抱える人がひとりで抱え込まず、誰かに相談をすることができ、

自殺に追い込まれることのない状態 

■施策の目標 

・地域住民同士が支え合える関係づくりができる状態 

・地域住民同士での支え合いにより、困りごとを抱える人がひとりで抱え込まず、誰かに相談をすることができ、

自殺に追い込まれることのない状態 

■現状と課題 

・これまで地域の見守りは、主に民生委員・児童委員などが担っていましたが、相談内容の複雑化、多様化による

負担増等の理由により、令和 5（2023）年 8 月時点で 78 人と、定数の 81 人に達しておらず担い手不足となっ

ています。 

・令和 5（2023）年 8 月時点で民生委員・児童委員の最高齢が 85 歳、平均年齢は 70 歳と高齢化しています。 

・誰にも相談できず問題を抱え込んでしまうケースの増加が懸念されることから地域資源（相談できる人、団体、

活動）を活用して解決していくことが求められています。 

・地域課題や地域資源等は地域によって差があるため、それらを把握し見える化するところからのスタートであり、

めざす姿を実現するためには時間を要します。 

・プライバシーの問題があり、地域によっては、人と人がつながり支え合う環境を作っていくことが困難な事例も

あります。 

・地域や家族など、身近な場所や人によって課題を解決できる仕組みが必要です。 

・戦争体験者から話を聞く機会が急速に失われつつあり、戦争の惨禍を二度と繰り返さないために、戦争の記憶を

引き継ぎ、平和への願いを次の世代に継承していく必要があります。 

・末期がん患者が在宅での療養生活を望むときに、40 歳以上であれば介護保険制度により在宅介護や日常生活用

具の支援を受けることができますが、40 歳未満の場合はそのような支援制度がなく、在宅での療養生活が困難

となってしまう場合が想定されます。 

・がん患者には身体的・精神心理的・社会的苦痛等に対する適切な緩和ケアが必要で、就労支援のみならず、生活

向上に向けた取組が求められています。がん治療に伴う外見の変化によるものは、治療とはみなされず、また医

療保険制度の適用外となっています。 

・犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現による市民福祉の向上に寄与す

るため、犯罪被害者等の支援に取り組む必要があります。 

・疾病や経済的な問題により自殺リスクが高い状況が今後も続くことが予測されます。 

・社会福祉センターは、生きがいづくり、憩いの場として、多くの高齢者が利用している施設ですが、建設から 46

年が経過し、老朽化が進行しており、今後の施設のあり方を検討し、必要な対策を講じる必要があります。 

 

■現状と課題 

・これまで地域の見守りは、主に民生委員・児童委員などが担っていましたが、相談内容の複雑化、多様化による

負担増等の理由により、令和 5（2023）年 12 月時点で 77 人と、定数の 81 人に達しておらず担い手不足とな

っています。 

・令和 5（2023）年 8 月時点で民生委員・児童委員の最高齢が 85 歳、平均年齢は 70 歳と高齢化しています。 

・誰にも相談できず問題を抱え込んでしまうケースの増加が懸念されることから地域資源（相談できる人、団体、

活動）を活用して解決していくことが求められています。 

・地域課題や地域資源等は地域によって差があるため、それらを把握し見える化するところからのスタートであり、

めざす姿を実現するためには時間を要します。 

・プライバシーの問題があり、地域によっては、人と人がつながり支え合う環境を作っていくことが困難な事例も

あります。 

・地域や家族など、身近な場所や人によって課題を解決できる仕組みが必要です。 

・戦争体験者から話を聞く機会が急速に失われつつあり、戦争の惨禍を二度と繰り返さないために、戦争の記憶を

引き継ぎ、平和への願いを次の世代に継承していく必要があります。 

・末期がん患者が在宅での療養生活を望むときに、40 歳以上であれば介護保険制度により在宅介護や日常生活用

具の支援を受けることができますが、40 歳未満の場合はそのような支援制度がなく、在宅での療養生活が困難

となってしまう場合が想定されます。 

・がん患者には身体的・精神心理的・社会的苦痛等に対する適切な緩和ケアが必要で、就労支援のみならず、生活

向上に向けた取組が求められています。がん治療に伴う外見の変化によるものは、治療とはみなされず、また医

療保険制度の適用外となっています。 

・犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現による市民福祉の向上に寄与す

るため、犯罪被害者等の支援に取り組む必要があります。 

・疾病や経済的な問題により自殺リスクが高い状況が今後も続くことが予測されます。 

・社会福祉センターは、生きがいづくり、憩いの場として、多くの高齢者が利用している施設ですが、建設から 46

年が経過し、老朽化が進行しており、今後の施設のあり方を検討し、必要な対策を講じる必要があります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

民生委員・児童委員の平均年齢 歳 67.54 68.38 67.87 69.85 69.30 ↓ 

市内自殺者数 人 8 8 8 14 5 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

民生委員・児童委員の平均年齢 歳 68.38 67.87 69.85 69.30 69.65 ↓ 

市内自殺者数 人 8 8 14 5 8 ↓ 
 

 

  

施策２－４－１ 困ったときに頼り合える地域福祉の推進 施策２－４－１ 困ったときに頼り合える地域福祉の推進 
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■施策の目標 

・健康で文化的な最低限度の生活を維持し、各世帯がそれぞれの生活状況に応じた自立ができている状態 

・世代に関係ない包括的な相談窓口が充実し、市民が抱える課題の解決に向けた支援を受けることができている状

態 

・各世帯がそれぞれの生活状況に応じた自立ができる環境整備、資源が整っている状態 

■施策の目標 

・健康で文化的な最低限度の生活を維持し、各世帯がそれぞれの生活状況に応じた自立ができている状態 

・世代に関係ない包括的な相談窓口が充実し、市民が抱える課題の解決に向けた支援を受けることができている状

態 

・各世帯がそれぞれの生活状況に応じた自立ができる環境整備、資源が整っている状態 

■現状と課題 

・世帯主の失業や高齢・傷病・障がいなどによる就労困難、無年金・低年金などが原因で経済的に生活に困窮する

世帯があります。 

・市内の生活保護受給世帯は、平成 29（2017）年度末で、499 世帯（高齢 270 世帯 54.1％、母子 40 世帯 8.0％、

障がい者 54 世帯 10.8％、傷病者 55 世帯 11.0％、その他 80 世帯 16.0％）、令和 4（2022）年度末で、469 世

帯（高齢 267 世帯 56.7％、母子 28 世帯 5.9％、障がい者 53 世帯 11.3％、傷病者 46 世帯 9.8％、その他 75

世帯 15.9％）と、なかでも高齢世帯が増加しており、今後の高齢化の進展により生活困窮世帯の増加が見込まれ

ます。 

・複雑化・多様化した課題を抱えた人は、高齢者の親と障がいのある子の世帯など複数の世代で構成されているケ

ースが多くなっており、これから増加する世帯に対し、さまざまな困り事を一括して相談できるワンストップ窓

口が必要です。 

・複雑化・多様化した課題を抱えた人、孤立した人からの相談件数が、景気動向や社会情勢の変化により急増して

も適切な支援が受けられる体制にする必要があります。 

・市営住宅への入居希望世帯数は横ばいであり、各世帯がそれぞれの生活状況に応じた自立ができるよう、引き続

き低所得者の生活拠点を確保する必要があります。 

・老朽化した低所得者向け住宅の修繕・改修に加え、誰でも安全に生活できる設備を整える必要があります。 

・人間関係の構築に問題を抱えている場合や、本人以外に子どもが問題を抱えている場合など、専門的なケアを必

要とする就職困難者（母子、障がいのある人など）に対しては、今後も古賀市無料職業紹介所等の関係機関と連

携を継続・強化して状況を把握し、可能な就労形態等に応じた求人先の紹介や面接スキルの向上への助言等、き

め細やかな支援に努める必要があります。 

・年金受給資格があるものの、申請方法が分からない等の理由から受給申請をしていない場合があります。年金機

構まで赴くことなく、身近な役所で相談、申請できることが適正受給につながるため、申請支援が必要です。 

■現状と課題 

・世帯主の失業や高齢・傷病・障がいなどによる就労困難、無年金・低年金などが原因で経済的に生活に困窮する

世帯があります。 

・市内の生活保護受給世帯は、平成 30（2018）年度末で、496 世帯（高齢 269 世帯 54.2％、母子 42 世帯 8.5％、

障がい者 59 世帯 11.9％、傷病者 59 世帯 11.9％、その他 67 世帯 13.5％）、令和 5（2023）年度末で、479 世

帯（高齢 270 世帯 56.4％、母子 32 世帯 6.7％、障がい者 50 世帯 10.4％、傷病者 57 世帯 11.9％、その他 70

世帯 14.6％）と、なかでも高齢世帯が増加しており、今後の高齢化の進展により生活困窮世帯の増加が見込まれ

ます。 

・複雑化・多様化した課題を抱えた人は、高齢者の親と障がいのある子の世帯など複数の世代で構成されているケ

ースが多くなっており、これから増加する世帯に対し、さまざまな困り事を一括して相談できるワンストップ窓

口が必要です。 

・複雑化・多様化した課題を抱えた人、孤立した人からの相談件数が、景気動向や社会情勢の変化により急増して

も適切な支援が受けられる体制にする必要があります。 

・市営住宅への入居希望世帯数は横ばいであり、各世帯がそれぞれの生活状況に応じた自立ができるよう、引き続

き低所得者の生活拠点を確保する必要があります。 

・老朽化した低所得者向け住宅の修繕・改修に加え、誰でも安全に生活できる設備を整える必要があります。 

・人間関係の構築に問題を抱えている場合や、本人以外に子どもが問題を抱えている場合など、専門的なケアを必

要とする就職困難者（母子、障がいのある人など）に対しては、今後も古賀市無料職業紹介所等の関係機関と連

携を継続・強化して状況を把握し、可能な就労形態等に応じた求人先の紹介や面接スキルの向上への助言等、き

め細やかな支援に努める必要があります。 

・年金受給資格があるものの、申請方法が分からない等の理由から受給申請をしていない場合があります。年金機

構まで赴くことなく、身近な役所で相談、申請できることが適正受給につながるため、申請支援が必要です。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

生活保護受給世帯数 世帯 496 485 493 500 469 － 

生活保護受給人数 人 697 681 676 690 644 － 

市営住宅入居希望世帯数 世帯 51 57 62 57 58 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

生活保護受給世帯数 世帯 485 493 500 469 479 － 

生活保護受給人数 人 681 676 690 644 662 － 

市営住宅入居希望世帯数 世帯 57 62 57 58 52 － 
 

 

  

施策２－４－２ 自立支援の推進と包括的支援の充実 施策２－４－２ 自立支援の推進と包括的支援の充実 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○商工業が活性化し、交流とにぎわいによる地域経済の持続的な発展と地域の活力向上をもたらし、市民のより良

い暮らしを支えているまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○商工業が活性化し、交流とにぎわいによる地域経済の持続的な発展と地域の活力向上をもたらし、市民のより良

い暮らしを支えているまち 

■現状と課題 

・本市は都市近郊にあり交通の利便性も高いことなどから、これまで製造業を中心として多くの企業の立地が進ん

できました。これらの企業は、市の安定した税収や多くの雇用を生み出しており、市の発展に大きく寄与してい

ます。一方で、工業団地内はもちろんのこと市内には工業用の空き用地がなく、既存企業が事業を拡大するため

の事業用地の取得が困難となっています。また、本市を管轄するハローワーク福岡東の求人倍率は比較的高い状

況が続いていますが、一方で充足率は年々減少傾向にあり、労働力不足が顕著となっています。これらは、企業

の生産活動において必要な要素である土地と労働力が不足していることを示しており、企業の継続的な発展の妨

げとなっています。 

・商業においては、これまで JR 古賀駅西口周辺を中心として商機能の場が形成されてきましたが、近年小売業が

減少傾向にあります。これは、近隣市町に大規模集客施設の立地が進んだことや、インターネットを利用した消

費スタイルへの変化などが要因として考えられ、かつてあったにぎわいの場が失われつつあることを意味してい

ます。 

・古賀市の玄関口であり、都市機能の中心の場である JR 古賀駅周辺を中心として商機能の活性化を図るためには、

過去に戻る再生ではなく、環境の変化に対応した新たな取組をそれぞれの事業者が主体的に行っていく必要があ

ります。 

・働き方の多様化、ICT の進展などを背景に、将来の成長産業につながる起業支援、既存事業者のイノベーション

の支援などに取り組み、地域の産業を活性化することが必要です。 

・本市には、白砂青松の美しい海岸松林や国史跡船原古墳等の文化的資源、観光農園、温泉など、観光資源が多く

存在しているものの観光客数は減少傾向となっています。地域資源を効果的に生かせるような特産品の開発な

ど、市の認知度向上とともに事業者が観光で稼げる観光振興策が求められています。 

■現状と課題 

・本市は都市近郊にあり交通の利便性も高いことなどから、これまで製造業を中心として多くの企業の立地が進ん

できました。これらの企業は、市の安定した税収や多くの雇用を生み出しており、市の発展に大きく寄与してい

ます。一方で、工業団地内はもちろんのこと市内には工業用の空き用地がなく、既存企業が事業を拡大するため

の事業用地の取得が困難となっています。また、本市を管轄するハローワーク福岡東の求人倍率は比較的高い状

況が続いていますが、一方で充足率は年々減少傾向にあり、労働力不足が顕著となっています。これらは、企業

の生産活動において必要な要素である土地と労働力が不足していることを示しており、企業の継続的な発展の妨

げとなっています。 

・商業においては、これまで JR 古賀駅西口周辺を中心として商機能の場が形成されてきましたが、近年小売業が

減少傾向にあります。これは、近隣市町に大規模集客施設の立地が進んだことや、インターネットを利用した消

費スタイルへの変化などが要因として考えられ、かつてあったにぎわいの場が失われつつあることを意味してい

ます。 

・古賀市の玄関口であり、都市機能の中心の場である JR 古賀駅周辺を中心として商機能の活性化を図るためには、

過去に戻る再生ではなく、環境の変化に対応した新たな取組をそれぞれの事業者が主体的に行っていく必要があ

ります。 

・働き方の多様化、ICT の進展などを背景に、将来の成長産業につながる起業支援、既存事業者のイノベーション

の支援などに取り組み、地域の産業を活性化することが必要です。 

・本市には、白砂青松の美しい海岸松林や国史跡船原古墳等の文化的資源、観光農園、温泉など、観光資源が多く

存在しているものの観光客数は減少傾向となっています。地域資源を効果的に生かせるような特産品の開発な

ど、市の認知度向上とともに事業者が観光で稼げる観光振興策が求められています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市内総生産 億円 2,330 2,267 2,415 集計中 集計中 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市内総生産 億円 2,267 2,415 2,400 集計中 集計中 ↑ 
 

 

  

政策３－１ 商工業・観光の活性化                                    政策３－１ 商工業・観光の活性化 
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■施策の目標 

・小売業年間販売額がピーク時と同等程度まで増加するなど、中心市街地を中心として商機能が活性化している状

態 

・製造品出荷額がピーク時と同等程度まで増加するなど、市内事業者の生産性が向上している状態 

■施策の目標 

・小売業年間販売額がピーク時と同等程度まで増加するなど、中心市街地を中心として商機能が活性化している状

態 

・製造品出荷額がピーク時と同等程度まで増加するなど、市内事業者の生産性が向上している状態 

■現状と課題 

・JR 古賀駅西口においては、まちの活性化を持続させるために、民間投資を中心とした既存ストックを活用し、継

続的な事業展開を図る必要があります。そのため、令和 2 年 11 月から令和 5 年 3 月まで JR 古賀駅西口エリア

の活性化に向けたエリアマネジメント支援業務を委託し、令和 3 年度に「ＪＲ古賀駅西口エリア活性化ビジョ

ン」を策定しました。これにより持続的に活性化していくための実行体制が構築されましたが、それがより効果

的なものとなるように、引き続き商工会と連携・協力し、事業者等のニーズに基づいた支援を実施するとともに、

関係機関等との連携を意識して、西口エリア全体の活性化、一体的な賑わい創出に取り組んでいく必要がありま

す。 

・本市の産業を中小企業が支えていますが、中小企業は、経営基盤が安定していない企業が多いため、消費スタイ

ルの変化など環境変化に対応した新しい取組を行うことが困難な場合があります。そのため、新たな取組を行う

ための財政支援を必要としており、国や県の補助制度活用のサポートや市独自の支援策の活用により中小企業の

経営革新を支援していく必要があります。加えて、安定した資金調達が経営基盤の安定、新たな設備投資につな

がるため、中小企業が利用しやすい融資制度を整備する必要があります。 

・本市には 7 つの工業団地を中心に 1,359 社の企業（平成 28（2016）年、農林水産業を除く）が立地しています

が、製造業者は 169 社（令和 3（2021）年）が立地しており、そのなかには卓越した技術力を持った製造業者

が多数あります。市内に立地する既存企業の売上の向上や事業規模の拡大支援、市外企業の誘致を促進すること

により、雇用が拡大し、税収の増加が見込まれることから支援を行う必要があります。 

・15 歳～64 歳の生産年齢人口は、全国で見ると平成 7（1995）年の約 8,700 万人をピークに減少しており、令

和 2（2020）年には約 7,500 万人となっています。福岡県の求人倍率は、令和２（2020）年度の全職業計で 1.55

倍となっていますが、職業別に分類すると生産工程の職業は 2.80 倍、輸送・機械運転の職業（自動車運転）に

ついては 2.46 倍と求人倍率が高く、一方では事務的職業は 0.59 倍となっており、事務職を希望する求職者が

多く、他方で作業員の人手不足が深刻であることが分かります。 

・生産年齢人口の減少や作業員の人手不足がこのまま進めば、製造業においては製造ラインの確保ができなくなり、

減収減益へ転じる危険性があり、その状態が続けば社員の解雇や引いては企業の倒産につながる可能性もありま

す。企業への人員確保の支援を行うことにより、事業の継続、拡大が可能となり、これに伴う税収の確保及び増

収が可能となります。 

・工業団地内には立地後 40 年を超える企業も増えてきており、施設の老朽化による課題を抱える企業もあります。

特に製造業の労働生産性は平成 23（2011）年 1,679 万円/人をピークに減少しており、平成 30（2018）年に

は 1,172 万円/人となっています。平成 28（2016）年ベースでは製造業の労働生産性の全国平均が 1,630 万円

/人、福岡県平均が 1,484 万円/人、古賀市が 1,280 万円/人と大きく下回っています。老朽化が進む設備を生産

性の高い設備に一新することにより、労働生産性を向上させることが可能となります。 

■現状と課題 

・JR 古賀駅西口においては、まちの活性化を持続させるために、民間投資を中心とした既存ストックを活用し、継

続的な事業展開を図る必要があります。そのため、令和 2 年 11 月から令和 5 年 3 月まで JR 古賀駅西口エリア

の活性化に向けたエリアマネジメント支援業務を委託し、令和 3 年度に「ＪＲ古賀駅西口エリア活性化ビジョ

ン」を策定しました。これにより持続的に活性化していくための実行体制が構築されましたが、それがより効果

的なものとなるように、引き続き商工会と連携・協力し、事業者等のニーズに基づいた支援を実施するとともに、

関係機関等との連携を意識して、西口エリア全体の活性化、一体的な賑わい創出に取り組んでいく必要がありま

す。 

・本市の産業を中小企業が支えていますが、中小企業は、経営基盤が安定していない企業が多いため、消費スタイ

ルの変化など環境変化に対応した新しい取組を行うことが困難な場合があります。そのため、新たな取組を行う

ための財政支援を必要としており、国や県の補助制度活用のサポートや市独自の支援策の活用により中小企業の

経営革新を支援していく必要があります。加えて、安定した資金調達が経営基盤の安定、新たな設備投資につな

がるため、中小企業が利用しやすい融資制度を整備する必要があります。 

・本市には 7 つの工業団地を中心に 1,359 社の企業（平成 28（2016）年、農林水産業を除く）が立地しています

が、製造業者は 169 社（令和 3（2021）年）が立地しており、そのなかには卓越した技術力を持った製造業者

が多数あります。市内に立地する既存企業の売上の向上や事業規模の拡大支援、市外企業の誘致を促進すること

により、雇用が拡大し、税収の増加が見込まれることから支援を行う必要があります。 

・15 歳～64 歳の生産年齢人口は、全国で見ると平成 7（1995）年の約 8,700 万人をピークに減少しており、令

和 2（2020）年には約 7,500 万人となっています。福岡県の求人倍率は、令和２（2020）年度の全職業計で 1.55

倍となっていますが、職業別に分類すると生産工程の職業は 2.80 倍、輸送・機械運転の職業（自動車運転）に

ついては 2.46 倍と求人倍率が高く、一方では事務的職業は 0.59 倍となっており、事務職を希望する求職者が

多く、他方で作業員の人手不足が深刻であることが分かります。 

・生産年齢人口の減少や作業員の人手不足がこのまま進めば、製造業においては製造ラインの確保ができなくなり、

減収減益へ転じる危険性があり、その状態が続けば社員の解雇や引いては企業の倒産につながる可能性もありま

す。企業への人員確保の支援を行うことにより、事業の継続、拡大が可能となり、これに伴う税収の確保及び増

収が可能となります。 

・工業団地内には立地後 40 年を超える企業も増えてきており、施設の老朽化による課題を抱える企業もあります。

特に製造業の労働生産性（事業所単位）は平成 23（2011）年 1,679 万円/人をピークに減少しており、平成 30

（2018）年には 1,172 万円/人まで低下しましたが、2020 年には 1,469 万円/人まで回復しています（全国

1,630 万円/人、福岡県 1,475 万円/人）。製造業の労働生産性は回復傾向にありますが、工業団地内には立地後

40 年を超える企業も増えてきており、施設の老朽化による課題を抱える企業もあります。老朽化が進む設備を

生産性の高い設備に一新することにより、労働生産性を向上させることが可能となります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

製造品出荷額等 億円 2,302 2,279 2,443 集計中 集計中 ↑ 

小売業年間販売額 億円    445.7 集計中 → 

商業地域の地価公示価格 円/㎡ 81,500 83,900 86,500 87,800 90,500 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

製造品出荷額等 億円 2,279 2,443 2,327 2,387 集計中 ↑ 

小売業年間販売額 億円   445.7   → 

商業地域の地価公示価格 円/㎡ 83,900 86,500 87,800 90,500 96,000 ↑ 
 

 

  

施策３－１－１ 活気とにぎわいを創り出す商工業の活性化 施策３－１－１ 活気とにぎわいを創り出す商工業の活性化 
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■施策の目標 

・市内外の企業の事業用地確保に対するニーズへの対応が可能となり、多様な働き方ができる企業が立地し、就業

の機会と選択肢が拡大した状態 

■施策の目標 

・市内外の企業の事業用地確保に対するニーズへの対応が可能となり、多様な働き方ができる企業が立地し、就業

の機会と選択肢が拡大した状態 

■現状と課題 

・県内には工業適地が少なく、企業誘致の自治体間競争が生じていますが、本市の工業団地内には空き用地がなく、

企業の規模拡大や市外からの進出に適時に対応することができていないため、長期的な計画のもと土地利用の法

規制を解除するなどして、産業用地の確保を行っていくことが必要となっています。 

・類似団体と比較しても製造業における従業者数の割合が 33.2％（REASAS 2016 年）と高く、雇用の創出に寄与

している一方で、事務職を希望する求職者に対し求人が少ないというミスマッチも生じており、就職決定率も

67.0％（令和 3（2021）年度）となっていることから、幅広い業種や多様な働き方ができる企業の増加も求めら

れています。 

■現状と課題 

・県内には工業適地が少なく、企業誘致の自治体間競争が生じていますが、本市の工業団地内には空き用地がなく、

企業の規模拡大や市外からの進出に適時に対応することができていないため、長期的な計画のもと土地利用の法

規制を解除するなどして、産業用地の確保を行っていくことが必要となっています。 

・類似団体と比較しても製造業における従業者数の割合が 27.9％（RESAS2021 年）と高く、雇用の創出に寄与し

ている一方で、事務職を希望する求職者に対し求人が少ないというミスマッチも生じており、就職決定率も

55.5％（2023 年度）となっていることから、幅広い業種や多様な働き方ができる企業の増加も求められていま

す。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

法人市民税額 百万円 613 670 570 568 564 ↑ 

固定資産税額 百万円 3,013 3,136 3,214 3,155 3,280 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

法人市民税額 百万円 670 570 568 564 548 ↑ 

固定資産税額 百万円 3,136 3,214 3,155 3,280 3,430 ↑ 
 

 

  

施策３－１－２ 企業立地の促進と新たな雇用の創出 施策３－１－２ 企業立地の促進と新たな雇用の創出 
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■施策の目標 

・市民自ら誇りを持って率先して観光 PR を行い、市外から認知され観光施設への来訪者が増える状態 

■施策の目標 

・市民自ら誇りを持って率先して観光 PR を行い、市外から認知され観光施設への来訪者が増える状態 

■現状と課題 

・本市は県内でも観光客数が多い福岡都市圏内に位置しているものの、本市の観光ブランディングが不十分である

こと、加えて近隣市町との広域連携による観光施策も十分に活用できていないことから、本市の魅力ある自然、

文化、歴史、食などの観光資源が十分にＰＲできていない状況です。 

・市全体の好循環を生み、持続可能な観光振興を効果的に進めていくためには、本市の独自性を明確にした取組が

重要であることから、令和５（2023）年度に古賀市観光ブランドコンセプトを定めました。今後はこのコンセプ

トに沿った取組を推進していく必要があります。 

・観光を産業として捉え、事業者の収益増に繋がるよう、一般社団法人古賀市観光協会をはじめ事業者等と連携し

て観光振興を推進していく必要があります。 

・市の特徴をとらえたオリジナル商品などの開発を後押しし、市のブランド商品として確立することにより、市全

体のブランド力を向上させ、効果的に発信していく必要があります。 

■現状と課題 

・本市は県内でも観光客数が多い福岡都市圏内に位置しているものの、本市の観光ブランディングが不十分である

こと、加えて近隣市町との広域連携による観光施策も十分に活用できていないことから、本市の魅力ある自然、

文化、歴史、食などの観光資源が十分にＰＲできていない状況です。 

・市全体の好循環を生み、持続可能な観光振興を効果的に進めていくためには、本市の独自性を明確にした取組が

重要であることから、令和５（2023）年度に古賀市観光ブランドコンセプトを定めました。今後はこのコンセプ

トに沿った取組を推進していく必要があります。 

・観光を産業として捉え、事業者の収益増に繋がるよう、一般社団法人古賀市観光協会をはじめ事業者等と連携し

て観光振興を推進していく必要があります。 

・市の特徴をとらえたオリジナル商品などの開発を後押しし、市のブランド商品として確立することにより、市全

体のブランド力を向上させ、効果的に発信していく必要があります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

主要観光施設利用状況調査利用者数 千人 540 508 466 415 474 ↑ 

主要観光施設利用状況調査消費額 百万円 1,157 1,134 938 1,000 1,090 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

主要観光施設利用状況調査利用者数 千人 508 466 415 474 491 ↑ 

主要観光施設利用状況調査消費額 百万円 1,134 938 1,000 1,090 1,179 ↑ 
 

 

  

施策３－１－３ 魅力あふれる観光の活性化 施策３－１－３ 魅力あふれる観光の活性化 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○安定的・持続的に農業が経営されるとともに、農業生産基盤や水源涵養・防災など多面的機能が維持された優良

な農地や森林が保全されているまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○安定的・持続的に農業が経営されるとともに、農業生産基盤や水源涵養・防災など多面的機能が維持された優良

な農地や森林が保全されているまち 

■現状と課題 

・農地や森林は、洪水や土砂災害防止等の国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観など重要な多面

的機能を有しており、農林業振興以外の面からもその保全が重要です。 

・本市の農業は、農家の高齢化と農業収入の減少や労働条件の厳しさによる後継者の離農などにより、担い手不足

の問題が顕著になってきています。その結果、農家数・農業就業人口の減少、経営耕地面積の減少や耕作放棄が

続き、農業用施設（水路・ため池・農業用道路等）の管理が困難になることも懸念されています。 

・有害鳥獣による農作物被害は営農意欲の減退をもたらし、耕作放棄や離農の要因になることから農業経営に深刻

な影響を及ぼしています。 

・農地を保全し、農業振興を図るためには、農業の魅力を向上させて稼げる農業を確立し、農業収入を増加させる

ことによる担い手の確保、農業生産基盤の整備・管理、農業の生産性向上などが必要です。 

・本市においても、農外からの新規参入の増加や新しい感覚を持った後継者が観光農業や大規模経営に取り組むな

ど、明るい兆しが見えてきています。 

・食料供給はもちろん、農産物を摂取することによる健康増進効果、地元の農産物や郷土料理の理解促進、自然の

恩恵に対する敬愛など、農業によりもたらされる多様な効果が期待されており、生産者も消費者も、お互いが地

域経済の一員として、豊かな恵みを次世代に引き継いでいくため、農産物の消費拡大や地産地消の推進、生産者

と消費者の交流による農業への理解促進などに取り組む必要があります。 

・本市の林業は、木材価格低迷の影響を受け、林業従事者が減少しており、今後の維持・拡大は困難な状況にあり

ます。 

・地権者の多くは所有する森林の所在を把握しておらず、森林の荒廃が進んでいます。多面的機能の保全のため、

地権者の意向を踏まえながら、山林の集約化と経営管理制度の確立を図り、間伐等の手入れや天然林化を進める

必要があります。 

■現状と課題 

・農地や森林は、洪水や土砂災害防止等の国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観など重要な多面

的機能を有しており、農林業振興以外の面からもその保全が重要です。 

・本市の農業は、農家の高齢化と農業収入の減少や労働条件の厳しさによる後継者の離農などにより、担い手不足

の問題が顕著になってきています。その結果、農家数・農業就業人口の減少、経営耕地面積の減少や耕作放棄が

続き、農業用施設（水路・ため池・農業用道路等）の管理が困難になることも懸念されています。 

・有害鳥獣による農作物被害は営農意欲の減退をもたらし、耕作放棄や離農の要因になることから農業経営に深刻

な影響を及ぼしています。 

・農地を保全し、農業振興を図るためには、農業の魅力を向上させて稼げる農業を確立し、農業収入を増加させる

ことによる担い手の確保、農業生産基盤の整備・管理、農業の生産性向上などが必要です。 

・本市においても、農外からの新規参入の増加や新しい感覚を持った後継者が観光農業や大規模経営に取り組むな

ど、明るい兆しが見えてきています。 

・食料供給はもちろん、農産物を摂取することによる健康増進効果、地元の農産物や郷土料理の理解促進、自然の

恩恵に対する敬愛など、農業によりもたらされる多様な効果が期待されており、生産者も消費者も、お互いが地

域経済の一員として、豊かな恵みを次世代に引き継いでいくため、農産物の消費拡大や地産地消の推進、生産者

と消費者の交流による農業への理解促進などに取り組む必要があります。 

・本市の林業は、木材価格低迷の影響を受け、林業従事者が減少しており、今後の維持・拡大は困難な状況にあり

ます。 

・地権者の多くは所有する森林の所在を把握しておらず、森林の荒廃が進んでいます。多面的機能の保全のため、

地権者の意向を踏まえながら、山林の集約化と経営管理制度の確立を図り、間伐等の手入れや天然林化を進める

必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

総農家数 戸 448 448 362 362 362 → 

経営耕地面積 ha 475 475 412 412 412 → 

耕地面積 ha 498 471 466 453 446 → 

森林面積 ha 1,376 1,376 1,635 1,635 1,635 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

総農家数 戸 448 362 362 362 362 → 

経営耕地面積 ha 475 412 412 412 412 → 

耕地面積 ha 471 466 453 446 444 → 

森林面積 ha 1,376 1,635 1,635 1,635 1,635 － 
 

 

  

政策３－２ 農林業の振興                                   政策３－２ 農林業の振興 
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■施策の目標 

・農業施設の維持管理に対する農業者や地域の負担が軽減されている状態 

・農業者だけでなく、地域住民などが一体となって農業の多面的機能が発揮される活動に参加している状態 

・優良な農地が適切に保全管理されている状態 

■施策の目標 

・農業施設の維持管理に対する農業者や地域の負担が軽減されている状態 

・農業者だけでなく、地域住民などが一体となって農業の多面的機能が発揮される活動に参加している状態 

・優良な農地が適切に保全管理されている状態 

■現状と課題 

・多面的機能支払交付金を活用して農業用施設の維持管理に取り組んでいる農業集落もありますが、高齢化による

担い手不足から、日常的な維持管理が困難な状態となってきています。 

・井堰やため池は、耐用年数を超えたことによる経年劣化、近年特に多発している災害による破損等を受けて農区

からの工事要望により工事を行っています。 

・全国的に災害による堤体の決壊が大きな問題となっていることもあり、そのような災害による被害を未然に防ぐ

防災の面からも、ため池耐震診断の実施についても検討する必要があります。 

・高齢化により井堰やため池の施設管理が困難となってきていることから、今後、井堰やため池を農区の負担軽減

となる設備へ改良し、農地の保全を図る必要があります。 

・認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織など、継続的に農地利用を行なう経営体としての担い手が必要にも

かかわらず、担い手となる農業者が少なく、使い切れない農地が増えてきていることが課題です。 

・水利、農地の利用調整、農地や農業用施設の共同管理作業への関わり方などについて、地域ごとの考え方がある

ため、話し合いによりめざすべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、地域内外から農地の受け手

を幅広く確保しつつ、農地の集約化等を進める必要があります。 

・守るべき農地を明確にしたうえで、農地を維持管理する態勢を地域のなかで作り上げていく必要があります。 

・基盤整備完了耕地面積は、市内耕地面積の 9％であり、計画している薦野清滝地区内の耕地面積を含めても 12%

であり、さらに基盤整備を行う余地があります。 

・遊休農地が市内農地の 10％あることや、65 歳以上の農業就業人口が 7 割を占め、他市町村よりも 1 割程多いこ

とが集積率の低下につながっていると考えられます。 

・基盤整備事業を行うことで、休耕地を減少させ、耕作面積を増加させることができ、集積率を上昇させることが

できると考えられ、新たな担い手の確保ができれば、営農者の高齢化を抑えることもできるものと考えられます。 

■現状と課題 

①多面的機能支払交付金を活用して農業用施設の維持管理に取り組んでいる農業集落もありますが、高齢化による

担い手不足から、日常的な維持管理が困難な状態となってきています。 

②井堰やため池は、耐用年数を超えたことによる経年劣化、近年特に多発している災害による破損等を受けて農区

からの工事要望により工事を行っています。 

③全国的に災害による堤体の決壊が大きな問題となっていることもあり、そのような災害による被害を未然に防ぐ

防災の面からも、ため池耐震診断を実施しています。 

④高齢化により井堰やため池の施設管理が困難となってきていることから、今後、井堰やため池を農区の負担軽減

となる設備へ改良し、農地の保全を図る必要があります。 

⑤認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織など、継続的に農地利用を行なう経営体としての担い手が必要にも

かかわらず、担い手となる農業者が少なく、使い切れない農地が増えてきていることが課題です。 

⑥水利、農地の利用調整、農地や農業用施設の共同管理作業への関わり方などについて、地域ごとの考え方がある

ため、話し合いによりめざすべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、地域内外から農地の受け手

を幅広く確保しつつ、農地の集約化等を進める必要があります。 

⑦守るべき農地を明確にしたうえで、農地を維持管理する態勢を地域のなかで作り上げていく必要があります。 

⑧基盤整備完了耕地面積は、市内耕地面積の 9％であり、整備中である薦野清滝地区内の耕地面積を含めても 12%

であり、さらに基盤整備を行う余地があります。 

⑨遊休農地が市内農地のおよそ 8％あることや、65 歳以上の農業就業人口が 7 割を占め、他市町村よりも 1 割程

多いことが集積率の低下につながっていると考えられます。 

⑩基盤整備事業を行うことで、休耕地を減少させ、耕作面積を増加させることができ、集積率を上昇させることが

できると考えられ、新たな担い手の確保ができれば、営農者の高齢化を抑えることもできるものと考えられます。 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

遊休農地面積割合 ％ 12 14 11 10 10 ↓ 

担い手農家への農地集積率 % 27 33 37 37 39 ↑ 

農地法第 4 条（転用）の許可面積 ha 0.4 0.2 0.3 1.4 1.2 － 

農地法第 5 条（転用目的の権利移動）の許可面積  ha 1.6 4.4 6.3 3.2 8.0 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

遊休農地面積割合 ％ 14 11 10 10 8 ↓ 

担い手農家への農地集積率 % 33 37 37 39 40 ↑ 

農地法第 4 条（転用）の許可面積 ha 0.2 0.3 1.4 1.2 25.2 － 

農地法第 5 条（転用目的の権利移動）の許可面積  ha 4.4 6.3 3.2 8.0 8.6 － 
 

 

  

施策３－２－１ 農地の保全と有効活用 施策３－２－１ 農地の保全と有効活用 
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■施策の目標 

・農業に従事したいと思えるような労働条件（収入・労働時間）の改善が進んでいる状態 

・農業の担い手の高齢化問題が解消され、農業収入が増加している状態 

・農産物価格が持ち直し、農業者の所得水準が向上している状態 

・地元農産物のブランド化が展開され知名度が向上している状態 

■施策の目標 

・農業に従事したいと思えるような労働条件（収入・労働時間）の改善が進んでいる状態 

・農業の担い手の高齢化問題が解消され、農業収入が増加している状態 

・農産物価格が持ち直し、農業者の所得水準が向上している状態 

・地元農産物のブランド化が展開され知名度が向上している状態 

■現状と課題 

・持続可能な農業経営のためには担い手が欠かせませんが、主に高齢化などの理由で担い手不足が顕著となってい

ます。 

・就農希望者は増えてきていますが、就農までに至らない場合もあり、就農希望から新規就農への体制づくりが必

要です。 

・持続した農業経営のためにも、新規就農者の育成、支援のための安定した体制づくりが必要となっています。 

・消費者のニーズが多様化し、安全・安心に対する意識が向上していくなかで、生産者と消費者とが交流し、顔が

見える関係を築いていくことが持続可能な農業経営を推進するうえで必要となっています。 

・有害鳥獣による農作物被害が増加してきており、猟友会も高齢化で会員が減少していることから、今後も増加が

見込まれる有害鳥獣への対策が課題となっています。 

・地元産の農産物への認知度が低く、地元農産物のブランド化など今後どのようにして認知度を向上していくかが

課題となっています。 

・農家直売軽トラ市や朝どりこがスイーツコーン祭を行ってきていますが、軽トラ市実行委員会の中でもマンネリ

化という意見もあることから、それに代わるものを実施して地産地消を推進することも必要です。 

・コスモス館の来客数及び売上を上げるため、コスモス広場利用組合や古賀市観光協会、ＪＡ粕屋、北筑前普及指

導センターなどの関係機関との協議を進めていくことが必要です。 

・付加価値の高い高収益園芸作物への転換を推進しており、特にイチゴ農家への就農が増えてきていますが、高収

益である反面、労働時間も長く、農家の負担は大きいことから、今後のロボット技術や ICT などの新たな技術に

よる労働負担の軽減を検討していく必要があります。 

・農業経営安定のための農業設備や機械購入等の補助について、国や県の既存補助事業の動向や新規補助事業の創

設などを注視し、本市に必要とされる補助を迅速に判断し取り掛かることが必要です。 

・農業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でないとできない作業が多く、省力化や負担の軽減、技術

の継承が重要な課題となっており、スマート農業技術の活用により作業の自動化や情報共有の簡易化、データ活

用を推進することが必要です。 

■現状と課題 

・持続可能な農業経営のためには担い手が欠かせませんが、主に高齢化などの理由で担い手不足が顕著となってい

ます。 

・就農希望者は増えてきていますが、就農までに至らない場合もあり、就農希望から新規就農への体制づくりが必

要です。 

・持続した農業経営のためにも、新規就農者の育成、支援のための安定した体制づくりが必要となっています。 

・消費者のニーズが多様化し、安全・安心に対する意識が向上していくなかで、生産者と消費者とが交流し、顔が

見える関係を築いていくことが持続可能な農業経営を推進するうえで必要となっています。 

・有害鳥獣の生息域が拡大し、農作物への被害が深刻化しており、有害鳥獣による農作物被害防止の効果的な対策

が課題となっています。 

・地元産の農産物への認知度が低く、地元農産物のブランド化など今後どのようにして認知度を向上していくかが

課題となっています。 

・農家直売軽トラ市や朝どりこがスイーツコーン祭を行ってきていますが、軽トラ市実行委員会の中でもマンネリ

化という意見もあることから、それに代わるものを実施して地産地消を推進することも必要です。 

・コスモス館の来客数及び売上を上げるため、コスモス広場利用組合や古賀市観光協会、ＪＡ粕屋、北筑前普及指

導センターなどの関係機関との協議を進めていくことが必要です。 

・付加価値の高い高収益園芸作物への転換を推進しており、特にイチゴ農家への就農が増えてきていますが、高収

益である反面、労働時間も長く、農家の負担は大きいことから、今後のロボット技術や ICT などの新たな技術に

よる労働負担の軽減を検討していく必要があります。 

・農業経営安定のための農業設備や機械購入等の補助について、国や県の既存補助事業の動向や新規補助事業の創

設などを注視し、本市に必要とされる補助を迅速に判断し取り掛かることが必要です。 

・農業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でないとできない作業が多く、省力化や負担の軽減、技術

の継承が重要な課題となっており、スマート農業技術の活用により作業の自動化や情報共有の簡易化、データ活

用を推進することが必要です。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

販売農家数 戸 309 309 246 246 246 ↑ 

農業従事者の平均年齢 歳 60.3 60.3 61.7 61.7 61.7 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

販売農家数 戸 309 246 246 246 246 ↑ 

農業従事者の平均年齢 歳 60.3 61.7 61.7 61.7 61.7 ↓ 
 

 

  

施策３－２－２ 持続可能な農業経営の推進 施策３－２－２ 持続可能な農業経営の推進 
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■施策の目標 

・森林経営計画により自主的な森林施業が継続して行われている状態 

・林道施設の長寿命化が図られ、林道の円滑な通行が維持されている状態 

■施策の目標 

・森林経営計画により自主的な森林施業が継続して行われている状態 

・林道施設の長寿命化が図られ、林道の円滑な通行が維持されている状態 

■現状と課題 

・土砂災害の防止や生活用水・農業用水の確保など、森林の公益的機能を維持するためには森林の保全が不可欠で

あり、そのためには恒常的な管理を行うなど地元を含めた地権者の理解や協力が必要です。 

・木材の価格も低迷しており、林業従事者も 2 経営体と数少ない状況（2020 農林業センサス）です。 

・森林管理の方向性を明確にするため、地権者に森林経営管理計画を作成してもらう森林経営管理制度の実施が必

要になってきますが、地権者や境界がはっきりしない林地が多いため、森林台帳のさらなる整備が課題です。 

・民有地は基本的に地権者が管理する必要がありますが、高齢化や、相続等によりそもそも土地の所在地や境界を

知らないなど、地権者自身で管理を行いづらい状況が増えてきています。 

・森林管理のためには、恒常的な林道の管理が不可欠であり、計画的な林道維持・補修が必要になっています。 

 

■現状と課題 

①土砂災害の防止や生活用水・農業用水の確保など、森林の公益的機能を維持するためには森林の保全が不可欠で

あり、そのためには恒常的な管理を行うなど地元を含めた地権者の理解や協力が必要です。 

②木材の価格も低迷しており、林業従事者も 2 経営体と数少ない状況（2020 農林業センサス）です。 

③森林管理の方向性を明確にするため、地権者に森林経営管理計画を作成してもらう森林経営管理制度の実施が必

要になってきますが、地権者や境界がはっきりしない林地が多いため、森林台帳のさらなる整備が課題です。 

④民有地は基本的に地権者が管理する必要がありますが、高齢化や、相続等によりそもそも土地の所在地や境界を

知らないなど、地権者自身で管理を行いづらい状況が増えてきています。 

⑤森林管理のためには、恒常的な林道の管理が不可欠であり、計画的な林道維持・補修が必要になっています。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

森林経営計画対象森林面積 ha 752.86 752.86 702.91 702.91 702.91 → 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

森林経営計画対象森林面積 ha 752.86 702.91 702.91 702.91 702.91 → 
 

 

  

施策３－２－３ 森林を守る林業の振興 施策３－２－３ 森林を守る林業の振興 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○調和した土地利用のもと、市民が利便性の高い生活環境のなかで快適に暮らしているまち 

○新たな玄関口となる JR 古賀駅周辺がにぎわいに満ちた居心地が良く歩きたくなるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○調和した土地利用のもと、市民が利便性の高い生活環境のなかで快適に暮らしているまち 

○新たな玄関口となる JR 古賀駅周辺がにぎわいに満ちた居心地が良く歩きたくなるまち 

■現状と課題 

・福岡都市圏に立地する本市は、昭和 40（1965）年代以降、花鶴丘地区などの土地区画整理事業による大規模な

住宅地開発が行われ、人口増加の受皿となる良好な住環境が整備されるとともに、今在家工業団地をはじめとし

た工業団地の造成により工業地が集積され、市街地の量的拡大が進みました。 

・住宅地開発により人口は増加しましたが、人口減少社会を迎えるにあたり、分譲マンションや戸建て住宅などの

住宅ストックが有効に活用される必要があります。マンションの管理不全や空き家の増加によって地域コミュニ

ティの活力の低下につながることが懸念されます。 

・計画的な開発が行われていない住宅地では、狭あいな道路が多くあります。管理の行き届かない空き家の増加に

より、身近な生活環境に支障が生じる事案も発生しています。 

・都市計画区域外では、特定用途制限地域の指定により用途混在は抑制されるようになりましたが、農地や山林か

ら倉庫や住宅への土地利用転換は増加傾向にあります。 

・広域交通の要衝としての優れた交通利便性からこれまで工業団地に製造業や物流業など多くの企業が立地し、職

住が近接する市街地が形成されてきました。企業の進出需要は引き続き高いにも関わらず、新たに産業を受け入

れるための大規模な未利用地が不足しており、新たな産業用地が求められています。 

・本市の中心拠点である JR 古賀駅周辺では、西口は本市唯一の商業地域であるにもかかわらず高層住宅が立ち並

ぶ一方で、商店街のシャッター街化、空き地や駐車場による都市のスポンジ化が進み、にぎわいが低下していま

す。東口は、立地する工場の生産活動と住宅が中心で、にぎわいの基本となる商業機能は集積していません。 

・今後は、市全域を俯瞰した都市づくりの視点を持ち、居住機能と商業、医療、福祉などの都市機能の適正な配置

により人口密度を維持し、人口減少への対応だけでなく、産業力の強化や防災・減災対策などの諸課題に対応す

ることが必要となっています。 

・公園は、健康づくりや子どもの遊び場など市民の憩いの空間としての機能や、地震等災害時の地域の緊急避難場

所としての機能を有しています。今後も、公園の使い方や美化、遊具などの施設のあり方について、地域住民の

意見を取り入れながら、ともに維持していくことが必要です。 

・都市計画道路等の幹線道路については、広域幹線道路である国道 3 号、国道 495 号、主要地方道筑紫野・古賀線

や九州自動車道・古賀インターチェンジを骨格としながら、住宅地や工業団地などから JR 鹿児島本線の 3 駅へ

のアクセス性の確保や円滑な市内移動のために整備を進めています。今後も、市民の利便性の高い生活や事業者

の円滑な経済活動を支える安全・安心な道路網の構築が必要です。 

・上水道は、昭和 30（1955）年に水道事業を開始しており、管路経年化率が悪化を続けています。経年化率を低

減させるため、計画的な管路の更新が必要です。 

・浄水場については、自己水源の不安定により自己浄水量が減少していることから、将来に向けて持続可能な安定

供給を図るため、廃止を前提に用水供給事業者と水源転換の協議を進めます。 

・下水道は、昭和 41（1966）年に公共下水道事業を開始し、以降、農業集落排水事業、合併処理浄化槽事業とあ

わせて、施設の整備を進めてきました。 

・下水道施設については、管路や汚水処理施設の老朽化が進行するなか、施設の更新とあわせて統廃合、再構築な

どによる最適化を推進する必要があります。 

・下水道事業は、平成 31（2019）年 4 月から公営企業会計を導入するとともに、体制の見直しや事務の効率化に

努めてきましたが、公営企業を取り巻く経営環境は急速に厳しさを増しています。今後も経営の見える化を推進

し、事業の見直しや更なる経営の効率化、適正な使用料収入の確保に取り組み、経営改善を図ることで、将来に

わたって安定的に質の高いサービスの提供体制を確保する必要があります。 

■現状と課題 

・福岡都市圏に立地する本市は、昭和 40（1965）年代以降、花鶴丘地区などの土地区画整理事業による大規模な

住宅地開発が行われ、人口増加の受皿となる良好な住環境が整備されるとともに、今在家工業団地をはじめとし

た工業団地の造成により工業地が集積され、市街地の量的拡大が進みました。 

・住宅地開発により人口は増加しましたが、人口減少社会を迎えるにあたり、分譲マンションや戸建て住宅などの

住宅ストックが有効に活用される必要があります。マンションの管理不全や空き家の増加によって地域コミュニ

ティの活力の低下につながることが懸念されます。 

・計画的な開発が行われていない住宅地では、狭あいな道路が多くあります。管理の行き届かない空き家の増加に

より、身近な生活環境に支障が生じる事案も発生しています。 

・都市計画区域外では、特定用途制限地域の指定により用途混在は抑制されるようになりましたが、農地や山林か

ら倉庫や住宅への土地利用転換は増加傾向にあります。 

・広域交通の要衝としての優れた交通利便性からこれまで工業団地に製造業や物流業など多くの企業が立地し、職

住が近接する市街地が形成されてきました。企業の進出需要は引き続き高いにも関わらず、新たに産業を受け入

れるための大規模な未利用地が不足しており、新たな産業用地が求められています。 

・本市の中心拠点である JR 古賀駅周辺では、西口は本市唯一の商業地域であるにもかかわらず高層住宅が立ち並

ぶ一方で、商店街のシャッター街化、空き地や駐車場による都市のスポンジ化が進み、にぎわいが低下していま

す。東口は、立地する工場の生産活動と住宅が中心で、にぎわいの基本となる商業機能は集積していません。 

・今後は、市全域を俯瞰した都市づくりの視点を持ち、居住機能と商業、医療、福祉などの都市機能の適正な配置

により人口密度を維持し、人口減少への対応だけでなく、産業力の強化や防災・減災対策などの諸課題に対応す

ることが必要となっています。 

・公園は、健康づくりや子どもの遊び場など市民の憩いの空間としての機能や、地震等災害時の地域の緊急避難場

所としての機能を有しています。今後も、公園の使い方や美化、遊具などの施設のあり方について、地域住民の

意見を取り入れながら、ともに維持していくことが必要です。 

・都市計画道路等の幹線道路については、広域幹線道路である国道 3 号、国道 495 号、主要地方道筑紫野・古賀線

や九州自動車道・古賀インターチェンジを骨格としながら、住宅地や工業団地などから JR 鹿児島本線の 3 駅へ

のアクセス性の確保や円滑な市内移動のために整備を進めています。今後も、市民の利便性の高い生活や事業者

の円滑な経済活動を支える安全・安心な道路網の構築が必要です。 

・上水道は、昭和 30（1955）年に水道事業を開始しており、管路経年化率が悪化を続けています。経年化率を低

減させるため、計画的な管路の更新が必要です。 

・浄水場については、自己水源の不安定により自己浄水量が減少していることから、将来に向けて持続可能な安定

供給を図るため、引き続き水道用水供給事業団体と水源転換の協議を進めます。 

・下水道は、昭和 41（1966）年に公共下水道事業を開始し、以降、農業集落排水事業、合併処理浄化槽事業とあ

わせて、施設の整備を進めてきました。 

・下水道施設については、管路や汚水処理施設の老朽化が進行するなか、施設の更新とあわせて統廃合、再構築な

どによる最適化を推進する必要があります。 

・下水道事業は、平成 31（2019）年 4 月から公営企業会計を導入するとともに、体制の見直しや事務の効率化に

努めてきましたが、公営企業を取り巻く経営環境は急速に厳しさを増しています。今後も経営の見える化を推進

し、事業の見直しや更なる経営の効率化、適正な使用料収入の確保に取り組み、経営改善を図ることで、将来に

わたって安定的に質の高いサービスの提供体制を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

政策４－１ 良好な都市環境の形成                                   政策４－１ 良好な都市環境の形成 
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■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市街化区域内人口密度 人 / h a 65.9 66.3 66.2 65.8 65.5 → 

固定資産税額（土地） 百万円 1,095 1,110 1,125 1,136 1,148 ↑ 

固定資産税額（家屋） 百万円 1,352 1,419 1,479 1,420 1,509 ↑ 

固定資産税額（償却資産） 百万円 566 608 611 599 623 ↑ 

JR 駅の乗車人員数（3 駅合計） 人/日 12,270 12,201 9,846 10,278 10,694 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市街化区域内人口密度 人 / h a 66.3 66.2 65.8 65.5 65.6 → 

固定資産税額（土地） 百万円 1,110 1,125 1,136 1,148 1,153 ↑ 

固定資産税額（家屋） 百万円 1,419 1,479 1,420 1,509 1,525 ↑ 

固定資産税額（償却資産） 百万円 608 611 599 623 733 ↑ 

JR 駅の乗車人員数（3 駅合計） 人/日 12,201 9,846 10,278 10,694 10,977 ↑ 
 

 

 

 

 

■施策の目標 

・地域特性に応じた土地利用を図り、適切な規制・誘導や計画的な事業の実施により、自然環境と調和した職住近

接のまちづくりが進んでいる状態 

■施策の目標 

・地域特性に応じた土地利用を図り、適切な規制・誘導や計画的な事業の実施により、自然環境と調和した職住近

接のまちづくりが進んでいる状態 

■現状と課題 

・国道 3 号、主要地方道筑紫野・古賀線沿い及び古賀インターチェンジ周辺では、農業との調和を図りながら、地

域経済の活性化のための土地利用転換が求められています。 

・古賀駅周辺は市の玄関口であるとともに、商業地や住宅地としても利用価値が高いことから、中心拠点としての

活性化や土地の高度利用を推進する必要があります。 

・都市全体における土地利用や公共インフラの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、人口減少を踏まえた都市経営

を効率的・効果的に行うことが求められています。 

・住環境・防災環境の向上のため、狭あい道路の拡幅や無電柱化など安全・安心な市街地の形成に向けた取組が求

められています。 

・人口の減少・低密度化や空き家・空き地等の増加への対応を踏まえつつ、良好な住環境の維持・発展を図り、多

世代が安心して暮らせるコミュニティ空間が創出されることが求められています。 

・自然風景や昔ながらのまちなみと都市の発展とともに形成される景観とのバランスを図り、住み続けたくなる魅

力的な景観に誘導していく必要があります。 

■現状と課題 

・国道 3 号、主要地方道筑紫野・古賀線沿い及び古賀インターチェンジ周辺では、農業との調和を図りながら、地

域経済の活性化のための土地利用転換が求められています。 

・古賀駅周辺は市の玄関口であるとともに、商業地や住宅地としても利用価値が高いことから、中心拠点としての

活性化や土地の高度利用を推進する必要があります。 

・都市全体における土地利用や公共インフラの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、人口減少を踏まえた都市経営

を効率的・効果的に行うことが求められています。 

・住環境・防災環境の向上のため、狭あい道路の拡幅や無電柱化など安全・安心な市街地の形成に向けた取組が求

められています。 

・人口の減少・低密度化や空き家・空き地等の増加への対応を踏まえつつ、良好な住環境の維持・発展を図り、多

世代が安心して暮らせるコミュニティ空間が創出されることが求められています。 

・自然風景や昔ながらのまちなみと都市の発展とともに形成される景観とのバランスを図り、住み続けたくなる魅

力的な景観に誘導していく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

JR 駅の乗車人員数（古賀駅） 人/日 6,864 6,808 5,432 5,674 6,008 ↑ 

JR 駅の乗車人員数（千鳥駅） 人/日 3,814 3,776 3,039 3,134 3,201 ↑ 

JR 駅の乗車人員数（ししぶ駅） 人/日 1,592 1,617 1,375 1,470 1,485 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

JR 駅の乗車人員数（古賀駅） 人/日 6,808 5,432 5,674 6,008 6,157 ↑ 

JR 駅の乗車人員数（千鳥駅） 人/日 3,776 3,039 3,134 3,201 3,302 ↑ 

JR 駅の乗車人員数（ししぶ駅） 人/日 1,617 1,375 1,470 1,485 1,518 ↑ 
 

 

  

施策４－１－１ 地域特性に応じた土地利用の推進 施策４－１－１ 地域特性に応じた土地利用の推進 
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■施策の目標 

・休養や遊び、コミュニティ活動などさまざまな活動の場として、また、避難場所や緩衝帯として、市民が安全で

安心して利用し、利用できる状態 

■施策の目標 

・休養や遊び、コミュニティ活動などさまざまな活動の場として、また、避難場所や緩衝帯として、市民が安全で

安心して利用し、利用できる状態 

■現状と課題 

・公園や広場などの公共空間は、市民の憩いの場、レクリエーションの場としてだけではなく、地震や火災などの

災害時における避難場所や緩衝帯としての機能も求められていますが、公園施設の老朽化や樹木の繁茂化が課題

となっています。新たな市民ニーズや都市機能施設の充実のため、公園の維持管理のあり方や機能の充実・再編

の検討が必要になってきています。 

■現状と課題 

・公園や広場などの公共空間は、市民の憩いの場、レクリエーションの場としてだけではなく、地震や火災などの

災害時における避難場所や緩衝帯としての機能も求められていますが、公園施設の老朽化や樹木の繁茂化が課題

となっています。新たな市民ニーズや都市機能施設の充実のため、公園の維持管理のあり方や機能の充実・再編

の検討が必要になってきています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市民一人当たりの都市公園面積 ㎡ 8.23 8.18 8.18 9.05 9.10 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市民一人当たりの都市公園面積 ㎡ 8.18 8.18 9.05 9.10 9.09 ↑ 
 

 

 

 

 

■施策の目標 

・道路が適切に維持管理され、道路改良の際にユニバーサルデザイン基準の道路に更新されるなど、市民等が安全

に安心して道路を利用することができている状態 

■施策の目標 

・道路が適切に維持管理され、道路改良の際にユニバーサルデザイン基準の道路に更新されるなど、市民等が安全

に安心して道路を利用することができている状態 

■現状と課題 

・市街地や観光拠点へ円滑に移動するための対応が求められていますが、広域又は地域内幹線道路は未整備区間が

散見され、円滑な交通が確保されているとは言えない状況です。今後も、市だけでなく、国・県とも連携しなが

ら、広域又は地域内幹線道路の路線の強化を行い、利便性の向上を図る必要があります。 

・生活道路では、昭和 40（1965）～50（1975）年代に造成された住宅団地において、道路構造（幅員、側溝な

ど）が規格に適さないものもあり改善の必要があります。 

■現状と課題 

・市街地や観光拠点へ円滑に移動するための対応が求められていますが、広域又は地域内幹線道路は未整備区間が

散見され、円滑な交通が確保されているとは言えない状況です。今後も、市だけでなく、国・県とも連携しなが

ら、広域又は地域内幹線道路の路線の強化を行い、利便性の向上を図る必要があります。 

・生活道路では、昭和 40（1965）～50（1975）年代に造成された住宅団地において、道路構造（幅員、側溝な

ど）が規格に適さないものもあり改善の必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

自動車交通量（道路交通センサス）国道 3

号－筑紫野古賀線 
台/日  19.6   22.4 ↓ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

「生活に密着した主要な道路、広域交通道

路が整備されている」と考える市民の割合 
％ 19.6   22.4  ↑ 

 

 

 

  

施策４－１－２ 地域ニーズを踏まえた公園の整備・維持管理 施策４－１－２ 地域ニーズを踏まえた公園の整備・維持管理 

施策４－１－３ 快適な道路網の整備 施策４－１－３ 快適な道路網の整備 
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■施策の目標 

・水道事業の安定的な財政基盤のもとで水道施設が計画的に更新されるなど、上水道が安定的に供給され、市民が

安心して上水道を利用できている状態 

 

■施策の目標 

・水道事業の安定的な財政基盤のもとで水道施設が計画的に更新されるなど、上水道が安定的に供給され、市民が

安心して上水道を利用できている状態 

 

■現状と課題 

・更新計画に基づき、老朽管更新比率を 45%（令和 6（2024）年度）と定め、老朽管の計画的な更新を行ってい

く必要があります。 

・自己水源の 1 つである古賀ダムの取水量が貯水状況に左右されるため自己浄水量が不安定となり、令和 4（2022）

年度における自己浄水は 1,884 ㎥/日(平均配水量の約 15%)となっています。 

・令和 7（2025）年度に更新時期を迎える浄水場のあり方として、持続可能な安定供給を図るために、廃止を前提

に用水供給事業者と水源転換の協議を行います。 

・将来の給水人口減に伴う料金収入減に備えるべく、コスト削減が必要な状況であり、デジタル化推進によるコス

ト削減について引き続き検証する必要があります。 

■現状と課題 

・更新計画に基づき、老朽管更新比率を 45%（令和 6（2024）年度）と定め、老朽管の計画的な更新を行ってい

く必要があります。 

・自己水源の 1 つである古賀ダムの取水量が貯水状況に左右されるため自己浄水量が不安定となり、令和 4（2022）

年度における自己浄水は 1,884 ㎥/日(平均配水量の約 15%)となっています。 

・令和 7（2025）年度に更新時期を迎える浄水場のあり方として、水道用水供給事業団体と水源転換の協議を進め

ながら、将来に向けて安全で安定的な経営を図る必要があります。 

・将来の給水人口減に伴う料金収入減に備えるべく、コスト削減が必要な状況であり、デジタル化推進によるコス

ト削減について引き続き検証する必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

給水人口 人 45,398 45,860 45,811 45,637 45,877 ↑ 

配水管漏水修繕件数 件 10 16 13 19 11 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

給水人口 人 45,860 45,811 45,637 45,877 46,073 ↑ 

配水管漏水修繕件数 件 16 13 19 11 12 ↓ 
 

 

  

施策４－１－４ 安全・安心な水道サービスの持続 施策４－１－４ 安全・安心な水道サービスの持続 
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■施策の目標 

・下水道事業の経営改善が進み、公共用水域の水質保全、集中豪雨等による浸水被害の防止が図られ、市民の安全

と快適な生活環境が確保されている状態 

■施策の目標 

・下水道事業の経営改善が進み、公共用水域の水質保全、集中豪雨等による浸水被害の防止が図られ、市民の安全

と快適な生活環境が確保されている状態 

■現状と課題 

・下水道の新規整備については、今後の人口減少や厳しさを増す財源確保など、整備に関わる情勢の変化に対応で

きるよう、地域の実情や経済性を勘案しながら整備を進めていく必要があります。併せて水洗化率の向上をめざ

し、下水道への接続促進を図る必要があります。 

・既存下水道施設の今後の改築需要の増加に対応できるよう、予防保全による施設・設備の長寿命化や適切な維持

管理を考慮したストックマネジメントに基づき、計画的な整備を行い、機能を維持する必要があります。 

・下水道施設の効率的な運営を図るため、農業集落排水施設を公共下水道に統合するなど、施設の再編成を進めて

いく必要があります。 

・さらなる快適な生活環境の確保をめざし、汚水処理人口普及率を向上させる必要があるため、合併処理浄化槽設

置補助事業に引き続き取り組む必要があります。 

・下水道事業の経営環境は、人口減少等によるサービス需要減少に伴う使用料収入の減少、物価高騰及び施設の老

朽化に伴う更新需要の増大などにより、急速に厳しさを増しています。特に、公共下水道事業については補填財

源が不足し、農業集落排水事業については採算が取れていないため、一般会計からの基準外繰入金による赤字補

填を行わざるを得ない状況にあります。将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくため

に、事業の見直しや更なる経営の効率化、適正な使用料収入の確保に取り組み、健全な経営の継続に努める必要

があります。 

・令和 4(2022）年度に改定した経営戦略を経営基盤強化と財政マネジメント向上のためのツールとして活用し、

事業の進捗管理や計画と実績との乖離の検証、定期的な見直しによる PDCA サイクルの確立を通じて、経営状況

等の見える化を図り、計画的かつ合理的な経営の実現をめざす必要があります。 

■現状と課題 

・下水道の新規整備については、今後の人口減少や厳しさを増す財源確保など、整備に関わる情勢の変化に対応で

きるよう、地域の実情や経済性を勘案しながら整備を進めていく必要があります。併せて水洗化率の向上をめざ

し、下水道への接続促進を図る必要があります。 

・既存下水道施設の今後の改築需要の増加に対応できるよう、予防保全による施設・設備の長寿命化や適切な維持

管理を考慮したストックマネジメントに基づき、計画的な整備を行い、機能を維持する必要があります。 

・下水道施設の効率的な運営を図るため、農業集落排水施設を公共下水道に統合するなど、施設の再編成を進めて

いく必要があります。 

・さらなる快適な生活環境の確保をめざし、汚水処理人口普及率を向上させる必要があるため、合併処理浄化槽設

置補助事業に引き続き取り組む必要があります。 

・下水道事業の経営環境は、人口減少等によるサービス需要減少に伴う使用料収入の減少、物価高騰及び施設の老

朽化に伴う更新需要の増大などにより、急速に厳しさを増しています。特に、公共下水道事業については補填財

源が不足し、農業集落排水事業については採算が取れていないため、一般会計からの基準外繰入金による赤字補

填を行わざるを得ない状況にあります。将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくため

に、事業の見直しや更なる経営の効率化、適正な使用料収入の確保に取り組み、健全な経営の継続に努める必要

があります。 

・令和 4(2022）年度に改定した経営戦略を経営基盤強化と財政マネジメント向上のためのツールとして活用し、

事業の進捗管理や計画と実績との乖離の検証、定期的な見直しによる PDCA サイクルの確立を通じて、経営状況

等の見える化を図り、計画的かつ合理的な経営の実現をめざす必要があります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

汚水処理人口普及率 ％ 97.93 98.14 98.25 98.33 98.43 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

汚水処理人口普及率 ％ 98.14 98.25 98.33 98.43 99.18 ↑ 
 

 

  

施策４－１－５ 下水道の整備と経営基盤の強化 施策４－１－５ 下水道の整備と経営基盤の強化 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○自らの運転に頼らなくても、市民が公共交通を利用することにより市内各所から市内外に円滑に移動できるまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○自らの運転に頼らなくても、市民が公共交通を利用することにより市内各所から市内外に円滑に移動できるまち 

■現状と課題 

・市内には、JR 鹿児島本線が博多・久留米方面と折尾・小倉方面とを南北方向に結んでおり、古賀駅、千鳥駅、し

しぶ駅の 3 駅がありますが、古賀駅での利用が過半数を占めており、古賀市の玄関口となっています。 

・市内の路線バスとして、西鉄バス古賀市内線があり、市内の各地域を結び、東西方向の移動手段として機能して

いますが、利用者数は減少傾向にあります。 

・古賀駅とコスモス館の間を運行している公共施設等連絡バス「コガバス」は、市役所、サンコスモ古賀等の公共

施設や沿線の病院などへのアクセス手段として利用されており、その利用者の大半は高齢者となっています。 

・市街地から離れた地域の市民は、地域内で利用できる医療施設・商業施設が限定されており、日常生活を送るう

えで市街地への移動が必要です。また、通勤・通学などのために市外への移動が必要な市民は、JR の駅へのアク

セスが必要です。特に高齢者や障がい者、学生など自家用車による移動が困難な市民は、公共交通機関の利用が

重要です。 

・西鉄バス古賀市内線及びコガバスの利用者数は伸び悩み、収支率も低迷し、路線バスを維持するためには多額の

財政負担が必要な状況です。さらに、運転士の高齢化や免許所持者の減少などを背景に、公共交通の重要な担い

手であるバス交通は、運転士不足が進行しており、バス路線の維持がさらに困難になることが予測されます。 

・今後、高齢化の進展により移動が制約される交通弱者の増加が続くと予測され、公共交通に対する需要は拡大す

ることが見込まれることから、市民の移動ニーズを満たしながら、持続可能な公共交通を実現するため、交通に

関する新たな技術・システムの活用を含めた検討が必要となっています。 

・新たに路線バスとタクシーの補完的な役割を持つ交通モードであるＡＩオンデマンドバス「のるーと古賀」を導

入しました。利用啓発の推進と並行して、利用者増に向けたニーズ分析と今後の運行計画を重ねて検討していく

ことが必要です。 

■現状と課題 

・市内には、JR 鹿児島本線が博多・久留米方面と折尾・小倉方面とを南北方向に結んでおり、古賀駅、千鳥駅、し

しぶ駅の 3 駅がありますが、古賀駅での利用が過半数を占めており、古賀市の玄関口となっています。 

・市内の路線バスとして、西鉄バス古賀市内線があり、市内の各地域を結び、東西方向の移動手段として機能して

いますが、利用者数は減少傾向にあります。 

・古賀駅とコスモス館の間を運行している公共施設等連絡バス「コガバス」は、市役所、サンコスモ古賀等の公共

施設や沿線の病院などへのアクセス手段として利用されており、その利用者の大半は高齢者となっています。 

・市街地から離れた地域の市民は、地域内で利用できる医療施設・商業施設が限定されており、日常生活を送るう

えで市街地への移動が必要です。また、通勤・通学などのために市外への移動が必要な市民は、JR の駅へのアク

セスが必要です。特に高齢者や障がい者、学生など自家用車による移動が困難な市民は、公共交通機関の利用が

重要です。 

・西鉄バス古賀市内線及びコガバスの利用者数は伸び悩み、収支率も低迷し、路線バスを維持するためには多額の

財政負担が必要な状況です。さらに、運転士の高齢化や免許所持者の減少などを背景に、公共交通の重要な担い

手であるバス交通は、運転士不足が進行しており、バス路線の維持がさらに困難になることが予測されます。 

・今後、高齢化の進展により移動が制約される交通弱者の増加が続くと予測され、公共交通に対する需要は拡大す

ることが見込まれることから、市民の移動ニーズを満たしながら、持続可能な公共交通を実現するため、交通に

関する新たな技術・システムの活用を含めた検討が必要となっています。 

・新たに路線バスとタクシーの補完的な役割を持つ交通モードであるＡＩオンデマンドバス「のるーと古賀」を導

入しました。利用啓発の推進と並行して、利用者増に向けたニーズ分析と今後の運行計画を重ねて検討していく

ことが必要です。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市内バス路線の収支率 % 46.8 44.5 34.9 35.3 40.3 ↑ 

市民一人当たりの市内路線（古賀市内線・コ

ガバス）の年間平均利用回数 
回 4.26 3.95 2.92 3.15 3.59 ↑ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市内バス路線の収支率 % 44.5 34.9 35.3 40.3 29.4 ↑ 

市民一人当たりの市内路線（古賀市内線・コ

ガバス）の年間平均利用回数 
回 3.95 2.92 3.15 3.59 4.29 ↑ 

 

 

  

政策４－２ 持続可能な公共交通の実現                                    政策４－２ 持続可能な公共交通の実現 
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■施策の目標 

・市内バス路線の収支率が改善し、バスの利用が円滑にできている状態 

■施策の目標 

・市内バス路線の収支率が改善し、バスの利用が円滑にできている状態 

■現状と課題 

・市街地から離れた地域においては、地域内で利用できる医療施設や商業施設が限定されており、地域内でサービ

スや生活必需品を揃えて完結することが難しい状況にあり、日常生活を送るうえで市街地へのアクセスが困難な

状況があります。 

・公共交通の主要な利用者は 60 歳以上となっており、今後も高齢者の増加が予測されます。市街地に比して運転

免許の保有率の高い青柳校区や小野校区では、今後自家用車が運転できなくなる高齢者が増加すること想定さ

れ、現行の運行ダイヤや車両設備のままでは、高齢者の移動に支障をきたす可能性があります。 

・バス運転士の高齢化や成り手不足を背景に運転士不足が進行しており、加えて働き方改革により労働時間の制限

が厳格化してきているため、今後、公共交通を支えるリソースが縮小することが予測されます。 

・令和４（2022）年度の西鉄バス古賀市内線の収支率は 41.8％、コガバスの収支率は 19.5％とコロナ禍からの回

復傾向は見られるものの低迷しています。令和元（2019）年度、地域公共交通網形成計画策定時の調査結果によ

ると、薦野系統筵内経由においては、一部区間における降車数・乗車数が僅少である状況や 1 便当たりの乗車人

数が少ない状況にあります。また、小竹系統においては、利用実態からすると舞の里～グリーンパーク間の運行

の必要性が低い状況にあるなど、バス路線の再編やモード変更を検討する必要があります。 

・西鉄バス古賀市内線及びコガバスの利用が低迷している状況（令和４（2022）年度の 1 日当たり利用者数、西

鉄バス古賀市内線：556 人、コガバス：37.2 人）を考慮すると、バス路線を維持・確保していくためには、収支

状況の悪化に歯止めをかけ、運行効率化に向けて運行サービスを見直していく必要があります。 

・花鶴丘、日吉、美明地区で導入しているＡＩオンデマンドバスの利用状況等を分析し、より効率的で、利用者の

ニーズに合った運行ができるよう改善を図っていく必要があります。 

■現状と課題 

・市街地から離れた地域においては、地域内で利用できる医療施設や商業施設が限定されており、地域内でサービ

スや生活必需品を揃えて完結することが難しい状況にあり、日常生活を送るうえで市街地へのアクセスが困難な

状況があります。 

・公共交通の主要な利用者は 60 歳以上となっており、今後も高齢者の増加が予測されます。市街地に比して運転

免許の保有率の高い青柳校区や小野校区では、今後自家用車が運転できなくなる高齢者が増加すること想定さ

れ、現行の運行ダイヤや車両設備のままでは、高齢者の移動に支障をきたす可能性があります。 

・バス運転士の高齢化や成り手不足を背景に運転士不足が進行しており、加えて働き方改革により労働時間の制限

が厳格化してきているため、今後、公共交通を支えるリソースが縮小することが予測されます。 

・令和 5（2023）年度の西鉄バス古賀市内線の収支率は率 29.9％、コガバスの収支率は 20.0％とコロナ禍からの

回復傾向は見られるものの低迷しています。令和元（2019）年度、地域公共交通網形成計画策定時の調査結果に

よると、薦野系統筵内経由においては、一部区間における降車数・乗車数が僅少である状況や 1 便当たりの乗車

人数が少ない状況にあります。また、小竹系統においては、利用実態からすると舞の里～グリーンパーク間の運

行の必要性が低い状況にあるなど、バス路線の再編やモード変更を検討する必要があります。 

・西鉄バス古賀市内線及びコガバスの利用が低迷している状況（令和５（2023）年度の 1 日当たり利用者数、西

鉄バス古賀市内線：654 人、コガバス：37.8 人）を考慮すると、バス路線を維持・確保していくためには、収支

状況の悪化に歯止めをかけ、運行効率化に向けて運行サービスを見直していく必要があります。 

・花鶴丘、日吉、美明地区で導入しているＡＩオンデマンドバスの利用状況等を分析し、より効率的で、利用者の

ニーズに合った運行ができるよう改善を図っていく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

西鉄バス古賀市内線の収支率 ％ 48.4 46.3 36.3 36.7 41.8 ↑ 

コガバスの収支率 ％ 9.2 18.0 15.4 14.5 19.5 ↑ 

のるーと古賀の収支 ％     1.4 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

西鉄バス古賀市内線の収支率 ％ 46.3 36.3 36.7 41.8 29.9 ↑ 

コガバスの収支率 ％ 18.0 15.4 14.5 19.5 20.0 ↑ 

のるーと古賀の収支 ％    1.4 3.3 ↑ 
 

 

  

施策４－２－１ 持続可能な公共交通ネットワークの確立 施策４－２－１ 持続可能な公共交通ネットワークの確立 
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■施策の目標 

・自家用車ではなく公共交通を利用することが当たり前になり、市内の行きたい場所に行きたい時間に移動するこ

とができる状態 

・自由に移動することが困難になった際の不安が軽減されている状態 

■施策の目標 

・自家用車ではなく公共交通を利用することが当たり前になり、市内の行きたい場所に行きたい時間に移動するこ

とができる状態 

・自由に移動することが困難になった際の不安が軽減されている状態 

■現状と課題 

・JR 各駅へのアクセスや細かな移動サービスの必要性を考慮すると、多様な交通モードで駅にアクセスできる交通

体系の整備が必要であり、併せて待合環境の整備、案内誘導、分かりやすい時刻表の作成等の情報提供などを含

め、利用環境の改善を図る必要があります。 

・高齢者や子育て家庭等の移動を念頭に置いた運行ダイヤや車両設備、移動支援の手法等の見直しの検討も必要と

なっています。 

・利便の増進のためには、サービス利用者である市民が、自らが積極的に利用していく必要性を理解し、どうなる

ことが望ましいかを検討・発信していくことが不可欠であり、地域公共交通に対する市民一人ひとりの興味・関

心を高めていくための取組を強化する必要があります。 

■現状と課題 

①JR 各駅へのアクセスや細かな移動サービスの必要性を考慮すると、多様な交通モードで駅にアクセスできる交

通体系の整備が必要であり、併せて待合環境の整備、案内誘導、分かりやすい時刻表の作成等の情報提供などを

含め、利用環境の改善を図る必要があります。 

②高齢者の移動を念頭に置いた運行ダイヤや車両設備の見直しの検討も必要となっています。 

③利便の増進のためには、サービス利用者である市民が、自らが積極的に利用していく必要性を理解し、どうなる

ことが望ましいかを検討・発信していくことが不可欠であり、地域公共交通に対する市民一人ひとりの興味・関

心を高めていくための取組を強化する必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

市民一人当たりの西鉄バス古賀市内線の年

間利用回数 
回 4.22 3.81 2.81 3.03 3.43 ↑ 

市民一人当たりのコガバスの年間利用回数 回 0.04 0.14 0.12 0.12 0.15 ↑ 

市民一人当たりののるーと古賀の年間利用

回数 
回     0.03 ↑ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

市民一人当たりの西鉄バス古賀市内線の年

間利用回数 
回 3.81 2.81 3.03 3.43 4.05 ↑ 

市民一人当たりのコガバスの年間利用回数 回 0.14 0.12 0.12 0.15 0.16 ↑ 

市民一人当たりののるーと古賀の年間利用

回数 
回    0.03 0.09 ↑ 

 

 

  

施策４－２－２ 公共交通の利用促進 施策４－２－２ 公共交通の利用促進 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○市民が家族や地域住民と連携しながら、犯罪や交通事故の予防に取り組み、被害者が減少しているまち 

○市民一人ひとりが自らの命は自らが守るという意識をもち、地域住民と助け合いながら主体的に災害に備えた防

災・減災のための対策に取り組み、災害被害を軽減できる防災力の高いまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○市民が家族や地域住民と連携しながら、犯罪や交通事故の予防に取り組み、被害者が減少しているまち 

○市民一人ひとりが自らの命は自らが守るという意識をもち、地域住民と助け合いながら主体的に災害に備えた防

災・減災のための対策に取り組み、災害被害を軽減できる防災力の高いまち 

■現状と課題 

・本市では、児童の見守り活動や防犯パトロールなど自主防犯団体を中心に地域が主体となった防犯活動に取り組

んでいることなどから、犯罪認知件数が減少してきましたが、令和４（2022）年は増加に転じました。犯罪発生

率については引き続き県や国と比較して低い水準にあります。 

・犯罪認知件数に占める割合は窃盗犯が最も多く、令和４（2022）年の増加要因にもなっています。また、近年は

暴行や傷害を含む粗暴犯及び特殊詐欺を含む知能犯の割合が増加傾向にあるほか、強制わいせつなどの性犯罪も

発生しています。 

・全国的にみても犯罪認知件数は増加しているものの、令和３（2021）年まで続いていた刑法犯検挙数に占める高

齢者の割合上昇について令和４（2022）年は減少に転じました。増減傾向について引き続き注視する必要があり

ます。なお、高齢者が関連する犯罪要因については、経済的困窮だけでなく、孤独感や孤立感も指摘されており、

高齢化の状況を踏まえた対策が重要です。 

・消費生活に関する相談件数は増加傾向にはないものの、常に新たな消費生活のトラブルが発生し、相談がなくな

ることがない状況です。近年はスマートフォンの急速な普及等により運輸・通信サービスに関する相談が増加し

ています。 

・本市では、警察や粕屋地区交通安全協会古賀支部などの関係機関と地域住民が連携し、交通安全の啓発に取り組

んでいることなどの効果もあり、交通事故件数は減少してきましたが、令和４（2022）年は増加に転じ、国や県

の傾向と異なりました。単位人口当たり事故件数は県平均よりも低くなっていますが、国平均と比べると高い水

準です。自動車先進安全技術の進展や交通安全施設整備などに伴い、今後も全国的な交通事故件数の減少は続く

と予測されます。 

・高齢者関連事故件数は緩やかに減少していましたが、令和４（2022）年は横ばいとなりました。一方、事故件数

全体に占める割合は増加傾向にありましたが、令和３（2021）年以降減少しています。また、子どもの事故件数

の割合は県平均を上回っていましたが令和４（2022）年は下回りました。飲酒運転による交通事故は、全国的に

大幅に減少しましたが、近年は下げ止まりの傾向にあります。今後は、交通事故の被害に遭いやすい子どもや高

齢者、増加する高齢免許保有者に対する交通安全対策が重要です。 

・本市では近年、河川の氾濫を伴うような大きな風水害は発生していませんが、豪雨や台風による河川、道路、建

築物等施設の損壊や住宅等への浸水、土砂災害などが発生しています。今後は、地球温暖化の影響により、風水

害の規模の拡大や発生回数の増加が懸念されます。 

・人的被害を伴う地震や津波に関する記録はありませんが、災害想定としては西山断層を震源とした地震において、

広い範囲で震度 6 強が想定されています。昭和 56（1981）年の建築基準法の改正で新耐震基準が定められたこ

とから、今後、それ以前に建築された住宅の建て替えが進み、住宅の耐震化がさらに進む見込みです。環境要因

や新たな知見により変化するこれらの災害リスクに対応するため、国土強靭化地域計画に基づく対策が必要で

す。 

・地域の消防防災の重要な担い手である消防団員は、全国的な傾向と同様に減少を続け、減少率は全国平均を大き

く上回っています。また、消防団員の高年齢化も進行しています。 

・地域住民による組織的な防災活動の担い手である自主防災組織はすべての自治会で設立されていますが、積極的

に活動する組織がある一方で、活動が活発でない組織もあり、状況が二極化しています。 

・今後も高齢化や地域社会の希薄化などの社会情勢の変化により、自主防災組織や消防団など地域防災の担い手の

減少が懸念されます。 

・居住地の災害想定や災害発生時の避難行動など、基本的な防災知識を習得し、災害時に適切な行動がとれるよう、

市民の防災・減災意識の向上が重要です。 

■現状と課題 

・本市では、児童の見守り活動や防犯パトロールなど自主防犯団体を中心に地域が主体となった防犯活動に取り組

んでいることなどから、犯罪認知件数が減少してきましたが、令和 5（2023）年は増加に転じました。犯罪発生

率については引き続き県や国と比較して低い水準にあります。 

・犯罪認知件数に占める割合は窃盗犯が最も多く、令和 5（2023）年の増加要因にもなっています。また、近年は

暴行や傷害を含む粗暴犯及び特殊詐欺を含む知能犯の割合が増加傾向にあるほか、強制わいせつなどの性犯罪も

発生しています。 

・全国的にみても犯罪認知件数は増加しているものの、令和３（2021）年まで続いていた刑法犯検挙数に占める高

齢者の割合上昇について令和４（2022）年は減少に転じました。増減傾向について引き続き注視する必要があり

ます。なお、高齢者が関連する犯罪要因については、経済的困窮だけでなく、孤独感や孤立感も指摘されており、

高齢化の状況を踏まえた対策が重要です。 

・消費生活に関する相談件数は増加傾向にはないものの、常に新たな消費生活のトラブルが発生し、相談がなくな

ることがない状況です。近年はスマートフォンの急速な普及等により運輸・通信サービスに関する相談が増加し

ています。 

・本市では、警察や粕屋地区交通安全協会古賀支部などの関係機関と地域住民が連携し、交通安全の啓発に取り組

んでいることなどの効果もあり、交通事故件数は減少してきましたが、令和４（2022）年は増加に転じ、国や県

の傾向と異なりました。単位人口当たり事故件数は県平均よりも低くなっていますが、国平均と比べると高い水

準です。自動車先進安全技術の進展や交通安全施設整備などに伴い、今後も全国的な交通事故件数の減少は続く

と予測されます。 

・高齢者関連事故件数は緩やかに減少していましたが、令和４（2022）年は横ばいとなりました。一方、事故件数

全体に占める割合は増加傾向にありましたが、令和３（2021）年以降減少しています。また、子どもの事故件数

の割合は県平均を上回っていましたが令和４（2022）年は下回りました。飲酒運転による交通事故は、全国的に

大幅に減少しましたが、近年は下げ止まりの傾向にあります。今後は、交通事故の被害に遭いやすい子どもや高

齢者、増加する高齢免許保有者に対する交通安全対策が重要です。 

・本市では近年、河川の氾濫を伴うような大きな風水害は発生していませんが、豪雨や台風による河川、道路、建

築物等施設の損壊や住宅等への浸水、土砂災害などが発生しています。今後は、地球温暖化の影響により、風水

害の規模の拡大や発生回数の増加が懸念されます。 

・人的被害を伴う地震や津波に関する記録はありませんが、災害想定としては西山断層を震源とした地震において、

広い範囲で震度 6 強が想定されています。昭和 56（1981）年の建築基準法の改正で新耐震基準が定められたこ

とから、今後、それ以前に建築された住宅の建て替えが進み、住宅の耐震化がさらに進む見込みです。環境要因

や新たな知見により変化するこれらの災害リスクに対応するため、国土強靭化地域計画に基づく対策が必要で

す。 

・地域の消防防災の重要な担い手である消防団員は、全国的な傾向と同様に減少を続け、減少率は全国平均を大き

く上回っています。また、消防団員の高年齢化も進行しています。 

・地域住民による組織的な防災活動の担い手である自主防災組織はすべての自治会で設立されていますが、積極的

に活動する組織がある一方で、活動が活発でない組織もあり、状況が二極化しています。 

・今後も高齢化や地域社会の希薄化などの社会情勢の変化により、自主防災組織や消防団など地域防災の担い手の

減少が懸念されます。 

・居住地の災害想定や災害発生時の避難行動など、基本的な防災知識を習得し、災害時に適切な行動がとれるよう、

市民の防災・減災意識の向上が重要です。 

 

 

 

 

 

政策４－３ 命と暮らしを守る対策の推進                                    政策４－３ 命と暮らしを守る対策の推進 
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■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

1 万人当たり犯罪認知件数 件 60.5 67.1 51.5 41.4 39.0 ↓ 

1 万人当たり交通事故発生件数 件 63.4 52.0 48.6 35.0 34.4 ↓ 

避難行動要支援者数 人 4,582 4,688 4,760 4,699 4,630 → 

緊急避難場所の開設を必要とした実日数 日 0 2 0 7 4 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

1 万人当たり犯罪認知件数 件 51.5 41.4 39.0  41.0  48.2 ↓ 

1 万人当たり交通事故発生件数 件 48.6 35.0 34.4 40.6 37.6 ↓ 

避難行動要支援者数 人 4,699 4,630 4,039 3,831 3,717 → 

緊急避難場所の開設を必要とした実日数 日 0 7 4 2 6 － 
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■施策の目標 

・市民が被害者、加害者となる犯罪や事故が減少している状態 

■施策の目標 

・市民が被害者、加害者となる犯罪や事故が減少している状態 

■現状と課題 

・本市の犯罪認知件数は、平成 14（2002）年の 1,612 件をピークに減少傾向だったが、令和 4（2022）年は 243

件と増加しました。人口 1 万人当たりの犯罪認知件数 41.0 は福岡県 56.2 や国 48.1 と比較しても低い水準に

あります。減少傾向は全国的な傾向ですが、この水準を維持し、さらに下げるため、今後も防犯に関する会議の

開催や街頭啓発を通じて、市民のリテラシー向上を図り、自主防犯団体や地域の見守り活動の活動支援に取り組

む必要があるとともに、職員による防犯パトロール実施や、犯罪発生・前兆事案箇所などに防犯カメラを設置す

るなど、防犯対策の推進に粕屋警察署と連携し取り組む必要があります。 

・再犯率が高いとされる窃盗犯について、犯罪の認知件数に占める割合は令和 4（2022）年で 64.2 %と前年より

大きく増加し、高い水準です。JR3 駅や国道バス停に設置された駐輪場などでの盗難を防止するため、防犯カメ

ラ設置の周知や駅、店頭での街頭啓発を行い、抑止にさらに努める必要があります。 

・特殊詐欺の被害が市内でも発生していることから、被害防止のため、事案の周知や被害の広報などの啓発を強化

し、市民のリテラシーを高める必要があります。 

・全国的に高齢者犯罪に占める窃盗犯、粗暴犯の割合が増加しており、本市においても同様の傾向があると推測さ

れます。高齢者の孤独や貧困などが原因の一つと考えられることから、高齢者を加害者としないための共助の主

体として地域コミュニティの活性化を図る必要があります。 

・地域での防犯活動の中心的役割を担う自主防犯団体については、児童の見守り活動や防犯パトロールを実施して

いた自治会の有志などで結成されてきました。団体数、構成員数ともに平成 27（2015）年度以降は増加傾向が

みられますが、全国的には団体数は平成 28（2016）年度、構成員数は平成 26（2014）年度をピークに減少傾

向となっており、警察庁のまとめでは令和 2（2020）年末までの 4 年間で 2 千団体、25 万人が減少しており、

高齢化が進み、平均年齢 60 代以上の団体が約 7 割となっています。本市においても、全国的な傾向と同様、担

い手の高齢化、後継者不足による活動の低下が懸念され、令和元（2019）年 12 月には 1 団体が解散しました。

一方、近年、学生ボランティア 1 団体と市内企業 1 団体が防犯団体として登録しており、学校や企業などの地域

貢献活動への理解が深まったことが要因と考えられ、今後もさらに深化すると考えられます。 

・地域コミュニティを核としながら、その他の多様なコミュニティを母体とする自主防犯団体が活動することで、

市の防犯体制の強化につながるものと判断されるため、事例の紹介やさまざまな団体への働きかけを行い、引き

続き、自主防犯団体の設立・活動支援に努める必要があります。また、散歩や買い物、通勤・通学、庭木の剪定、

ごみ出しなど外出時に地域の異変、異常、危険箇所に気づき、それを防犯関係者に伝えることで、犯罪を未然に

防ぐ「ながら防犯」など市民一人ひとりが防犯意識を高められるよう啓発を実施する必要があります。 

・自動車の先進安全技術の進展や交通安全施設整備、社会情勢の変化に伴い、交通事故件数や割合は減少する見込

みですが、古賀市においては令和４（2022）年は増加に転じました。交通事故件数の増加要因は不明ですが、減

少のため啓発を続け、市民が被害者、加害者となる交通事故を抑止する必要があります。 

・高齢者関連事故や、年少者が当事者となる事故の割合が高い状況が続く見込みであり、割合を減少させるため、

高齢者自動車安全運転スクールの実施、粕屋地区交通安全協会が実施するシルバーセーフティ・ドライブコンテ

ストへの参加、各小学校で交通安全教室を実施するなど、事業を継続するとともに、対象を限定した啓発などの

実施も検討する必要があります。 

・飲酒運転件数については低い水準で推移しているものの、大きな事故から時間がたち、モラルの再低下による増

加傾向や飲酒運転者の悪質化も懸念されるため、撲滅に向けた市民意識の向上を図るための啓発とともに、今後

運転免許を取得し、飲酒ができるようになる若年層への働きかけを強め、新たな飲酒運転者を生み出さないよう

な施策を検討する必要があります。 

・交通安全施設については、市内危険箇所への設置が概ね完了し、適切な維持管理に努めるととともに、住環境の

変化等により交通安全施設が必要な箇所には適宜設置し、ゾーン 30 プラスや生活道路対策エリア等を活用し、

点や線だけでなく、面での交通安全を推進していく必要があります。 

・施策の推進にあたっては、現状の危険性を把握し、ソフト、ハード両面から効果的な対策を検討するため、市、

道路管理者、警察と道路利用者（学校等）による通学路交通安全プログラムなどの協議の場において推進してい

く必要があります。 

■現状と課題 

・本市の犯罪認知件数は、平成 14（2002）年の 1,612 件をピークに減少傾向だったが、令和 4（2022）年は 243

件と増加しました。人口 1 万人当たりの犯罪認知件数 41.0 は福岡県 56.2 や国 48.1 と比較しても低い水準に

あります。減少傾向は全国的な傾向ですが、この水準を維持し、さらに下げるため、今後も防犯に関する会議の

開催や街頭啓発を通じて、市民のリテラシー向上を図り、自主防犯団体や地域の見守り活動の活動支援に取り組

む必要があるとともに、職員による防犯パトロール実施や、犯罪発生・前兆事案箇所などに防犯カメラを設置す

るなど、防犯対策の推進に粕屋警察署と連携し取り組む必要があります。 

・再犯率が高いとされる窃盗犯について、犯罪の認知件数に占める割合は令和 4（2022）年で 64.2 %と前年より

大きく増加し、高い水準です。JR3 駅や国道バス停に設置された駐輪場などでの盗難を防止するため、防犯カメ

ラ設置の周知や駅、店頭での街頭啓発を行い、抑止にさらに努める必要があります。 

・特殊詐欺の被害が市内でも発生していることから、被害防止のため、事案の周知や被害の広報などの啓発を強化

し、市民のリテラシーを高める必要があります。 

・全国的に高齢者犯罪に占める窃盗犯、粗暴犯の割合が増加しており、本市においても同様の傾向があると推測さ

れます。高齢者の孤独や貧困などが原因の一つと考えられることから、高齢者を加害者としないための共助の主

体として地域コミュニティの活性化を図る必要があります。 

・地域での防犯活動の中心的役割を担う自主防犯団体については、児童の見守り活動や防犯パトロールを実施して

いた自治会の有志などで結成されてきました。団体数、構成員数ともに平成 27（2015）年度以降は増加傾向が

みられますが、全国的には団体数は平成 28（2016）年度、構成員数は平成 26（2014）年度をピークに減少傾

向となっており、警察庁のまとめでは令和 2（2020）年末までの 4 年間で 2 千団体、25 万人が減少しており、

高齢化が進み、平均年齢 60 代以上の団体が約 7 割となっています。本市においても、全国的な傾向と同様、担

い手の高齢化、後継者不足による活動の低下が懸念され、令和元（2019）年 12 月には 1 団体が解散しました。

一方、近年、学生ボランティア 1 団体と市内企業 1 団体が防犯団体として登録しており、学校や企業などの地域

貢献活動への理解が深まったことが要因と考えられ、今後もさらに深化すると考えられます。 

・地域コミュニティを核としながら、その他の多様なコミュニティを母体とする自主防犯団体が活動することで、

市の防犯体制の強化につながるものと判断されるため、事例の紹介やさまざまな団体への働きかけを行い、引き

続き、自主防犯団体の設立・活動支援に努める必要があります。また、散歩や買い物、通勤・通学、庭木の剪定、

ごみ出しなど外出時に地域の異変、異常、危険箇所に気づき、それを防犯関係者に伝えることで、犯罪を未然に

防ぐ「ながら防犯」など市民一人ひとりが防犯意識を高められるよう啓発を実施する必要があります。 

・自動車の先進安全技術の進展や交通安全施設整備、社会情勢の変化に伴い、交通事故件数や割合は減少する見込

みですが、古賀市においては令和４（2022）年は増加に転じました。交通事故件数の増加要因は不明ですが、減

少のため啓発を続け、市民が被害者、加害者となる交通事故を抑止する必要があります。 

・高齢者関連事故や、年少者が当事者となる事故の割合が高い状況が続く見込みであり、割合を減少させるため、

高齢者自動車安全運転スクールの実施、粕屋地区交通安全協会が実施するシルバーセーフティ・ドライブコンテ

ストへの参加、各小学校で交通安全教室を実施するなど、事業を継続するとともに、対象を限定した啓発などの

実施も検討する必要があります。 

・飲酒運転件数については低い水準で推移しているものの、大きな事故から時間がたち、モラルの再低下による増

加傾向や飲酒運転者の悪質化も懸念されるため、撲滅に向けた市民意識の向上を図るための啓発とともに、今後

運転免許を取得し、飲酒ができるようになる若年層への働きかけを強め、新たな飲酒運転者を生み出さないよう

な施策を検討する必要があります。 

・交通安全施設については、市内危険箇所への設置が概ね完了し、適切な維持管理に努めるととともに、住環境の

変化等により交通安全施設が必要な箇所には適宜設置し、ゾーン 30 プラスや生活道路対策エリア等を活用し、

点や線だけでなく、面での交通安全を推進していく必要があります。 

・施策の推進にあたっては、現状の危険性を把握し、ソフト、ハード両面から効果的な対策を検討するため、市、

道路管理者、警察と道路利用者（学校等）による通学路交通安全プログラムなどの協議の場において推進してい

く必要があります。 

施策４－３－１ 暮らしの安全の確保 施策４－３－１ 暮らしの安全の確保 
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■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

犯罪認知件数 件 396 306 247 232 243 ↓ 

交通事故発生件数 件 307 289 209 205 241 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

犯罪認知件数 件 306 247 232 243 285 ↓ 

交通事故発生件数 件 289 209 205 241 222 ↓ 
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■施策の目標 

・自然災害や火災に対し、自助と共助への理解がすすみ、市民自ら適切な避難行動を選択し、選択した避難行動が

安全に行える体制が整備されるとともに、市消防団、粕屋北部消防本部などの公助の機関が機能し、市民の生命・

身体への被害が最小限となる状態 

■施策の目標 

・自然災害や火災に対し、自助と共助への理解がすすみ、市民自ら適切な避難行動を選択し、選択した避難行動が

安全に行える体制が整備されるとともに、市消防団、粕屋北部消防本部などの公助の機関が機能し、市民の生命・

身体への被害が最小限となる状態 

■現状と課題 

・風水害の規模の拡大や発生回数の増加が懸念されており、本市においても豪雨や台風による浸水や風害などのリ

スクは高まると予想されます。被災経験がないことや災害に備えることへの負担感などが支障となり、市民の自

助による対策の不足が懸念されることから、市民の防災意識向上のため、地域での出前講座や防災訓練などのほ

か、さまざまな機会をとらえて市民啓発にさらに取り組む必要があります。 

・避難指示等の避難に関する情報や災害に関する情報を市防災メールや市ＬＩＮＥ公式アカウント、緊急速報メー

ルのほか、テレビ等のマスコミ媒体、防災行政無線などさまざまな手段で、躊躇なく発信し、機を逸さず市民に

避難を促し、在宅避難や縁故避難を含めた実効性の高い避難行動につなげる必要があります。 

・大規模な地震は今後も発生リスクが低く、地震に備える市民の防災意識が大きく向上することはないと判断され

ます。昭和 56（1981）年以前に建築された旧耐震基準の建築物など十分な耐震性がない住宅については、経済

的負担から所有者が耐震化工事を実施する件数は極めて少ないと想定されます。これらの住宅については、建て

替えによる耐震化が進む見込みですが、家具の転倒防止対策など市民の自助による事前の備えは地震に対する防

災意識の低さから進捗しないことが想定されるため、出前講座や防災訓練などのほか、さまざまな機会をとらえ

て啓発する必要があります。 

・自主防災組織会長の平均年齢は平成 28（2016）年度以降、消防団員の平均年齢は平成 30（2018）年度以降上

昇しており、また、消防団員数についても女性部の創設によりいったん増加したものの平成 29（2017）年以降

は減少を続けています。高齢化や地域社会の希薄化など社会情勢の変化により、地域住民を主体とする自主防災

組織や、消防団など地域防災の担い手の減少が懸念されます。自らの地域は自ら守る、共助の意識向上のための

啓発については、出前講座や防災訓練、さまざまな行事での周知や広報紙への掲載などを続けるとともに、担い

手の掘り起しを図り、自主防災組織の推薦による防災士資格取得時の補助制度や防火管理者、防災士など消防団

員経験により資格取得時の要件が緩和される制度、消防団協力事業所制度など、担い手にメリットとなるような

事業の周知や、他自治体の事例を参考にさらなる施策の検討を実施する必要があります。 

・市内すべての自治会に自主防災組織が設立されているものの、一部活動が活発でない組織もあるため、出前講座

やワークショップの実施などによる市民の防災意識の醸成や防災士資格取得時の補助制度やスキルアップ研修

への参加など人材の育成、資機材購入への補助や地域が主催する防災訓練への助言や参加などの活動支援を行

い、自主防災組織が主体的に活動し、共助の担い手となるよう活性化を図る必要があります。 

・避難行動要支援者について、一人ひとりに合った災害時等の支援体制を確保するために、個別計画の策定を進め

ていますが、策定にあたり支援者の担い手不足が課題となっています。 

・さまざまな分野で活躍する市民への働きかけを行い、児童・生徒や学生、子育て世代、高齢者など多様な世代、

性別、性的指向・性自認にとらわれない人材、さまざまな障がいの当事者や支援者など多様な人材を防災や消防

の分野で確保します。 

・市消防団各分団の格納庫機能を備えたコミュニティ消防センターは、消防団員による適切な災害対応を可能とす

るため、消防団員の集合待機場所としての機能を維持する必要があります。 

・河川においては、安定した河道を確保し、洪水時の河川流量を安全に流下させ、被害を防御できるため、浚渫は

重要です。県営河川に関しては県が情報を把握していますが、地域の要望等により、より詳細な情報が集まる市

が県への情報提供、要望を行い、河川の維持管理を促していく必要があります。同様に河川堤体などの施設が治

水機能を維持できるよう、併せて河川管理者へ情報提供を行い、河川の維持管理を図っていく必要があります。 

■現状と課題 

・風水害の規模の拡大や発生回数の増加が懸念されており、本市においても豪雨や台風による浸水や風害などのリ

スクは高まると予想されます。被災経験がないことや災害に備えることへの負担感などが支障となり、市民の自

助による対策の不足が懸念されることから、市民の防災意識向上のため、地域での出前講座や防災訓練などのほ

か、さまざまな機会をとらえて市民啓発にさらに取り組む必要があります。 

・避難指示等の避難に関する情報や災害に関する情報を市防災メールや市ＬＩＮＥ公式アカウント、緊急速報メー

ルのほか、テレビ等のマスコミ媒体、防災行政無線などさまざまな手段で、躊躇なく発信し、機を逸さず市民に

避難を促し、在宅避難や縁故避難を含めた実効性の高い避難行動につなげる必要があります。 

・大規模な地震は今後も発生リスクが低く、地震に備える市民の防災意識が大きく向上することはないと判断され

ます。昭和 56（1981）年以前に建築された旧耐震基準の建築物など十分な耐震性がない住宅については、経済

的負担から所有者が耐震化工事を実施する件数は極めて少ないと想定されます。これらの住宅については、建て

替えによる耐震化が進む見込みですが、家具の転倒防止対策など市民の自助による事前の備えは地震に対する防

災意識の低さから進捗しないことが想定されるため、出前講座や防災訓練などのほか、さまざまな機会をとらえ

て啓発する必要があります。 

・自主防災組織会長の平均年齢は平成 28（2016）年度以降、消防団員の平均年齢は平成 30（2018）年度以降上

昇しており、また、消防団員数についても女性部の創設によりいったん増加したものの平成 29（2017）年以降

は減少を続けています。高齢化や地域社会の希薄化など社会情勢の変化により、地域住民を主体とする自主防災

組織や、消防団など地域防災の担い手の減少が懸念されます。自らの地域は自ら守る、共助の意識向上のための

啓発については、出前講座や防災訓練、さまざまな行事での周知や広報紙への掲載などを続けるとともに、担い

手の掘り起しを図り、自主防災組織の推薦による防災士資格取得時の補助制度や防火管理者、防災士など消防団

員経験により資格取得時の要件が緩和される制度、消防団協力事業所制度など、担い手にメリットとなるような

事業の周知や、他自治体の事例を参考にさらなる施策の検討を実施する必要があります。 

・市内すべての自治会に自主防災組織が設立されているものの、一部活動が活発でない組織もあるため、出前講座

やワークショップの実施などによる市民の防災意識の醸成や防災士資格取得時の補助制度やスキルアップ研修

への参加など人材の育成、資機材購入への補助や地域が主催する防災訓練への助言や参加などの活動支援を行

い、自主防災組織が主体的に活動し、共助の担い手となるよう活性化を図る必要があります。 

・避難行動要支援者について、一人ひとりに合った災害時等の支援体制を確保するために、個別計画の策定を進め

ていますが、策定にあたり支援者の担い手不足が課題となっています。 

・さまざまな分野で活躍する市民への働きかけを行い、児童・生徒や学生、子育て世代、高齢者など多様な世代、

性別、性的指向・性自認にとらわれない人材、さまざまな障がいの当事者や支援者など多様な人材を防災や消防

の分野で確保します。 

・市消防団各分団の格納庫機能を備えたコミュニティ消防センターは、消防団員による適切な災害対応を可能とす

るため、消防団員の集合待機場所としての機能を維持する必要があります。 

・河川においては、安定した河道を確保し、洪水時の河川流量を安全に流下させ、被害を防御できるため、浚渫は

重要です。県営河川に関しては県が情報を把握していますが、地域の要望等により、より詳細な情報が集まる市

が県への情報提供、要望を行い、河川の維持管理を促していく必要があります。同様に河川堤体などの施設が治

水機能を維持できるよう、併せて河川管理者へ情報提供を行い、河川の維持管理を図っていく必要があります。 

 

  

施策４－３－２ 命を守る防災・危機管理の推進 施策４－３－２ 命を守る防災・危機管理の推進 
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■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

緊急避難場所の開設を必要とした豪雨や台

風等の発生回数 
回 1 0 2 2 1 － 

緊急避難場所の開設を必要とした地震の発

生回数 
回 0 0 0 0 0 － 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

緊急避難場所の開設を必要とした豪雨や台

風等の発生回数 
回 0 2 2 1 2 － 

緊急避難場所の開設を必要とした地震の発

生回数 
回 0 0 0 0 0 － 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○未来の地球のために、日々の暮らしのなかでできることを考え、行動し、持続可能で豊かな環境を次の世代に引

き継ぐまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○未来の地球のために、日々の暮らしのなかでできることを考え、行動し、持続可能で豊かな環境を次の世代に引

き継ぐまち 

■現状と課題 

・少子高齢化・人口減少社会を迎え、年少人口、生産年齢人口の減少が進んでいます。これは環境面でも深刻な影

響を与えており、例えば、農林業の担い手の減少により、耕作放棄地や手入れの行き届かない森林が増加するこ

とで、生物多様性が低下し、自然災害の発生リスクが高まるなど、環境・経済・社会の課題は相互に密接に連関

し、複雑化してきています。 

・本市は、河川や海水の水質、自動車騒音等の環境調査測定の監視では公害の発生はありません。しかし、市民か

らは野外焼却や騒音、水質汚濁、管理不良の土地や空き家に起因する雑草・樹木の境界越境など、身近な生活に

関わるさまざまな相談が寄せられています。 

・犬や猫などに関する相談・苦情は特に多く、本市では、地域猫活動の推進により飼い主のいない猫の対策に取り

組んできましたが、近年、犬や猫などの飼育に関する問題だけではなく、地域からの孤立や生活困窮、ペットの

飼い主の高齢化など、さまざまな問題を抱えるケースも増えており、市民ボランティアや事業者と連携して「ペ

ットと暮らすシニアの備えサポート」にも取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症や狂犬病、鳥インフル

エンザなど、人と動物の共通感染症は多数あり、相互に関係し合う、人の健康、動物の健康、環境保全に関する

取組が感染症を防ぐことにもつながります。福岡県は全国に先駆け、「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を制定、

令和４（2022）年３月には住民や自治体等関連団体の役割を示した「福岡県ワンヘルス推進行動計画」を策定し

ており、本市においても、ワンヘルスに関する施策を積極的に推進するとともに、さまざまな分野の課題に対し

て一体的かつ総合的に取り組んでいくことが求められています。令和 5（2023）年 3 月 18 日、本市は、関連す

る各分野が連携して、環境保全や人と動物の共生社会づくり、自然や動物とのふれあいを通じた健康づくり、自

然と調和した産業の振興などに向けた活動に、ワンヘルスの理念のもと取り組んでいく「古賀市ワンヘルス推進

宣言」を表明しました。 

・本市では、啓発によるごみの発生抑制、分別収集や資源回収ボックスの設置による資源化の推進などに取り組ん

でいますが、家庭から排出される 1 人 1 日あたりごみ排出量は増加傾向にあり、さらには不法投棄がさまざまな

場所で発生するなど環境への負荷が高まっています。ラブアース・クリーンアップや大根川一斉清掃などの市民

ボランティアや地域による環境美化活動が盛んに行われ、ごみ処理やリサイクルに関する市民の意識や関心は高

まってきていますが、高齢化の進展や 1 世帯当たりの人員の減少と世帯数の増加に加え、生活様式の変化によ

り、ごみ排出量の削減が困難になることも予想されます。 

・海洋へ流出したレジ袋やプラスチックごみがやがて５㎜以下のマイクロプラスチックとなり、人体をはじめ海の

生態系、生物多様性にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。そのため、プラスチックごみを河川や海洋な

どへ流出させない取組が必要です。 

・し尿処理施設である海津木苑では、臭気や水質などの技術的な対策により、周囲の環境にも配慮したし尿の適正

処理を行うとともに、し尿処理施設に対する偏見等を解消するための啓発にも力を入れてきました。し尿等の適

正処理を将来にわたって安定的かつ効率的に行うとともに、循環型社会の形成に寄与するため、令和 3（2021）

年度から汚泥再生処理センターの建設に着手しており、財政的にも安定した運営が求められています。 

・本市は、玄海国定公園に指定されている白砂青松の海岸線、市内を流れる河川、中央に位置する平野、さらに犬

鳴山系、立花山系、ホタルの舞う薬王寺周辺など自然に恵まれた地域です。しかし海岸松林は、地権者の所在が

明らかでない土地があるなど、所有者による適正管理が困難な状況です。また、森林のうち民有林は、所有者に

よる整備が見込まれず、荒廃森林が広がりつつあります。 

・人は、多くの生物とのつながりのなかで、酸素や水、食料などの供給、災害の防止や気候調節、レクリエーショ

ンの機会の提供、郷土料理など、生物多様性が生み出すさまざまな恵みによって豊かに暮らしており、これらの

恵みは将来へ引き継いでいかなければなりません。本市では、ツクシオオガヤツリ、カスミサンショウウオ、ニ

ッポンバラタナゴなど、福岡県レッドデータブックに掲載されている絶滅の恐れのある生物が確認されています

が、ペット飼養の放棄、遺棄などにより増えたと思われるアライグマやブルーギル、アカミミガメ、オオクチバ

スなど、多くの外来生物による生態系などへの影響が懸念されます。 

 その中でも、アライグマは近年国内で急速に生息を拡大し、多くの地域で農作物や家屋に侵入する被害が深刻化

しており、本市においても生息確認が相次いでいます。アライグマは外来生物法に基づく「特定外来生物」に指

定されており、本市は令和４（2022）年３月に同法に基づく「アライグマ防除実施計画書」を作成し、主務大臣

の確認を取得しました。令和５（2023）年度より、本計画に基づいて生息調査及び捕獲従事者による防除に着手

■現状と課題 

・少子高齢化・人口減少社会を迎え、年少人口、生産年齢人口の減少が進んでいます。これは環境面でも深刻な影

響を与えており、例えば、農林業の担い手の減少により、耕作放棄地や手入れの行き届かない森林が増加するこ

とで、生物多様性が低下し、自然災害の発生リスクが高まるなど、環境・経済・社会の課題は相互に密接に連関

し、複雑化してきています。 

・本市は、河川や海水の水質、自動車騒音等の環境調査測定の監視では公害の発生はありません。しかし、市民か

らは野外焼却や騒音、水質汚濁、管理不良の土地や空き家に起因する雑草・樹木の境界越境など、身近な生活に

関わるさまざまな相談が寄せられています。 

・犬や猫などに関する相談・苦情は特に多く、本市では、地域猫活動の推進により飼い主のいない猫の対策に取り

組んできましたが、近年、犬や猫などの飼育に関する問題だけではなく、地域からの孤立や生活困窮、ペットの

飼い主の高齢化など、さまざまな問題を抱えるケースも増えており、市民ボランティアや事業者と連携して「ペ

ットと暮らすシニアの備えサポート」にも取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症や狂犬病、鳥インフル

エンザなど、人と動物の共通感染症は多数あり、相互に関係し合う、人の健康、動物の健康、環境保全に関する

取組が感染症を防ぐことにもつながります。福岡県は全国に先駆け、「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を制定、

令和４（2022）年３月には住民や自治体等関連団体の役割を示した「福岡県ワンヘルス推進行動計画」を策定し

ており、本市においても、令和５（2023）年３月に行ったワンヘルス推進宣言の理念に基づき、ワンヘルスに関

する施策を積極的に推進するとともに、関連する各分野が連携して、環境保全や人と動物の共生社会づくり、自

然や動物とのふれあいを通じた健康づくり、自然と調和した産業の振興など、さまざまな分野の課題に対して一

体的かつ総合的に取り組んでいくことが求められています。 

・本市では、啓発によるごみの発生抑制、分別収集や資源回収ボックスの設置による資源化の推進などに取り組ん

でいます。ごみ総排出量は減少傾向にありますが、不法投棄や野外焼却といったごみの不適正処理が後を絶たず、

環境への負荷が高まっています。ラブアース・クリーンアップや大根川一斉清掃など、市民ボランティアや地域

による環境美化活動が盛んに行われ、ごみ処理やリサイクルに関する市民の意識や関心は高まってきています。 

・海洋へ流出したレジ袋やプラスチックごみがやがて５㎜以下のマイクロプラスチックとなり、人体をはじめ海の

生態系、生物多様性にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。そのため、プラスチックごみを河川や海洋な

どへ流出させない取り組みが必要です。 

・し尿処理施設である海津木苑では、臭気や水質など周囲の環境にも配慮したし尿の適正処理を行うとともに、し

尿処理施設に対する偏見等を解消するための啓発にも力を入れてきました。し尿等の適正処理を将来にわたって

安定的かつ効率的に行うとともに循環型社会の形成に寄与するため、汚泥再生処理センターとして令和 5（2023）

年 12 月から新施設の供用を開始しました。 

・本市は、玄海国定公園に指定されている白砂青松の海岸線、市内を流れる河川、中央に位置する平野、さらに犬

鳴山系、立花山系、ホタルの舞う薬王寺周辺など自然に恵まれた地域です。しかし海岸松林は、地権者の所在が

明らかでない土地があるなど、所有者による適正管理が困難な状況です。また、森林のうち民有林は、所有者に

よる整備が見込まれず、荒廃森林が広がりつつあります。 

・人は、多くの生物とのつながりのなかで、酸素や水、食料などの供給、災害の防止や気候調節、レクリエーショ

ンの機会の提供、郷土料理など、生物多様性が生み出すさまざまな恵みによって豊かに暮らしており、これらの

恵みは将来へ引き継いでいかなければなりません。本市では、ツクシオオガヤツリ、カスミサンショウウオ、ニ

ッポンバラタナゴなど、福岡県レッドデータブックに掲載されている絶滅の恐れのある生物が確認されています

が、ペット飼養の放棄、遺棄などにより増えたと思われるアライグマやブルーギル、アカミミガメ、オオクチバ

スなど、多くの外来生物による生態系などへの影響が懸念されます。 

 その中でも、アライグマは近年国内で急速に生息を拡大し、多くの地域で農作物や家屋に侵入する被害が深刻化

しており、本市においても生息確認が相次いでいます。アライグマは外来生物法に基づく「特定外来生物」に指

定されており、本市は令和４（2022）年３月に同法に基づく「アライグマ防除実施計画書」を作成し、主務大臣

の確認を取得しました。令和５（2023）年度より、本計画に基づいて生息調査及び捕獲従事者による防除に着手

しています。 

・本市の豊かな自然や生き物を将来へ引き継ぐため、古賀市環境市民会議「ぐりんぐりん古賀」との連携による希

少種の保全や外来種の駆除など、市民、事業者等さまざまな主体と連携した保全活動を行っています。一方で、

政策４－４ 環境の保全と継承                                  政策４－４ 環境の保全と継承 
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しています。 

・本市の豊かな自然や生き物を将来へ引き継ぐため、古賀市環境市民会議「ぐりんぐりん古賀」との連携による希

少種の保全や外来種の駆除など、市民、地域、市民団体等さまざまな主体と連携した保全活動を行っています。

一方で、環境保全に取り組んでいる団体等の高齢化や担い手不足が課題となっています。 

・地球温暖化による気候変動は、海面水位の変化、洪水や干ばつ、生態系への影響、食料生産や健康への影響など、

国境を越えて人の生活や自然の生態系にさまざまな影響を与えています。産業部門、業務部門、運輸部門におい

ては、企業の「環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）」を意識した ESG 関連事業

の拡大などにより、二酸化炭素排出量は減少傾向にあり、家庭部門においても、省エネ関連機器の普及や環境意

識の高まりから、二酸化炭素排出量は減少傾向にあります。地域の脱炭素をさらに進めていくため、各分野で引

き続き地球温暖化対策に取り組んでいく必要があります。近年、地球温暖化が原因とみられる気候変動の影響に

よって、世界各地で大規模災害が多発しており、我が国においてもこれまでに経験したことのない集中豪雨や猛

暑等による甚大な被害が毎年のように発生しています。すべての市民・事業者が、この世界の危機的状況を認識

し、地球温暖化を緊急課題として位置付け、日々の暮らしの中でできることを考え、行動し、その対策に積極的

に取り組む必要があることから、本市は、令和３（2021）年 11 月 30 日に『２０５０年までに二酸化炭素排出

量を実質ゼロ』の実現を自治体としてめざすゼロカーボンシティを宣言しました。 

・本市では楽しく快適な省エネルギーを拡げていくため、「うちエコ診断」や市民向け環境講座を通じて、地球温暖

化などの環境問題に関する学習活動を促進しており、今後も家庭での省エネルギーを促進するための啓発・教育

を充実させていく必要があります。 

環境保全に取り組んでいる団体等の高齢化や担い手不足が課題となっています。 

・近年、地球温暖化が原因とみられる気候変動の影響によって、世界各地で大規模災害が多発しており、我が国に

おいてもこれまでに経験したことのない集中豪雨や猛暑等による甚大な被害が毎年のように発生しています。す

べての市民・事業者が、この世界の危機的状況を認識し、地球温暖化を緊急課題として位置付け、日々の暮らし

の中でできることを考え、行動し、その対策に積極的に取り組む必要があることから、本市は、令和３（2021）

年１１月３０日に『２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ』の実現を自治体としてめざすゼロカーボン

シティを宣言しました。 

・本市では楽しく快適な省エネルギーを拡げていくため、「うちエコ診断」や「エコふぁみアプリ」、環境人材バン

ク制度を活用し、グリーンカーテンの育成等、小学校等において地球温暖化などの環境問題に関する学習活動を

促進しており、今後も家庭での省エネルギーを促進するための啓発・教育を充実させていく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

環境保全活動に参加している市民の割合 ％     25.7 ↑ 

二酸化炭素総排出量 千 t-CO2 330 321 325 集計中 集計中 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

環境保全活動に参加している市民の割合 ％    25.7  ↑ 

市域全体から排出される温室効果

ガス排出量 
千 t-CO2 346 371 集計中 集計中 集計中 ↓ 
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■施策の目標 

・市民や事業者が環境保全の意識を持ち、野外焼却や騒音、不法投棄等が発生しないよう行動している状態 

・市民や事業者が多様化する生活環境問題に関心を持ち、モラル・マナー、周辺への配慮も意識しながら、近隣ト

ラブルが発生しないよう行動している状態 

■施策の目標 

・市民や事業者が環境保全の意識を持ち、野外焼却や騒音、不法投棄等が発生しないよう行動している状態 

・市民や事業者が多様化する生活環境問題に関心を持ち、モラル・マナー、周辺への配慮も意識しながら、近隣ト

ラブルが発生しないよう行動している状態 

■現状と課題 

・これまで環境調査測定（監視）では、各調査項目に大きな基準超過などは見られておらず、市内の生活環境に大

きな問題等は起こっていません。 

・生活環境に関する相談は社会状況の変化に伴い、法規制の及ばない生活騒音等（近所のピアノの音、子どもが遊

ぶ音など）多岐にわたり、対応に苦慮することも増えてきています。発生源者への助言などの対応に努めるとと

もに、農業の野外焼却など、未然に防ぐことのできる可能性のあるトラブル等については、周辺住民への事前周

知を促すなどの対策を実施する必要があります（野外焼却に関する相談件数：令和 2（2020）年度：25 件、令

和 3（2021）年度：32 件、令和 4（2022）年度：25 件）。 

・モラルやマナーの欠如によるトラブルを未然に防ぐため、SNS の活用など効果的な啓発方法を検討し、実施して

いく必要があります。 

・土地の適正管理については、土地所有者への効果的な啓発方法を検討して実施していく必要があります。 

・不法投棄については、未然に防止することが難しく、現状は発生した不法投棄への対応となっています。また、

不法投棄は農地や山間部など人の目が届かない場所で発生しやすく、早期発見のため昼間・夜間のパトロールや、

警察とも連携をしていますが、行為者を特定することが難しい状況です。今後も継続的な啓発と早期発見、早期

回収につとめ、不法投棄がされにくい環境を作る必要があります。 

■現状と課題 

・これまで環境調査測定（監視）では、各調査項目に大きな基準超過などは見られておらず、市内の生活環境に大

きな問題等は起こっていません。 

・生活環境に関する相談は社会状況の変化に伴い、法規制の及ばない生活騒音等（近所のピアノの音、子どもが遊

ぶ音など）多岐にわたり、対応に苦慮することも増えてきています。発生源者への助言などの対応に努めるとと

もに、野外焼却の苦情等については、広報などにおいて法律の周知を図る必要があります（野外焼却に関する相

談件数：令和 2（2020）年度：25 件、令和 3（2021）年度：32 件、令和 4（2022）年度：25 件）。 

・モラルやマナーの欠如によるトラブルを未然に防ぐため、SNS の活用など効果的な啓発方法を検討し、実施して

いく必要があります。 

・土地の適正管理については、土地所有者への効果的な啓発方法を検討して実施していく必要があります。 

・不法投棄は、農地や山間部など人の目が届かない場所で発生しやすく、未然防止のため昼間・夜間のパトロール、

警察と連携をしていますが、行為者を特定することが難しい状況です。今後も継続的な啓発とパトロールにつと

め、不法投棄がされにくい環境を作る必要があります。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

河川の BOD の年間平均 ㎎/ℓ 1.6 1.5 1.1 0.9 1.1 → 

自動車騒音常時監視結果における

環境基準達成率 
％ 97.1 100.0 100.0 99.8 94.8 → 

生活環境苦情件数 件 79 83 69 62 93 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

河川の BOD の年間平均 ㎎/ℓ 1.5 1.1 0.9 1.1 0.8 → 

道路交通騒音の環境基準達成率 ％ 100.0 100.0 99.8 94.8 89.9 → 

生活環境苦情件数 件 83 69 62 93 57 ↓ 
 

 

  

施策４－４－１ 快適な生活環境の保全 施策４－４－１ 快適な生活環境の保全 
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■施策の目標 

・市民や事業者が消費抑制やごみ減量の必要性を理解し、4R の取組や資源ごみの分別、ごみ減量の取組を「自分ご

と」として捉え、限りある資源を有効に活用できるよう行動している状態 

■施策の目標 

・市民や事業者が消費抑制やごみ減量の必要性を理解し、4R の取組や資源ごみの分別、ごみ減量の取組を「自分ご

と」として捉え、限りある資源を有効に活用できるよう行動している状態 

■現状と課題 

・生活系及び事業系ごみの総排出量は横ばい傾向ですが、市内の人口は毎年増加し、また、市内企業で働く人も増

加したことを考慮すると、めざす方向性とは一致していると推測されます。しかしながら、まだまだリサイクル

できる資源ごみの分別が徹底されずに可燃ごみとして焼却処分されている現状があります。ごみを出し、処理す

ることには、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出し、環境へ負荷をかけるとともに多額の処理コストが

かかります。 

・リサイクルできる資源ごみの分別や生ごみの水切りの徹底、コンポストの活用などにより、収集運搬や処理の効

率化、コストの削減、環境負荷の低減を図り、循環型社会を形成する基盤となるごみの減量化をさらに進めてい

くことが必要です。 

・家具や家電などの粗大ごみや自己搬入ごみは、年々増加傾向にあります。限りある資源を有効に利用し、ごみ排

出量を減らすためにも、まずは「廃棄物となるものを断る（リフューズ）・発生させない（リデュース）」や「使

えるものは繰り返し使う（リユース）」の取組を優先的に進める必要があります。そのため「購入する際に本当に

必要なものなのか」「繰り返し使えるものなのか」「捨てる際に本当に捨てるしかないものなのか」を市民が考え

直すきっかけとなるような啓発内容の見直しやリユースを行う多様な主体と連携するなど、新しい取組や仕組み

を研究し構築することが求められています。併せて持続可能な社会を構築する次世代の担い手を視野に入れた環

境教育やさまざまな世代に応じた啓発が必要です。 

・プラスチックなどの資源化の余地が残されているものや食品ロスの削減、高齢化に伴う収集方法の見直しなど、

本市に適した廃棄物処理のあり方について研究を進めていく必要があり、令和 4（2022）年度からフードドライ

ブを、令和 5（2023）年度からふれあい収集を開始しました。今後は事業の課題の洗い出し等を行いながら、本

市に適した廃棄物処理のあり方について研究を進めていく必要があります。 

・し尿処理施設である海津木苑は、臭気や水質などの技術的な対策により、周囲の環境にも配慮したし尿等の適正

処理を行ってきました。令和 3（2021）年度からは循環型社会の形成に寄与する汚泥再生処理センターの建設に

着手し、令和 5（2023）年度に供用を開始します。し尿等の適正処理は、将来にわたって安定的かつ効率的に行

うとともに、財政的にも安定した運営が必要です。 

・施設に搬入されたし尿等を、生活環境に悪影響を及ぼすことなく安定的に処理をすることが、公衆衛生の向上及

び生活環境の保全を図るうえで極めて重要です。また、地元協定の排出基準を遵守しつつ、し尿等の搬入状況及

び性状変化に対応しながら、計画的かつ効率的な施設の整備や管理運営を行うことが必要です。 

■現状と課題 

・本市のごみ総排出量は減少傾向であり、めざす方向性は一致しています。しかしながら、リサイクルできる資源

ごみの分別が徹底されずに可燃ごみとして焼却処分されている現状があります。ごみを出し処理することは、地

球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出し、環境へ負荷をかけるとともに多額の処理コストがかかります。 

・収集運搬や処理の効率化、コストの削減、環境負荷の低減を図り、循環型社会を形成する基盤となるごみの減量

化をさらに進めていくことが必要で、「廃棄物となるものを断る（リフューズ）・発生させない（リデュース）」や

「使えるものは繰り返し使う（リユース）」「なるべく捨てない（リサイクル）」といった４R の取組を優先的に取

り組む必要があります。「購入する際に本当に必要なものなのか」「繰り返し使えるものなのか」「捨てる際に本当

に捨てるしかないものなのか」を市民が考え直すきっかけづくりやリユースを行う多様な主体と連携するなど、

新しい取組や仕組みを研究し構築することが求められています。併せて持続可能な社会を構築する次世代の担い

手を視野に入れた環境教育やさまざまな世代に応じた啓発が必要です。 

・分別収集品目の見直しや食品ロスの削減、高齢化等社会の変化に伴う収集方法の見直しなど、本市に適した廃棄

物処理のあり方について引き続き研究を進めていく必要があります。 

・汚泥再生処理センターとして令和 5（2023）年 12 月から新施設の供用を開始した海津木苑は、将来にわたって

安定的かつ効率的な運営が必要です。 

・施設に搬入されたし尿等を、生活環境に悪影響を及ぼすことなく安定的に処理をすることが、公衆衛生の向上及

び生活環境の保全を図るうえで極めて重要です。また、地元協定の排出基準を遵守しつつ、し尿等の搬入状況及

び性状変化に対応しながら、計画的かつ効率的な施設の整備や管理運営を行うことが必要です。  

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

ごみ総排出量 t 19,489 19,805 19,608 19,432 19,217 ↓ 

リサイクル率 t 14.8 14.3 13.8 13.2 16.6 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

ごみ総排出量 t 19,805 19,608 19,432 19,217 18,544 ↓ 

資源化量 t 14.3 13.8 13.2 16.6 16.4 ↑ 
 

 

  

施策４－４－２ 資源を有効に活用する循環型社会の形成 施策４－４－２ 資源を有効に活用する循環型社会の形成 
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■施策の目標 

・市民が動物愛護に関心を持ち、ペットの適正管理・終生飼養など、人と動物が幸せに暮らしていけるよう取り組

んでいる状態 

・狂犬病などの感染症などを予防できるよう、狂犬病予防法に基づく適正な犬の管理が行われている状態 

・市民が地域猫活動に関心を持ちながら協力し合い、飼い主のいない猫に起因するトラブルが発生することなく、

地域住民と地域猫が共生している状態 

■施策の目標 

・市民が動物愛護に関心を持ち、ペットの適正管理・終生飼養など、人と動物が幸せに暮らしていけるよう取り組

んでいる状態 

・狂犬病などの感染症などを予防できるよう、狂犬病予防法に基づく適正な犬の管理が行われている状態 

・市民が地域猫活動に関心を持ちながら協力し合い、飼い主のいない猫に起因するトラブルが発生することなく、

地域住民と地域猫が共生している状態 

■現状と課題 

・犬に関する苦情件数は、令和 3（2021）年度 19 件から令和 4（2022）年度 21 件に増加していますが、犬につ

いては、狂犬病予防法等で飼い主の義務が定められていることから、苦情があっても指導がしやすく、根拠法令

に基づいた捕獲も可能です。猫に関する苦情件数については、令和 3（2021）年度 48 件から令和 4（2022）年

度 22 件に減少しています。地域猫活動団体の支援が拡充されたことに加えて、地域猫活動団体の登録数増加に

伴い、地域での取組が促進されたことなどが要因と考えられます。猫は愛護動物であるため、飼い主のいない猫

が糞尿被害の原因となっているからといって、駆除をすることはできません。動物愛護の観点から所有者不明猫

（負傷動物を除く）の引き取りは行っておらず、被害を受けている人たちに自衛策をとってもらうしかなく、理

解を得ることが難しい状況にあります。また、猫は年に 2～3 回ほど出産をするため、放置しておくと、どんど

ん増えていってしまいます。平成 26（2014）年度からは、ボランティアと連携し、TNR（飼い主のいない猫を

捕獲し、不妊・去勢手術を行い、元の場所に戻すこと）や地域猫活動を推進していますが、これらの活動には地

域全体の理解が必要となります。 

・地域猫活動団体登録件数（累計）は、令和２（2020）年度に 41 件、令和３（2021）年度に 56 件、令和 4（2022）

年度に 74 件と増加し、猫に関する相談・苦情には、TNR や地域猫活動に関する問い合わせも多く、引き続き地

域や市民、団体が主体となって行う活動への支援が必要です。 

・高齢者のペットの飼育においては、飼い主の急な死亡や入院があった場合、ペットに関する情報も少なく、現状

の把握や対応に時間がかかるケースが多くなっています。ペットの飼育が困難な状況になれば、ペットの飼育環

境や健康状態の悪化とともに、飼い主の生活環境の悪化にもつながる恐れがあります。高齢者のペットの「終生

飼養」の義務を果たすため、また、ペットに関する問題が発生することや、発生してもその悪化を防ぐためには、

日頃の備えが必要となります。 

・高齢者のペットの適正管理については、関係機関・部署が横断的に連携し、サポートが必要な高齢者の情報を収

集して事前の備えにつなげていくなど、高齢者の適正飼養の支援に取り組んでいく必要があります。 

・市内各所において、飼い主のいない猫に起因する鳴き声、ふん尿、エサやりのマナーなどさまざまな問題が起き

ており、地域住民間のトラブルにつながる場合もあります。動物愛護法の趣旨から殺処分を前提とした飼い主の

いない猫の捕獲はできず、また、高い繁殖力があることから、放置していても問題の解決は見込めない状況です。 

・狂犬病予防接種率は年々減少傾向にあり、要因としては狂犬病に対する危機感の薄れや１年に１回の接種義務に

ついての認知度の低下などが考えられるため、周知・啓発を行っていく必要があります。 

・畜犬の登録数は大きな変動はなく、ほぼ横ばい傾向です。しかし犬を飼っていても登録をしていない飼い主も一

定数いると思われ、その把握は困難な現状であることから、犬の登録制度についての周知啓発を行っていく必要

があります。 

・令和 5（2023）年 3 月 18 日、本市は、関連する各分野が連携して、環境保全や人と動物の共生社会づくり、自

然や動物とのふれあいを通じた健康づくり、自然と調和した産業の振興などに向けた活動に、ワンヘルスの理念

のもと取り組んでいく「古賀市ワンヘルス推進宣言」を表明しました。 

■現状と課題 

・犬に関する苦情件数は、令和 3（2021）年度 19 件から令和 4（2022）年度 21 件に増加していますが、犬につ

いては、狂犬病予防法等で飼い主の義務が定められていることから、苦情があっても指導がしやすく、根拠法令

に基づいた捕獲も可能です。猫に関する苦情件数については、令和 3（2021）年度 48 件から令和 4（2022）年

度 22 件に減少しています。地域猫活動団体の支援が拡充されたことに加えて、地域猫活動団体の登録数増加に

伴い、地域での取組が促進されたことなどが要因と考えられます。猫は愛護動物であるため、飼い主のいない猫

が糞尿被害の原因となっているからといって、駆除をすることはできません。動物愛護の観点から所有者不明猫

（負傷動物を除く）の引き取りは行っておらず、被害を受けている人たちに自衛策をとってもらうしかなく、理

解を得ることが難しい状況にあります。また、猫は年に 2～3 回ほど出産をするため、放置しておくと、どんど

ん増えていってしまいます。平成 26（2014）年度からは、ボランティアと連携し、TNR（飼い主のいない猫を

捕獲し、不妊・去勢手術を行い、元の場所に戻すこと）や地域猫活動を推進していますが、これらの活動には地

域全体の理解が必要となります。 

・地域猫活動団体登録件数（累計）は、令和２（2020）年度に 41 件、令和３（2021）年度に 56 件、令和 4（2022）

年度に 74 件と増加し、猫に関する相談・苦情には、TNR や地域猫活動に関する問い合わせも多く、引き続き地

域や市民、団体が主体となって行う活動への支援が必要です。 

・高齢者のペットの飼育においては、飼い主の急な死亡や入院があった場合、ペットに関する情報も少なく、現状

の把握や対応に時間がかかるケースが多くなっています。ペットの飼育が困難な状況になれば、ペットの飼育環

境や健康状態の悪化とともに、飼い主の生活環境の悪化にもつながる恐れがあります。高齢者のペットの適性飼

育のため、また、ペットに関する問題が発生することや、発生してもその悪化を防ぐためには、日頃の備えが必

要となります。 

・高齢者のペットの適正管理については、関係機関・部署が横断的に連携し、サポートが必要な高齢者の情報を収

集して事前の備えにつなげていくなど、高齢者の適正飼養の支援に取り組んでいく必要があります。 

・市内各所において、飼い主のいない猫に起因する鳴き声、ふん尿、エサやりのマナーなどさまざまな問題が起き

ており、地域住民間のトラブルにつながる場合もあります。動物愛護法の趣旨から殺処分を前提とした飼い主の

いない猫の捕獲はできず、また、高い繁殖力があることから、放置していても問題の解決は見込めない状況です。 

・狂犬病予防接種率は年々減少傾向にあり、要因としては狂犬病に対する危機感の薄れや１年に１回の接種義務に

ついての認知度の低下などが考えられるため、周知・啓発を行っていく必要があります。 

・畜犬の登録数は大きな変動はなく、ほぼ横ばい傾向です。しかし犬を飼っていても登録をしていない飼い主も一

定数いると思われ、その把握は困難な現状であることから、犬の登録制度についての周知啓発を行っていく必要

があります。 

・令和 5（2023）年 3 月 18 日、本市は、関連する各分野が連携して、環境保全や人と動物の共生社会づくり、自

然や動物とのふれあいを通じた健康づくり、自然と調和した産業の振興などに向けた活動に、ワンヘルスの理念

のもと取り組んでいく「古賀市ワンヘルス推進宣言」を表明しました。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

狂犬病予防接種の接種率 ％ 59.2 55.8 54.2 54.0 59.0 ↑ 

畜犬の登録数 頭 3,275 3,316 3,186 3,251 3,268 － 

所有者不明猫の市の引取り件数 件 6 2 0 0 0 ↓ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

狂犬病予防接種の接種率 ％ 55.8 54.2 54.0 59.0 59.7 ↑ 

畜犬の登録数 頭 3,316 3,186 3,251 3,268 3,373 － 

所有者不明猫の市の引取り件数 件 2 0 0 0 0 ↓ 
 

 

  

施策４－４－３ 環境と人と動物のよりよい関係を築く動物愛護の推進 施策４－４－３ 環境と人と動物のよりよい関係を築く動物愛護の推進 



64 

 

 

■施策の目標 

・市民や事業者が豊かな恵みを次世代へ引き継ぐために自然環境や生物多様性について関心・興味を持ち、保全し

ていくための行動をしている状態 

■施策の目標 

・市民や事業者が豊かな恵みを次世代へ引き継ぐために自然環境や生物多様性について関心・興味を持ち、保全し

ていくための行動をしている状態 

■現状と課題 

・森林の有する多面的機能を維持するため、森林環境譲与税の活用や森林経営管理制度の施行などにより、所有者

や土地の境界、荒廃面積の把握を行い、森林環境整備や森林の荒廃を防ぐ事業を実施する必要があります。 

・防風保安林は、マツによる塩害の防止、防風、防砂を図っていますが、マツの維持には膨大な手間がかかってお

り、今後も継続して機能維持を図るため、多くの人々が関わることができるような体制整備を行う必要がありま

す。また、防風保安林の林内には、トベラなどの潮風に強い広葉樹を植えて防風効果の向上を計るといった検討

も必要です。 

・自然や生物多様性の豊かな地域においては、生物多様性戦略に沿った自然環境の保全活用等を実施していくため、

専門機関や教育機関等からの助言をもとに、現状の把握や保全を行うにあたっての課題の整理などを行う必要が

あります。 

・自然や生物多様性の豊かな地域に愛着を持ち、魅力と感じてもらうために、行政以外との連携により、新たな発

想を取り入れた保全活動を検討し、自然や生物多様性の豊かな地域を環境教育の場や自主的な環境保全の場とし

て活用していく必要があります。 

・県内では、平成 30（2018）年 4 月時点で、生態系・人の生命身体・農林水産業に被害を及ぼす、又は及ぼす恐

れのある特定外来生物が 21 種類確認されています（「福岡県侵略的外来種リスト 2018」に掲載）。本市において

も、アライグマやアカミミガメ、オオキンケイギクなどの特定外来生物が確認されており、被害の甚大性や対策

の実行可能性・実効性等を踏まえて優先度を決定しながら、対策をしていく必要があります。 

・外来種の対策には、多くの費用・時間・労力が必要になり、被害が起こらないように未然に予防することが重要

であることから、市民・事業者が外来種被害予防三原則である「入れない・捨てない・拡げない」を意識して行

動できるよう、周知啓発を行っていく必要があります。また、地域において外来生物の早期発見や円滑な防除を

実施していけるよう、地域住民やボランティアとの連携体制づくりが必要です。 

 

■現状と課題 

・森林の有する多面的機能を維持するため、森林環境譲与税の活用や森林経営管理制度の施行などにより、所有者

や土地の境界、荒廃面積の把握を行い、森林環境整備や森林の荒廃を防ぐ事業を実施する必要があります。 

・防風保安林は、マツによる塩害の防止、防風、防砂を図っていますが、マツの維持には膨大な手間がかかってお

り、今後も継続して機能維持を図るため、多くの人々が関わることができるような体制整備を行う必要がありま

す。また、防風保安林の林内には、トベラなどの潮風に強い広葉樹を植えて防風効果の向上を計るといった検討

も必要です。 

・自然や生物多様性の豊かな地域においては、生物多様性戦略に沿った自然環境の保全活用等を実施していくため、

専門機関や教育機関等からの助言をもとに、現状の把握や保全を行うにあたっての課題の整理などを行う必要が

あります。 

・自然や生物多様性の豊かな地域に愛着を持ち、魅力と感じてもらうために、行政以外との連携により、新たな発

想を取り入れた保全活動を検討し、自然や生物多様性の豊かな地域を環境教育の場や自主的な環境保全の場とし

て活用していく必要があります。 

・県内では、平成 30（2018）年 4 月時点で、生態系・人の生命身体・農林水産業に被害を及ぼす、又は及ぼす恐

れのある特定外来生物が 21 種類確認されています（「福岡県侵略的外来種リスト 2018」に掲載）。本市において

も、アライグマやアカミミガメ、オオキンケイギクなどの特定外来生物が確認されており、被害の甚大性や対策

の実行可能性・実効性等を踏まえて優先度を決定しながら、対策をしていく必要があります。 

・外来種の対策には、多くの費用・時間・労力が必要になり、被害が起こらないように未然に予防することが重要

であることから、市民・事業者が外来種被害予防三原則である「入れない・捨てない・拡げない」を意識して行

動できるよう、周知啓発を行っていく必要があります。また、地域において外来生物の早期発見や円滑な防除を

実施していけるよう、地域住民やボランティアとの連携体制づくりが必要です。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

自然環境に配慮した判断や行動が

主体的にできる市民の割合 
％     80.8 ↑ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

自然環境に配慮した判断や行動が

主体的にできる市民の割合 
％    80.8 81.8 ↑ 

 

 

  

施策４－４－４ 豊かな恵みを次世代へ引き継ぐ自然環境と生物多様性の保全 施策４－４－４ 豊かな恵みを次世代へ引き継ぐ自然環境と生物多様性の保全 
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■施策の目標 

・市民や事業者が日頃から省エネルギー行動を心がけ、省エネ家電の購入や再生可能エネルギーの活用など温室効

果ガスの排出削減に向け取り組んでいる状態 

・市民や事業者が気候変動の影響を正しく理解し、気候変動に適応していけるよう行動している状態 

■施策の目標 

・市民や事業者が日頃から省エネルギー行動を心がけ、省エネ家電の購入や再生可能エネルギーの活用など温室効

果ガスの排出削減に向け取り組んでいる状態 

・市民や事業者が気候変動の影響を正しく理解し、気候変動に適応していけるよう行動している状態 

■現状と課題 

・市民・事業者・行政が一体となって地球温暖化対策に取り組み、市内から排出される温室効果ガスを減らすこと

を目的に地球温暖化対策実行計画を策定し、取組を推進しているところですが、脱炭素社会の実現に向けて、取

組をさらに強化していくため、令和３（2021）年に 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロに取り組む「ゼロカーボン

シティ宣言」を表明しています。 

・国は 2050 年までに脱炭素社会の実現をめざすことを表明しており、2030 年までに温室効果ガスの排出量を対

2013 年比で 46％削減する目標を掲げています。本市もゼロカーボンシティの実現に向けて、第２次地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）及び同（事務事業編）に基づき、地球温暖化対策の取組を計画的かつ具体的に進め

ていく必要があります。 

・「2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ」の実現に向けて、市民や事業者への地球温暖化防止に対する一層

の理解と協力を促し、脱炭素社会の実現に向けて市全体で一体となって取組を進めていく必要があります。 

・市域全体の二酸化炭素総排出量の削減割合は、令和 2（2020）年度において、対平成 21（2009）年度比で 18％

削減となっており、以降も脱炭素の流れの加速に伴い、長期的に削減割合はさらに高くなっていくと推測されま

す。部門別でみると、産業部門、業務部門、運輸部門については、省エネルギー法に基づく取組が行われており、

長期的に排出量は削減傾向となっています。家庭部門については、令和 2（2020）年度の温室効果ガス排出量は

51 千 t-CO2 で、平成 21（2009）年度比で 11 千 t-CO2 減少していますが、今後、気候変動の影響により冷暖

房機器の使用頻度等は多くなることが想定されるため、うちエコ診断（対面・オンライン）など、各家庭にあっ

たアドバイスや診断を行う事業を推進し、家庭部門から排出される二酸化炭素の削減に取り組んでいく必要があ

ります。 

・緩和策を実施しても、全世界の排出削減がうまく軌道に乗らなければ、地球平均として最大 4－5℃といった大き

な気温上昇が引き起こされる可能性があり、生態系、農産物、健康、災害などへの影響が出ることが考えられる

ため、市民や事業者が回避・低減していく適応策をとることができるよう、市民（親子）を対象とした環境講座

の実施や、環境パネル展・広報紙・SNS 等による周知や啓発を行っていく必要があります。 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、行政自らが率先して公共施設におけるエネルギーの効率的利

用を行うことで、市民や企業の自主的・積極的な行動を促進しており、公共施設のエネルギー使用量や温室効果

ガス排出量は順調に削減ができています。さらなる取組を推進するため、公共施設（小学校などの指定避難所等）

への再生可能エネルギー設備の設置等を検討し、気候変動による災害レジリエンス強化にも寄与する緩和策・適

応策も併せて検討していく必要があります。 

■現状と課題 

・市民・事業者・行政が一体となって地球温暖化対策に取り組み、市内から排出される温室効果ガスを減らすこと

を目的に地球温暖化対策実行計画を策定し、取組を推進しているところですが、脱炭素社会の実現に向けて、取

組をさらに強化していくため、令和３（2021）年に 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロに取り組む「ゼロカーボン

シティ宣言」を表明しています。 

・国の 2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを実現する「カーボンニュートラル宣言」を受け、古賀市にお

いても市域の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しています。その実現に向

け、市域から排出される温室効果ガスを削減することを目的とした「第 2 次古賀市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」、市の全ての事務事業から排出される温室効果ガスを削減することを目的とした「古賀市地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）」に基づき、これまで以上に地球温暖化対策の取組を実施していくことが必要です。

また、その実現に向けては市民や事業者、行政など市に関係する人が連携して取り組む必要もあります。 

・「2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ」の実現に向けて、市民や事業者への地球温暖化防止に対する一層

の理解と協力を促し、脱炭素社会の実現に向けて市全体で一体となって取組を進めていく必要があります。 

・市域全体の温室効果ガス総排出量の削減割合は、令和 2（2020）年度において、対平成 21（2009）年度比で 18％

削減となっており、以降も脱炭素の流れの加速に伴い、長期的に削減が期待されます。部門別の二酸化炭素排出

量の現状でみると、産業部門、業務部門、運輸部門については、省エネルギー法に基づく取組が行われており、

長期的に排出量は削減傾向となっています。家庭部門については、令和 2（2020）年度の温室効果ガス排出量は

51 千 t-CO2 で、平成 21（2009）年度比で 11 千 t-CO2 減少していますが、今後、気候変動の影響により冷暖

房機器の使用頻度等は多くなることが想定されるため、うちエコ診断（対面・オンライン）など、各家庭にあっ

たアドバイスや診断を行う事業を推進し、家庭部門から排出される二酸化炭素の削減に取り組んでいく必要があ

ります。 

・パリ協定に基づき、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑

える努力を追求すると同時に、既に排出された温室効果ガスによる気候変動影響は避けられないため、既に現れ

ている又は避けられない気候変動に適応することについて、市民・小学校を対象とした環境講座の実施や、環境

パネル展・市広報ＳＮＳ等により啓発を図り、それぞれの主体が考えていく必要があります。 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、行政自らが率先して公共施設におけるエネルギーの効率的利

用を行うことで、市民や企業の自主的・積極的な行動を促進していますが、公共施設の温室効果ガス排出量は削

減しているもののエネルギー使用量は横ばい状態です。さらなる取組を推進するため、公共施設（小学校などの

指定避難所等）への再生可能エネルギー設備の設置等を検討し、気候変動による災害レジリエンス強化にも寄与

する緩和策・適応策も併せて検討していく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

二酸化炭素総排出量の削減割合※ ％ 17 19 18 集計中 集計中 ↑ 

二酸化炭素総排出量の削減量※ 千 t-CO2 68 78 74 集計中 集計中 ↑ 

家庭部門の温室効果ガス排出量 千 t-CO2 43 42 51 集計中 集計中 ↓ 

※平成 25（2013）年度比 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

温 室 効 果 ガ ス 総 排 出 量 の 削 減 割 合 ※ ％ 30.5 25.5 集計中 集計中 集計中 ↑ 

温室効果ガス総排出量の削減量※ 千 t-CO2 152 127 集計中 集計中 集計中 ↑ 

家庭部門の二酸化炭素排出量排出量 千 t-CO2 44 51 集計中 集計中 集計中 ↓ 

※平成 25（2013）年度比 
 

 

  

施策４－４－５ 私たちにできる地球温暖化の防止 施策４－４－５ 私たちにできる地球温暖化の防止 
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■施策の目標 

・多様な団体が連携して環境活動や啓発活動などに取り組んでいる状態 

・環境問題を「自分ごと」として捉え、美化活動などの環境保全活動を実践し、活躍している状態 

・環境をきっかけに人権についても学ぶことができるよう、汚泥再生処理センター（海津木苑）を活用し、学び、

交流している状態 

■施策の目標 

・多様な団体が連携して環境活動や啓発活動などに取り組んでいる状態 

・環境問題を「自分ごと」として捉え、美化活動などの環境保全活動を実践し、活躍している状態 

・環境をきっかけに人権についても学ぶことができるよう、汚泥再生処理センター（海津木苑）を活用し、学び、

交流している状態 

■現状と課題 

・本市の環境を守っていくためには、地球温暖化や自然環境、資源循環などの環境課題についての学びを通じて、

自らが考え、行動する人を増やしていく必要があります。 

・市民や事業者が本市の環境について誇りを持ち、郷土愛を深めることを目的とした環境教育により、さまざまな

環境課題を「自分ごと」として考え、行動する人が増えるとともに、環境保全・美化活動の担い手を育成するこ

とが必要です。 

・多様な主体と連携し、幅広く自由な発想も取り入れながら活動をしていくことで、これまでの活動を継続、発展

させていくことも必要となっています。 

・環境施策をともに推進してきたパートナーである「ぐりんぐりん古賀」では、会員の高齢化等の問題もあり、担

い手を確保する仕組みづくりを行っていく必要があります。 

・汚泥再生処理センター（海津木苑）の施設を活用し、環境と人権をテーマとした情報発信を実行していくことが

重要です。 

■現状と課題 

・本市の環境を守っていくためには、地球温暖化や自然環境、資源循環などの環境課題についての学びを通じて、

自らが考え、行動する人を増やしていく必要があります。 

・市民や事業者が本市の環境について誇りを持ち、郷土愛を深めることを目的とした環境教育により、さまざまな

環境課題を「自分ごと」として考え、行動する人が増えるとともに、環境保全・美化活動の担い手を育成するこ

とが必要です。 

・多様な主体と連携し、幅広く自由な発想も取り入れながら活動をしていくことで、これまでの活動を継続、発展

させていくことも必要となっています。 

・環境施策をともに推進してきたパートナーである古賀市環境市民会議（ぐりんぐりん古賀）では、会員の高齢化

等の問題もあり、担い手を確保する仕組みづくりを行っていく必要があります。 

・汚泥再生処理センター（海津木苑）の施設を活用し、環境と人権をテーマとした情報発信を実行していくことが

重要です。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

古賀市環境人材バンク登録者数 人    10 12 ↑ 

ぐりんぐりん古賀会員数（個人・団体） 人 69 58 56 56 64 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

環 境 に 関 す る 講 座 等 の 参 加 人 数 人 2,620 2,473 2,492 1,134 1,115 ↑ 
古賀市環境市民会議（ぐりんぐりん
古賀）が開催する環境保全・啓発活
動への参加人数 

人 1,161 914 1,111 1,329 859 ↑ 

 

 

  

施策４－４－６ 「環」をつなぐ環境教育の推進 施策４－４－６ 「環」をつなぐ環境教育の推進 
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■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○人と人とがつながり、助け合い、支え合いながら、積極的に地域の課題解決に取り組むまち 

○市民と行政が情報を共有し、信頼関係を築きながら、ともに市の魅力を発信し、安定的な行政経営が行われてい

るまち 

■政策の目的（政策によってめざすまちの姿） 

○人と人とがつながり、助け合い、支え合いながら、積極的に地域の課題解決に取り組むまち 

○市民と行政が情報を共有し、信頼関係を築きながら、ともに市の魅力を発信し、安定的な行政経営が行われてい

るまち 

■現状と課題 

・価値観の多様化やライフスタイルの変化、市民相互のつながりの希薄化、高齢化の進展などにより、自治会の加

入率は減少傾向にあり、地域活動に参加する意向のない市民も多くいます。地域活動の担い手は限られ、その担

い手がそれぞれの自治会、地域活動団体等に分散している状況にあり、公益活動を行う市民活動団体等でも担い

手の固定化や高齢化、後継者不足などの課題に直面しています。今後、担い手が減少していけば、活動できなく

なる自治会、校区コミュニティ、市民活動団体等の増加が懸念されます。一方で、地域の清掃活動等への小中学

生の参加や高校生や大学生による地域課題の解決に向けた活動など、若い世代が地域の担い手として活躍する場

面が増えてきています。市民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、世代や地域、団体の枠を超

えて積極的にまちづくりに参画し、協力し合うことが求められています。 

・少子高齢化の進展、市民ニーズや地域課題の複雑化・多様化により、自治会、校区コミュニティ等の地縁型組織

だけでは解決できない地域課題も増えつつあり、市民活動団体、事業者、教育機関などが交流や活動参加の裾野

を広げ、子育て、教育、福祉、防犯、防災、環境などのさまざまな分野において、地域の課題解決に積極的に取

り組むパートナーとなり活動することが求められています。 

・市民が住み続けたいと思えるまちを実現するためには、市民、自治会、校区コミュニティ、市民活動団体、事業

者などさまざまな主体がまちづくりにおいて期待されるそれぞれの役割を理解し、連携、実践できる環境が整備

されていなければなりません。そのため、行財政運営に係る情報を、広報紙はもちろんのこと、パソコンやスマ

ートフォンなど多様な媒体を通じ、ホームページや電子メール、SNS などの情報メディアを活用するとともに、

効果的かつ正確、迅速に市民等と共有する必要があります。 

・本市の魅力を市内外に発信し理解を深めることで、シビックプライド（市民の誇りや愛着）を醸成するとともに、

関係人口や定住人口の増加につなげていく必要があります。 

・近年の財政状況に鑑みると、子育て支援の拡充や高齢者人口の増加に伴い、扶助費をはじめとする義務的経費が

増加しています。また、公共施設の老朽化に伴う維持管理コストが増加しています。安全・安心な市民サービス

を提供し続けるため、公共施設の維持改修等を行うことは重要ですが、将来必要となる費用は市の財政に大きな

影響を与えることが懸念され、需要の変化や管理状況を把握し、計画的に維持管理を行うことにより、財政負担

の軽減、平準化を図る必要があります。 

・障がいのあるなしや年齢等に関わらず、誰もが地域で安心して暮らしていくための環境整備として、ユニバーサ

ルデザインに配慮したまちづくりにも取り組んでいく必要があります。 

・ICT の発展、普及に伴い、多くの市民がインターネットを介してさまざまなサービスを利用できる環境が整備さ

れてきました。このため、ICT を活用した行政内部の業務効率化はもちろん、情報セキュリティの確保や情報弱

者への配慮を図りながら、行政手続きのオンライン化などデジタル社会に対応した行政サービスを充実する必要

があります。 

・将来に向けて、複雑化・多様化した課題に適切に対応し、安全・安心で活力ある地域を維持・向上させるために

は、自主財源の安定的な確保と限りある財源・職員・公共施設などの経営資源の効率的・効果的な活用による費

用対効果の高い施策・事業の展開が求められています。 

■現状と課題 

・価値観の多様化やライフスタイルの変化、市民相互のつながりの希薄化、高齢化の進展などにより、自治会の加

入率は減少傾向にあり、地域活動に参加する意向のない市民も多くいます。地域活動の担い手は限られ、その担

い手がそれぞれの自治会、地域活動団体等に分散している状況にあり、公益活動を行う市民活動団体等でも担い

手の固定化や高齢化、後継者不足などの課題に直面しています。今後、担い手が減少していけば、活動できなく

なる自治会、校区コミュニティ、市民活動団体等の増加が懸念されます。一方で、地域の清掃活動等への小中学

生の参加や高校生や大学生による地域課題の解決に向けた活動など、若い世代が地域の担い手として活躍する場

面が増えてきています。市民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、世代や地域、団体の枠を超

えて積極的にまちづくりに参画し、協力し合うことが求められています。 

・少子高齢化の進展、市民ニーズや地域課題の複雑化・多様化により、自治会、校区コミュニティ等の地縁型組織

だけでは解決できない地域課題も増えつつあり、市民活動団体、事業者、教育機関などが交流や活動参加の裾野

を広げ、子育て、教育、福祉、防犯、防災、環境などのさまざまな分野において、地域の課題解決に積極的に取

り組むパートナーとなり活動することが求められています。 

・市民が住み続けたいと思えるまちを実現するためには、市民、自治会、校区コミュニティ、市民活動団体、事業

者などさまざまな主体がまちづくりにおいて期待されるそれぞれの役割を理解し、連携、実践できる環境が整備

されていなければなりません。そのため、行財政運営に係る情報を、広報紙はもちろんのこと、パソコンやスマ

ートフォンなど多様な媒体を通じ、ホームページや電子メール、SNS などの情報メディアを活用するとともに、

効果的かつ正確、迅速に市民等と共有する必要があります。 

・本市の魅力を市内外に発信し理解を深めることで、シビックプライド（市民の誇りや愛着）を醸成するとともに、

関係人口や定住人口の増加につなげていく必要があります。 

・近年の財政状況に鑑みると、子育て支援の拡充や高齢者人口の増加に伴い、扶助費をはじめとする義務的経費が

増加しています。また、公共施設の老朽化に伴う更新や改修に係るコストが増加しています。安全・安心な市民

サービスを提供し続けるため、公共施設の維持改修等を行うことは重要ですが、将来必要となる費用は市の財政

に大きな影響を与えることが懸念され、需要の変化や管理状況を把握し、計画的に維持管理を行うことにより、

財政負担の軽減、平準化を図る必要があります。 

・障がいのあるなしや年齢等に関わらず、誰もが地域で安心して暮らしていくための環境整備として、ユニバーサ

ルデザインに配慮したまちづくりにも取り組んでいく必要があります。 

・ICT の発展、普及に伴い、多くの市民がインターネットを介してさまざまなサービスを利用できる環境が整備さ

れてきました。このため、ICT を活用した行政内部の業務効率化はもちろん、情報セキュリティの確保や情報弱

者への配慮を図りながら、行政手続きのオンライン化などデジタル社会に対応した行政サービスを充実する必要

があります。 

・将来に向けて、複雑化・多様化した課題に適切に対応し、安全・安心で活力ある地域を維持・向上させるために

は、自主財源の安定的な確保と限りある財源・職員・公共施設などの経営資源の効率的・効果的な活用による費

用対効果の高い施策・事業の展開が求められています。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

人口の社会増減 人 553 467 159 ▲144 ▲65 → 

人口の自然増減 人 ▲49 ▲43 ▲108 ▲115 ▲248 － 

出生者数 人 464 458 439 445 409 － 

高齢化率 ％ 26.0 26.4 27.0 27.5 27.9 － 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

人口の社会増減 人 467 159 ▲144 ▲65 315 → 

人口の自然増減 人 ▲43 ▲108 ▲115 ▲248 ▲241 － 

出生者数 人 458 439 445 409 376 － 

高齢化率 ％ 26.4 27.0 27.5 27.9 28.3 － 
 

 

  

政策５－１ 基本構想の推進                                    政策５－１ 基本構想の推進 
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■施策の目標 

・多くの市民が自主的・積極的にコミュニティ活動に参加している状態 

・団体の活動方針が市民に分かりやすく周知され、地域の課題解決に向けて市民等と行政が協力して取り組んでい

る状態 

■施策の目標 

・多くの市民が自主的・積極的にコミュニティ活動に参加している状態 

・団体の活動方針が市民に分かりやすく周知され、地域の課題解決に向けて市民等と行政が協力して取り組んでい

る状態 

■現状と課題 

・価値観の多様化、ライフスタイルの変化により、市民ニーズや地域の課題も多様化していますが、人口減少・少

子高齢化により、行政サービスだけで課題解決を行うことが困難になっており、この傾向は今後一層加速するこ

とが推測されます。 

・今後も、高齢者の増加に伴う医療・介護問題及び交通問題並びに頻発する自然災害への対応など地域課題は複雑

化し、課題解決のためには、市民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、積極的にまちづくりに

参加することが今以上に求められます。 

・価値観の多様化、ライフスタイルの変化に併せ、高度情報化社会となったことにより市民生活の利便性は向上す

る一方で市民間の関わりは希薄化しています。本市においても、自治会の加入率は、平成 30（2018）年度の推

計値が 76.3％（市調べ）、令和 4（2022）年度の推計値が 73.7％（古賀市市民意識調査）と減少傾向にありま

すが、令和 3（2021）年に総務省が行った全国アンケートによると、令和 2（2020）年度における人口 5 万以

上 10 万未満の都市の平均自治会加入率は 67.0％であることから、市民間の関わりは一定程度保たれていると考

えられます。しかしながら、地域活動への参加状況として、「現在参加しておらず今後も参加しない」と回答した

人の割合は、令和元（2019）年度 26.9％（古賀市まちづくりに関する市民アンケート）に対し、令和 4（2022）

年度は 35.3％（古賀市市民意識調査）と 8.4 ポイント上昇しており、また参加しない理由として「地域活動を

行う時間がない」と回答した人の割合が 48.1％であることから、今後は、地域活動の必要性や魅力をさらに発信

していくことや、地域づくりを「自分ごと」と考えることで、地域活動にかける時間が無駄・負担ではないと思

えるような意識の共有及び形骸化した活動内容を再点検し、住民が自ずと参加したくなるような実施内容へ変更

するなどの工夫を行わない場合、存続自体が危ぶまれる自治会も増えてくることが危惧されます。 

・自治会・校区コミュニティは地域の課題を解決していく際のまちづくりの重要なパートナーであることから、こ

れら地域コミュニティの組織が存続できるような環境を整える支援の在り方について検討する必要があります。 

・地域コミュニティの活性化のために活動できる地域の人材は限られており、現在はその担い手がそれぞれの自治

会、地域活動団体等に分散化しています。今後は今以上に校区コミュニティを単位とした、人材・団体の交流や

連携のための支援について検討する必要があります。 

・2040 年を見据えた地域共生社会及び地域包括ケアシステムの実現に向けた福祉施策においては、小学校区を単

位とした施策の展開を検討しており、地域内の限られた人材・社会資源を効果的・効率的に配置するために、校

区コミュニティとの連携について検討する必要があります。 

・地域公民館の新たな方向性や地域の社会教育活動支援の充実に向けた社会教育施策においては、自治会内の限ら

れた人材・社会資源の効果的・効率的な配置について検討する必要があります。 

・公益団体においても、構成員の高齢化等により活動の継続が困難な状況が発生するなど課題も多い状況です。現

状の支援は継続しつつ、支援の目的や理想を共有できる市の支援方針を再構築する必要があります。 

・地縁による団体（自治会・校区コミュニティ）だけでは解決できない地域の課題を解決するために、今後ますま

す、公益活動を行う団体の役割が大きくなると思われます。市内で公益活動を行う市民活動団体間の交流や活動

参加者の裾野を広げていくための支援を促進することで、地域の課題解決のための新たな仕組みづくりや地域の

活力創出をめざし、地域の課題解決に積極的に取り組む共働のパートナーとなる団体を増やすための支援の在り

方について検討する必要があります。 

■現状と課題 

①価値観の多様化、ライフスタイルの変化により、市民ニーズや地域の課題も多様化していますが、人口減少・少

子高齢化により、行政サービスだけで課題解決を行うことが困難になっており、この傾向は今後一層加速するこ

とが推測されます。 

②今後も、高齢者の増加に伴う医療・介護問題及び交通問題並びに頻発する自然災害への対応など地域課題は複雑

化し、課題解決のためには、市民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、積極的にまちづくりに

参加することが今以上に求められます。 

③価値観の多様化、ライフスタイルの変化に併せ、高度情報化社会となったことにより市民生活の利便性は向上す

る一方で市民間の関わりは希薄化しています。本市においても、自治会の加入率は、平成 30（2018）年度の推

計値が 76.3％（市調べ）、令和 4（2022）年度の推計値が 73.7％（古賀市市民意識調査）と減少傾向にありま

すが、令和 3（2021）年に総務省が行った全国アンケートによると、令和 2（2020）年度における人口 5 万以

上 10 万未満の都市の平均自治会加入率は 67.0％であることから、市民間の関わりは一定程度保たれていると考

えられます。しかしながら、地域活動への参加状況として、「現在参加しておらず今後も参加しない」と回答した

人の割合は、令和元（2019）年度 26.9％（古賀市まちづくりに関する市民アンケート）に対し、令和 4（2022）

年度は 35.3％（古賀市市民意識調査）と 8.4 ポイント上昇しており、また参加しない理由として「地域活動を

行う時間がない」と回答した人の割合が 48.1％であることから、今後は、地域活動の必要性や魅力をさらに発信

していくことや、地域づくりを「自分ごと」と考えることで、地域活動にかける時間が無駄・負担ではないと思

えるような意識の共有及び形骸化した活動内容を再点検し、住民が自ずと参加したくなるような実施内容へ変更

するなどの工夫を行わない場合、存続自体が危ぶまれる自治会も増えてくることが危惧されます。 

④自治会・校区コミュニティは地域の課題を解決していく際のまちづくりの重要なパートナーであることから、こ

れら地域コミュニティの組織が存続できるような環境を整える支援の在り方について検討する必要があります。 

⑤地域コミュニティの活性化のために活動できる地域の人材は限られており、現在はその担い手がそれぞれの自治

会、地域活動団体等に分散化しています。今後は今以上に校区コミュニティを単位とした、人材・団体の交流や

連携のための支援について検討する必要があります。 

⑥2040 年を見据えた地域共生社会及び地域包括ケアシステムの実現に向けた福祉施策においては、小学校区を単

位とした施策の展開を検討しており、地域内の限られた人材・社会資源を効果的・効率的に配置するために、校

区コミュニティとの連携について検討する必要があります。 

⑦地域公民館の新たな方向性や地域の社会教育活動支援の充実に向けた社会教育施策においては、自治会内の限ら

れた人材・社会資源の効果的・効率的な配置について検討する必要があります。 

⑧公益団体においても、構成員の高齢化等により活動の継続が困難な状況が発生するなど課題も多い状況です。現

状の支援は継続しつつ、支援の目的や理想を共有できる市の支援方針を再構築する必要があります。 

⑨地縁による団体（自治会・校区コミュニティ）だけでは解決できない地域の課題を解決するために、今後ますま

す、公益活動を行う団体の役割が大きくなると思われます。市内で公益活動を行う市民活動団体間の交流や活動

参加者の裾野を広げていくための支援を促進することで、地域の課題解決のための新たな仕組みづくりや地域の

活力創出をめざし、地域の課題解決に積極的に取り組む共働のパートナーとなる団体を増やすための支援の在り

方について検討する必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

自治会加入率 % 76.3     → 

「地域活動に参加しておらず今後も参加しな

い」と思う市民の割合 
%  26.9    ↓ 

 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

自治会加入率 %     69.1 → 

「地域活動に参加しておらず今後も参加しな

い」と思う市民の割合 
% 26.9     ↓ 

 

 

施策５－１－１ みんなでつながる地域づくりの推進 施策５－１－１ みんなでつながる地域づくりの推進 
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■施策の目標 

・広報紙やホームページ、SNS の活用などにより、市に関する情報が適切に提供され、市民が必要とする情報がい

つでも容易に入手でき、市民が市に誇りや愛着を持っている状態 

・市外の人の古賀市に対する認知度が高まっている状態 

■施策の目標 

・広報紙やホームページ、SNS の活用などにより、市に関する情報が適切に提供され、市民が必要とする情報がい

つでも容易に入手でき、市民が市に誇りや愛着を持っている状態 

・市外の人の古賀市に対する認知度が高まっている状態 

■現状と課題 

・情報公開・個人情報保護制度に関する開示請求は年々増加傾向にありますが、企業や一部の市民等からがほとん

どであり、この制度が市民に浸透しているとは言い難い状況です。個人情報の保護に十分配慮し、情報公開制度

の適切な運用を図りながら市民と情報共有を行い市民の市政への参画を促していくためには、情報公開・個人情

報保護制度をさらに周知し、制度に対する市民の理解を深める必要があります。 

・行政内部においても情報公開・個人情報保護制度の理解をより深めたうえで市政情報を適切に取り扱い、適正に

管理された状態を維持する必要があります。 

・SNS やデジタル放送など情報発信ツールの多様化が進み、市民をはじめとした幅広い人に向けて多様なツールに

よるきめ細かで即時性のある情報発信が求められています。 

・人口減少を抑制し市の活性化を図るための方策として、シティプロモーションに戦略的に取り組むことにより、

シティブランディングの推進とシビックプライド（市民の誇りや愛着）の醸成を図り、関係人口及び移住定住人

口の増加につなげていく必要があります。 

■現状と課題 

①情報公開・個人情報保護制度に関する開示請求は、企業や一部の市民等からがほとんどであり、この制度が市民

に浸透しているとは言い難い状況です。個人情報の保護に十分配慮し、情報公開制度の適切な運用を図りながら

市民と情報共有を行い市民の市政への参画を促していくためには、情報公開・個人情報保護制度をさらに周知し、

制度に対する市民の理解を深める必要があります。 

②行政内部においても情報公開・個人情報保護制度の理解をより深めたうえで市政情報を適切に取り扱い、適正に

管理された状態を維持する必要があります。 

③SNS やデジタル放送など情報発信ツールの多様化が進み、市民をはじめとした幅広い人に向けて多様なツールに

よるきめ細かで即時性のある情報発信が求められています。 

④人口減少を抑制し市の活性化を図るための方策として、シティプロモーションに戦略的に取り組むことにより、

シティブランディングの推進とシビックプライド（市民の誇りや愛着）の醸成を図り、関係人口及び移住定住人

口の増加につなげていく必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

新聞テレビ掲載回数 件 324 516 443 228 253 → 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

新聞テレビ掲載回数 件 516 443 228 253 257 → 
 

 

  

施策５－１－２ 積極的な情報発信・情報共有とシティプロモーションの推進 施策５－１－２ 積極的な情報発信・情報共有とシティプロモーションの推進 
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■施策の目標 

・予算編成、事務事業の実施、行政評価、進捗管理などの一連の事務処理が連動し、効率的に実施されている状態 

・デジタル技術などが充分に活用され、効果的・効率的に事務処理が行われ、事務負担が軽減されている状態 

■施策の目標 

・予算編成、事務事業の実施、行政評価、進捗管理などの一連の事務処理が連動し、効率的に実施されている状態 

・デジタル技術などが充分に活用され、効果的・効率的に事務処理が行われ、事務負担が軽減されている状態 

■現状と課題 

・本市の近年の財政状況に鑑みると、平成 29（2017）年度には 56.1 億円であった扶助費が令和 4（2022）年度

には 64.4 億円に増加する等、高齢者人口の増加に伴い、社会保障経費をはじめとする義務的経費が増加してい

ます。また、平成 29（2017）年度には 2.0 億円であった維持補修費が令和 4（2022）年度には 2.3 億円に増加

する等、公共施設の老朽化に伴う維持管理コストが増加しています。一方、市民税や固定資産税の増加、収税強

化等により、平成 29（2017）年度 68.7 億円であった市税が令和 4（2022）年度には 73.5 億円になる等、歳

入も増加しています。 

・中長期的な視点に立った監査や適正かつ効率的な会計事務の実施、電子入札システムの運用、ペーパレス化の推

進などによる行政コストの削減やさらなる適正化、公共施設等適正管理計画に基づく公共施設の長寿命化や適正

管理による維持管理コストの抑制などに取り組むとともに、滞納整理の強化や高い収納率の維持、納税しやすい

環境の整備等に取り組み税収の増加を図るなど、社会保障経費の増大や将来的な投資に備え、財源の確保を図る

必要があります。 

・RPA※1、AI-OCR※2 などのデジタル技術の活用や行政システムの標準化・共通化も見据えた業務の改善・効率化、

セキュリティ対策の強化を図るとともに、マイナンバーカードの普及促進、デジタルデバイド対策の強化など、

社会全体のデジタル化に向けた取組を推進する必要があります。 

※1 RPA：従来、人が作業していた定型業務を自動化する仕組み。 

※2 AI-OCR：「スキャナ等によって画像データ化した文字を解析し、コンピュータが扱える文字データに変換

する」といった OCR 技術に機械学習を組み合わせ、文字の認識率を高めたもの。 

・公平公正で、市民満足度が高く、効果的な行政サービスを維持するためにも、職員の能力開発や組織力の強化に

取り組む必要があります。 

・限られたリソース（財源・人的資源）で、基本目標に掲げているそれぞれの政策を総合的に展開していくために、

職員一人ひとりが自分事として担当の事業に取り組むことはもちろん、全ての関係課において、それぞれの政策・

施策が互いにどのように関連し、市民や事業者、地域に対し、どのような効果を与え、どのような課題解決に結

びついていくのかを理解し、政策間・施策間の連携を意識しながら効果的・効率的に事業を展開していく必要が

あります。 

■現状と課題 

・本市の近年の財政状況に鑑みると、平成 29（2017）年度には 56.1 億円であった扶助費が令和 5（2023）年度

には 66.7 億円に増加する等、高齢者人口の増加に伴い、社会保障経費をはじめとする義務的経費が増加してい

ます。また、平成 29（2017）年度には 14.1 億円であった普通建設事業費が令和 5（2023）年度には 32.5 億

円に増加する等、公共施設の老朽化に伴う更新や改修に係るコストが増加しています。一方、市民税や固定資産

税の増加、収税強化等により、平成 29（2017）年度 68.7 億円であった市税が令和 5（2023）年度には 75.6 億

円になる等、歳入も増加しています。 

・中長期的な視点に立った監査や適正かつ効率的な会計事務の実施、電子入札システムの運用、ペーパレス化の推

進などによる行政コストの削減やさらなる適正化、公共施設等適正管理計画に基づく公共施設の長寿命化や適正

管理による維持管理コストの抑制などに取り組むとともに、滞納整理の強化や高い収納率の維持、納税しやすい

環境の整備等に取り組み税収の増加を図るなど、社会保障経費の増大や将来的な投資に備え、財源の確保を図る

必要があります。 

・納税者の利便性の向上、行政運営の効率化を図るため、公金収納のデジタル化を推進し、納付手段のキャッシ

ュレス化の拡大を推進する必要があります。 

・RPA※1、AI-OCR※2 などのデジタル技術の活用や行政システムの標準化・共通化も見据えた業務の改善・効率化、

セキュリティ対策の強化を図るとともに、マイナンバーカードの普及促進、デジタルデバイド対策の強化など、

社会全体のデジタル化に向けた取組を推進する必要があります。 

※1 RPA：従来、人が作業していた定型業務を自動化する仕組み。 

※2 AI-OCR：「スキャナ等によって画像データ化した文字を解析し、コンピュータが扱える文字データに変換

する」といった OCR 技術に機械学習を組み合わせ、文字の認識率を高めたもの。 

・公平公正で、市民満足度が高く、効果的な行政サービスを維持するためにも、職員の能力開発や組織力の強化に

取り組む必要があります。 

・限られたリソース（財源・人的資源）で、基本目標に掲げているそれぞれの政策を総合的に展開していくために、

職員一人ひとりが自分事として担当の事業に取り組むことはもちろん、全ての関係課において、それぞれの政策・

施策が互いにどのように関連し、市民や事業者、地域に対し、どのような効果を与え、どのような課題解決に結

びついていくのかを理解し、政策間・施策間の連携を意識しながら効果的・効率的に事業を展開していく必要が

あります。 

・令和７年１月から開始された窓口時間の短縮に伴い、短縮された時間を活用して一層の「DX の推進」による市

民満足の高いサービスの提供と、「生産性の向上」や「働き方改革」の推進に努める必要があります。 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 H30 R 元 R2 R3 R4 

財政力指数 － 0.700 0.708 0.712 0.692 0.683 ↑ 

経常収支比率 % 95.7 90.7 90.8 84.3 88.3 → 

マイナンバーカード交付率 % 10.4 13.8 26.6 42.9 68.7 ↑ 

20 代～40 代の社会増減 人 208 94 ▲68 ▲268 ▲88 ↑ 
 

■まちの状態・課題指標 

指標名 単位 
実績 めざす 

方向性 R 元 R2 R3 R4 R5 

財政力指数 － 0.708 0.712 0.692 0.683 0.660 ↑ 

経常収支比率 % 90.7 90.8 84.3 88.3 93.4 → 

マイナンバーカード交付率 % 13.8 26.6 42.9 68.7 78.7 ↑ 

20 代～40 代の社会増減 人 94 ▲68 ▲268 ▲88 24 ↑ 
 

 

 

施策５－１－３ 市民から信頼される持続可能な行財政運営 施策５－１－３ 市民から信頼される持続可能な行財政運営 


